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第１章  災害廃棄物処理計画の概要  

第１節  計画策定の目的と位置づけ  

１  計画策定の目的  

我 が 国 は 、 そ の 位 置 、 地 形 、 地 質 、 気 象 な ど の 自 然 的 条 件 か ら 、 各 種 自 然 災
害 が 発 生 し や す い 国 土 で あ り 、平 成 ７ 年（ 1995 年 ）阪 神・淡 路 大 震 災 や 平 成 23
年 （ 2011 年 ） 東 日 本 大 震 災 、 平 成 27 年 （ 2015 年 ） ９ 月 関 東 ・ 東 北 豪 雨 、 平 成
28 年（ 2016 年 ）熊 本 地 震 、平 成 30 年（ 2018 年 ）７ 月 豪 雨 、毎 年 の よ う に 多 く
の 災 害 に 見 舞 わ れ て い る 。  

大 山 町 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 は 、 こ の よ う な 大 規 模 な 災 害 に 伴 い 発 生 す る 多 量
の 廃 棄 物 を 適 正 か つ 円 滑 ・ 迅 速 に 処 理 す る た め 、 平 時 の 備 え （ 体 制 整 備 等 ） や
災 害 応 急 対 策 、復 旧・復 興 対 策 等 対 応 に 必 要 な 事 項 を と り ま と め た も の で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 2 8 年 熊 本 地 震 被 害 状 況     平 成 2 8 年 熊 本 地 震 片 付 け ご み 排 出 状 況  

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 3 0 年 ７ 月 豪 雨 被 害 状 況 （ 大 洲 市 ）   平成 30 年７月豪雨片付けごみ排出状況（倉敷市） 

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 フ ォ ト チ ャ ン ネ ル   
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２  本計画の位置付け  

本 計 画 は 、 国 が 策 定 す る 廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 計 画 、 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 及 び
大 規 模 災 害 発 生 時 に お け る 災 害 廃 棄 物 対 策 行 動 指 針 等 を 踏 ま え 、 中 国 ブ ロ ッ ク
大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄 物 対 策 行 動 計 画 、 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 、
大 山 町 地 域 防 災 計 画 等 と の 整 合 を 図 り 、 本 町 の 災 害 廃 棄 物 処 理 に 関 す る 基 本 的
な 考 え 方 を 示 す も の で あ る 。 非 常 災 害 時 に は 、 本 計 画 に 基 づ き 被 害 の 状 況 等 を
速 や か に 把 握 す る と と も に 、 災 害 廃 棄 物 処 理 実 行 計 画 を 策 定 し 、 災 害 廃 棄 物 の
処 理 を 行 う こ と と す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 本 計 画 の 位 置 付 け  

  

〇 〇 災 害 に お け

る 災 害 廃 棄 物 処

理 実 行 計 画  

 

〇 〇 災 害 に お け

る 災 害 廃 棄 物 処

理 実 行 計 画  

 

災 害 対 策 基 本 法 (S36) 

防 災 基 本 計 画 (H24.9) 

環 境 省 防 災 業 務 計 画

廃 棄 物 処 理
法  

(S45) 

連 携  

基 本 方 針  
(環 境 大 臣 )  

廃 棄 物 処 理  
施 設 整 備 計 画  

(H25.5 )  

相 互 に 整 合 を 図 る  

相互に整合 を図 る  

 
災害廃棄物対策指針 (H30.3 改定 ) 

大 規 模 災 害 発 生 時 における  

災 害 廃 棄 物 対 策 行 動 指 針  

( H 27 . 11 )  

 
 

大 規 模 災 害 発 生 時 に お け る  
災 害 廃 棄 物 対 策 行 動 計 画  
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鳥取県災害廃棄物処理計画
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災 害 発 災 後  
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け る 災 害 廃 棄

物 処 理 指 針  
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第２節  基本的な事項  

１  対象とする災害  

鳥 取 県 で は 、 ２ ０ ０ ０ 年 （ 平 成 １ ２ 年 ） に 鳥 取 県 西 部 地 震 （ 最 大 震 度 ６ 強 ）、
２ ０ １ ６ 年 （ 平 成 ２ ８ 年 ） に 鳥 取 県 中 部 地 震 （ 最 大 震 度 ６ 弱 ） と 規 模 の 大 き な
地 震 が 過 去 ２ ０ 年 内 に ２ 度 発 生 し て い る 。  

ま た 、 近 年 豪 雨 に よ る 水 害 が 全 国 各 地 で 発 生 し て お り 、 町 内 で も 過 去 に 台 風
や 集 中 豪 雨 を 要 因 と す る 洪 水 被 害 等 が 発 生 し て い る が 、 本 計 画 で は 、 県 内 で 想
定 さ れ る 最 大 級 の 地 震 災 害 を 対 象 と し て 計 画 を 策 定 す る 。  

 

２  本計画における被害想定  

（ １ ） 地 震 災 害  

鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 で は 、 ７ つ の 断 層 に お い て 発 生 す る 地 震 災 害 を
対 象 と し て い る 。 地 震 の 最 大 震 度 に つ い て は 、 県 地 震 防 災 調 査 研 究 委 員 会 が
平 成 ３ ０ 年 ２ 月 に と り ま と め た 被 害 想 定 に 基 づ き 鳥 取 県 で 想 定 さ れ る 最 大 級
の 地 震 に 加 え 、 最 大 想 定 よ り も 震 度 が １ ラ ン ク 小 さ い 場 合 及 び 最 大 想 定 よ り
も 震 度 が ２ ラ ン ク 小 さ い 場 合 の 、 被 害 想 定 の 異 な る ３ つ の ケ ー ス を 想 定 し て
い る 。  

こ の ７ つ の 断 層 の う ち 、 本 町 内 で 建 物 の 全 壊 及 び 一 部 損 壊 が 想 定 さ れ る の
は 雨 滝 ・ 釜 戸 断 層 を 除 く ６ 断 層 で あ り 、 本 計 画 で 想 定 す る 地 震 災 害 は ６ 断 層
の う ち 特 に 被 害 が 大 き い と 想 定 さ れ る 鳥 取 県 西 部 地 震 断 層 及 び F55 断 層 の ２
断 層 と す る 。 な お 、 被 害 想 定 に つ い て は 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 と 同 様 、 異 な
る ３ つ の ケ ー ス と す る 。  
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表 1 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 に お い て 対 象 と す る 地 震 （ 断 層 ）  

及 び 本 計 画 で 想 定 す る 地 震 （ 断 層 ）  

№  断 層 の 名 称  
津 波  

災 害  

最 大 震 度  本町で建物

被害が想定

されるもの 

本計画で

想定する

もの 最大想定 
１ランク

下 

２ランク

下 

１  倉 吉 南 方 の 推 定

断 層  

－  ７  ６ 強  ６ 弱  ○  －  

２  鳥 取 県 西 部 地 震

断 層  

－  ７  ６ 強  ６ 弱  ○  ○  

３  雨 滝 ・ 釜 戸 断 層  －  ７  ６ 強  ６ 弱  －  －  

４  鹿 野 ・ 吉 岡 断 層  －  ７  ６ 強  ６ 弱  ○  －  

５  島 根 県 鹿 島 断 層  －  ６ 弱  ５ 強  ５ 弱  ○  －  

６  F55 断 層  有  ６ 強  ６ 弱  ５ 強  ○  ○  

７  佐 渡 島 北 方 沖 断

層  

有  －  －  －  ○  －  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 想 定 地 震 の 断 層 位 置  

出典：「鳥取県地震・津波被害想定検討業務報告書」（平成 29 年 3 月 鳥取県地震防災調査研究委員会） 
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  本 町 に お け る 建 物 の 全 壊 棟 数 及 び 一 部 損 壊 棟 数 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 結 果 は 、
次 の と お り で あ る 。  

表 2 本 町 に お け る 建 物 の 全 壊 棟 数 及 び 一 部 損 壊 棟 数  

ア  最 大 想 定 の 場 合  

断 層 の 名 称  
最 大

震 度  

全 壊 棟 数  一部損壊 

棟数 木 造  RC 造  S 造  計  

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  ６ 弱  5  0  0  5  458  

F5 5 断 層  ６ 強  290  2  11  303  3,310  

 イ  １ ラ ン ク 下 の 場 合  

断 層 の 名 称  
最 大

震 度  

全 壊 棟 数  一部損壊 

棟数 木 造  RC 造  S 造  計  

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  ５ 強  0  0  0  0  396  

F5 5 断 層  ６ 弱  10  0  0  10  2,863  

 ウ  ２ ラ ン ク 下 の 場 合  

断 層 の 名 称  
最 大

震 度  

全 壊 棟 数  一部損壊 

棟数 木 造  RC 造  S 造  計  

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  ５ 弱  0  0  0  0  334  

F5 5 断 層  ５ 強  0  0  0  0  2,416  

デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
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第２章  本町の概況  

第１節  災害廃棄物発生量の推計  

１  対象とする災害廃棄物等  

本 計 画 に お い て 対 象 と す る 災 害 廃 棄 物 は 、 地 震 災 害 に よ っ て 発 生 す る 廃 棄 物
等 及 び 被 災 者 や 避 難 者 の 生 活 に 伴 い 発 生 す る 廃 棄 物 で あ る 。  

道 路 、 河 川 及 び 農 地 等 の 公 共 施 設 等 か ら 発 生 す る 廃 棄 物 の 処 理 に つ い て は 、
管 理 者 が 行 う こ と を 基 本 と す る 。  

表 3 災 害 時 に 発 生 す る 廃 棄 物  

種 類  説 明  

生 活 ご み  家 庭 か ら 排 出 さ れ る 生 活 ご み  

避 難 所 ご み  避 難 所 か ら 排 出 さ れ る ご み で 、 容 器 包 装 や 段 ボ ー ル 、
衣 類 等 が 多 い 。事 業 系 一 般 廃 棄 物 と し て 管 理 者 が 処 理
す る 。  

し 尿  仮 設 ト イ レ（ 災 害 用 簡 易 組 み 立 て ト イ レ 、レ ン タ ル ト
イ レ 及 び 他 市 町 村・関 係 業 界 等 か ら 提 供 さ れ た く み 取
り 式 ト イ レ の 総 称 ）等 か ら の く み 取 り し 尿（ 災 害 救 助
法 に 基 づ く 避 難 所 の 開 設 期 間 内 の も の ）  

災 害 に 伴 っ て 便 槽 に 流 入 し た 汚 水  

災 害  
廃 棄 物  

片 付 け ご み  住 民 が 自 宅 内 に あ る 被 災 し た も の を 片 付 け る 際 に 排
出 さ れ る も の  

撤 去 等  
廃 棄 物  

損 壊 家 屋 の 撤 去（ 必 要 に 応 じ て 解 体 ）等 に 伴 い 排 出 さ
れ る も の  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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こ の う ち 、 災 害 廃 棄 物 は 、 次 の 種 類 で 構 成 さ れ る 。 な お 、 こ れ ら は 選 別 後 の
分 類 で あ り 、 災 害 時 に は 混 合 状 態 で 発 生 す る 場 合 が 多 い こ と に 注 意 が 必 要 で あ
る 。  

表 4 災 害 廃 棄 物 の 種 類  

種 類  説 明  

木 く ず（ 柱 材・角 材 ） 柱 ・ は り ・ 壁 材 な ど の 廃 木 材  

コ ン ク リ ー ト が ら
等  

コ ン ク リ ー ト 片 や コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 、 ア ス フ ァ ル ト く
ず な ど  

可 燃 物 ／  
可 燃 系 混 合 物  

繊 維 類 、紙 、木 く ず 、プ ラ ス チ ッ ク 等 が 混 在 し た 可 燃 系 廃 棄
物  

金 属 く ず  鉄 骨 や 鉄 筋 、 ア ル ミ 材 な ど  

不 燃 物 ／  
不 燃 系 混 合 物  

分 別 す る こ と が で き な い 細 か な コ ン ク リ ー ト や 木 く ず 、 プ
ラ ス チ ッ ク 、ガ ラ ス 、土 砂（ 土 砂 崩 れ に よ り 崩 壊 し た 土 砂 、
津 波 堆 積 物 ※ １ 等 ） な ど が 混 在 し 、 概 ね 不 燃 系 の 廃 棄 物  
※ １ 海 底 の 土 砂 や ヘ ド ロ が 津 波 に よ り 陸 上 に 打 ち 上 げ ら れ
堆 積 し た も の や 陸 上 に 存 在 し て い た 農 地 土 壌 等 が 津 波 に 巻
き 込 ま れ た も の  

畳・布 団（ 処 理 困 難
物 ）  

被 災 家 屋 か ら 排 出 さ れ る 畳・布 団 で あ り 、被 害 を 受 け 使 用 で
き な く な っ た も の  

廃 家 電 （ ４ 品 目 ）  被 災 家 屋 か ら 排 出 さ れ る 家 電 ４ 品 目（ テ レ ビ 、洗 濯 機・衣 類
乾 燥 機 、エ ア コ ン 、冷 蔵 庫・冷 凍 庫 ）で 、災 害 に よ り 被 害 を
受 け 使 用 で き な く な っ た も の  
※ リ サ イ ク ル 可 能 な も の は 各 リ サ イ ク ル 法 に よ り 処 理 を 行
う 。  

小 型 家 電 ／  
そ の 他 家 電  

被 災 家 屋 か ら 排 出 さ れ る 小 型 家 電 等 の 家 電 ４ 品 目 以 外 の 家
電 製 品 で 、 災 害 に よ り 被 害 を 受 け 使 用 で き な く な っ た も の  

腐 敗 性 廃 棄 物  被 災 冷 蔵 庫 等 か ら 排 出 さ れ る 水 産 物 、食 品 、水 産 加 工 場 や 飼
肥 料 工 場 等 か ら 発 生 す る 原 料 及 び 製 品 な ど  

有 害 廃 棄 物 ／  
危 険 物  

石 綿 含 有 廃 棄 物 、P C B、感 染 性 廃 棄 物 、化 学 物 質 、フ ロ ン 類・
CCA（ ク ロ ム 銅 砒 素 系 木 材 保 存 剤 使 用 廃 棄 物 ）・テ ト ラ ク ロ ロ
エ チ レ ン 等 の 有 害 物 質 、医 薬 品 類 、農 薬 類 の 有 害 廃 棄 物 。太
陽 光 パ ネ ル や 蓄 電 池 、 消 火 器 、 ボ ン ベ 類 な ど の 危 険 物 等  

廃 自 動 車 等  自 然 災 害 に よ り 被 害 を 受 け 使 用 で き な く な っ た 自 動 車 、 自
動 二 輪 、 原 付 自 転 車  
※ リ サ イ ク ル 可 能 な も の は 各 リ サ イ ク ル 法 に よ り 処 理 を 行
う 。  
※ 処 理 す る た め に は 所 有 者 の 意 思 確 認 が 必 要 と な る 。 仮 置
場 等 で の 保 管 方 法 や 期 間 に つ い て 警 察 等 と 協 議 す る 。  

そ の 他 、適 正 処 理 が
困 難 な 廃 棄 物  

ピ ア ノ 、 マ ッ ト レ ス な ど の 町 の 施 設 で は 処 理 が 困 難 な も の
（ レ ン ト ゲ ン や 非 破 壊 検 査 用 の 放 射 線 源 を 含 む ）、漁 網 、石
こ う ボ ー ド 、廃 船 舶（ 災 害 に よ り 被 害 を 受 け 使 用 で き な く な
っ た 船 舶 ） な ど  

 出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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２  災害時に発生する廃棄物の発生量  

本 町 に お い て 想 定 す る 災 害 に 伴 っ て 発 生 す る 災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 は 、 次 の と お
り で あ る 。  

 

（ １ ） 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 解 体 等 廃 棄 物 等 ） 発 生 量  

表 5 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 解 体 等 廃 棄 物 等 ） 発 生 量  

ア  最 大 想 定 の 場 合                     （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  木 く ず  
ｺﾝｸﾘｰﾄ  
が ら  

金 属  
く ず  

そ の 他  
(残 材 )  

津 波  
堆 積 物  

合 計  

鳥 取 県 西 部  127 147 10 173 0 457 

F5 5 断 層  7,049 9,519 643 9,339 10,313 36,864 

 イ  １ ラ ン ク 下 の 場 合                   （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  木 く ず  
ｺﾝｸﾘｰﾄ  
が ら  

金 属  
く ず  

そ の 他  
(残 材 )  

津 波  
堆 積 物  

合 計  

鳥 取 県 西 部  0 0 0 0 0 0 

F5 5 断 層  241 333 22 317 0 914 

 ウ  ２ ラ ン ク 下 の 場 合                   （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  木 く ず  
ｺﾝｸﾘｰﾄ  
が ら  

金 属  
く ず  

そ の 他  
(残 材 )  

津 波  
堆 積 物  

合 計  

鳥 取 県 西 部  0 0 0 0 0 0 

F5 5 断 層  0 0 0 0 0 0 

注 ） 端 数 処 理 の た め 、 合 計 が 合 わ な い こ と が あ る 。     デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
 
（ ２ ） 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 解 体 等 廃 棄 物 等 ） 要 処 理 量  

（ １ ） 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 解 体 等 廃 棄 物 等 ） 発 生 量 に 、 東 日 本 大
震 災 に お け る 岩 手 県 で の 処 理 実 績 を も と に し た 選 別 率 を 掛 け 合 わ せ る こ と で
算 出 し た 結 果 （ 要 処 理 量 ） は 、 次 の と お り で あ る 。  

表 6 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 解 体 等 廃 棄 物 等 ） 要 処 理 量  

ア  最 大 想 定 の 場 合                     （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  
柱材・ 
角材 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 可燃物 
金属 
くず 

不燃物 土砂系 合計 

鳥 取 県 西 部  19 117 70 10 215 26 457 

F5 5 断 層  1,057 7,616 3,877 611 14,052 9,652 36,864 

イ  １ ラ ン ク 下 の 場 合                    （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  
柱材・ 
角材 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 可燃物 
金属 
くず 

不燃物 土砂系 合計 

鳥 取 県 西 部  0 0 0 0 0 0 0 

F5 5 断 層  36 267 132 21 410 48 914 

ウ  ２ ラ ン ク 下 の 場 合                    （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  
柱材・ 
角材 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 可燃物 
金属 
くず 

不燃物 土砂系 合計 

鳥 取 県 西 部  0 0 0 0 0 0 0 

F5 5 断 層  0 0 0 0 0 0 0 

注 ） 端 数 処 理 の た め 、 合 計 が 合 わ な い こ と が あ る 。      デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
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（ ３ ） 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 片 付 け ご み ） 発 生 量  
被 害 の 少 な い 一 部 損 壊 の 建 物 か ら 発 生 す る 片 付 け ご み の 発 生 量 は 、 次 の と

お り で あ る 。  

表 7 地 震 災 害 に よ る 災 害 廃 棄 物 （ 片 付 け ご み ） 発 生 量  

ア  最 大 想 定 の 場 合                     （ 単 位 ： t） 

断層の名称 瓦 
ｺﾝｸﾘｰﾄ
がら 

石膏 
ﾎﾞｰﾄﾞ 
混合物 

可燃性 
粗大 
ごみ 

可燃 
ごみ 

木くず 
不燃性 
粗大 
ごみ 

不燃 
ごみ 

その他 合計 

鳥取県西部 32 21 15 3 1 10 2 5 3 91 

F55 断層 229 149 105 21 10 70 14 39 21 658 

 イ  １ ラ ン ク 下 の 場 合                    （ 単 位 ： t） 

断層の名称 瓦 
ｺﾝｸﾘｰﾄ
がら 

石膏 
ﾎﾞｰﾄﾞ 
混合物 

可燃性 
粗大 
ごみ 

可燃 
ごみ 

木くず 
不燃性 
粗大 
ごみ 

不燃 
ごみ 

その他 合計 

鳥取県西部 27 18 13 2 1 8 2 5 3 79 

F55 断層 198 128 91 18 9 60 12 33 18 568 

 ウ  ２ ラ ン ク 下 の 場 合                    （ 単 位 ： t） 

断 層 の 名 称  瓦 
ｺﾝｸﾘｰﾄ
がら 

石膏 
ﾎﾞｰﾄﾞ 
混合物 

可燃性 
粗大 
ごみ 

可燃 
ごみ 

木くず 
不燃性 
粗大 
ごみ 

不燃 
ごみ 

その他 合計 

鳥取県西部 23 15 11 2 1 7 1 4 2 66 

F55 断層 167 108 77 15 8 51 10 28 16 480 

  注 ） 端 数 処 理 の た め 、 合 計 が 合 わ な い こ と が あ る 。      デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
 
 

（ ４ ） 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 災 害 廃 棄 物 の 要 処 理 量  
平 時 か ら 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー で 処 理 で き な い 可 燃 物 を 米 子 市 へ 委 託 し て

お り 、 地 震 災 害 が 発 生 し た 場 合 の 災 害 廃 棄 物 を 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー で 処 理
す る こ と は 不 可 能 で あ る た め 、米 子 市 及 び 民 間 事 業 所 と 協 議 す る 必 要 が あ る 。
（ そ の 場 合 で あ っ て も 災 害 廃 棄 物 処 理 の 目 標 期 間 は 、 最 大 震 度 ７ の 場 合 ３ 年
以 内 、 震 度 ６ 強 の 場 合 ２ 年 以 内 と す る 。）  
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第２節  廃棄物収集運搬能力  

１  一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥除く） の収集運搬能力  

 本 町 に お け る 一 般 廃 棄 物 （ し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 を 除 く ） の 本 町 保 有 収 集 運 搬  
車 両 、 収 集 運 搬 委 託 車 両 及 び 収 集 運 搬 業 許 可 車 両 の 収 集 運 搬 能 力 は 、 次 の と お
り で あ る 。  
 

表 8 令 和 2 年 度 一 般 廃 棄 物 （ し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 を 除 く ） 収 集 運 搬 能 力  

  ア  収 集 運 搬 委 託 車 両  
車 種  積 載 量  台 数  

塵 芥 車  
2t 7 
3t 7 

ダ ン プ 車  
2t 3 
3ｔ  1 

脱 着 装 置 付 コ ン テ ナ 車  4t 1 
雪 上 車   2 
キ ャ ブ オ ー バ  1ｔ  1 
軽 ト ラ  ダ ン プ 式  4 
ト ラ ッ ク  4ｔ  3 

合 計   29 

 イ  収 集 運 搬 業 許 可 車 両  

車種 台数（台） 積載量（t） 

塵 芥 車  21  43.70  

ダ ン プ 車  21  60.00  

キ ャ ブ オ ー バ  39  72.25  

脱 着 装 置 付 コ ン テ ナ 専 用 車  20  116.30  

計  101  292.25  

ウ  協 定 締 結 団 体 派 遣 可 能 車 両 （ 一 部 収 集 運 搬 委 託 者 車 両 含 む ）  
車 種  積 載 量  台 数  

塵 芥 車  

2ｔ  11 
3ｔ  7 

3.5ｔ  1 
4t 3 

プ レ ス 車  
2ｔ  3 

8ｔ （ 脱 着 式 ）  1 

ダ ン プ 車  

2t 6 
3ｔ  1 

8ｔ （ 脱 着 式 ）   2 
8ｔ （ ユ ニ ッ ク ）   1 

8ｔ  1 
10ｔ  2 

フ ッ ク ロ ー ル  4ｔ  1 

バ ッ ク ホ ー  
0.06 ㎥ （ フ ォ ー ク 付 ）  1 
0.2 ㎥ （ フ ォ ー ク 付 ）  1 
0.45 ㎥ （ フ ォ ー ク 付 ）  1 

ホ イ ル ロ ー ダ ー  
0.5 ㎥  1 
1.0 ㎥  12 
4ｔ  1 

ア ー ム ロ ー ル  4ｔ  1 
合 計   47 
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２  し尿及び浄化槽汚泥  

（ １ ） し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 量  
本 町 に お け る 平 時 の し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 量 は 、 次 の と お り で あ る 。  

表 9 令 和 ２ 年 度 し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 処 理 量  
 
 

 
（ ２ ） し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 収 集 運 搬 能 力  
  本 町 と 協 定 を 締 結 し て い る 団 体 が 保 有 す る 収 集 車 両 の 収 集 運 搬 能 力 は 、 次

の と お り で あ る 。  

表 10 令 和 ４ 年 度 し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 収 集 運 搬 能 力  

 車種 規格 台数（台）（西部） 積載量（t） 

糞 尿 車  

2ｔ  10  20  

3ｔ  0  0  

4ｔ  11  44  

7ｔ  1  7  

10ｔ  0  0  

計  22  71  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 
令和 2 年度処理量（kl） 

米 子 浄 化 場  

し 尿  1,368  

浄 化 槽 汚 泥  1,694  

合 計  3,062  
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第３節  廃棄物処理施設処理能力  

１  中間処理施設  

（ １ ） 一 般 廃 棄 物 （ し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 除 く ）  
本 町 の 平 時 に お け る 一 般 廃 棄 物 （ し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 を 除 く ） の 中 間 処 理

施 設 は 、 次 の と お り で あ る 。  
 

表 11 令 和 ２ 年 度 に お け る ご み 中 間 処 理 施 設  

施設の種類 施設名 管理者 
運転管
理体制 

可 燃 ご み 処 理 施 設  
名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー  大 山 町  直 営  

米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー  米 子 市  委 託  

不 燃 ご み 等 処 理 施 設  
鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理
組 合 リ サ イ ク ル プ ラ ザ  

鳥 取 県 西 部 広 域
行 政 管 理 組 合  

直 営 ・
委 託  

処
理
委
託  

発 泡 ス チ ロ ー ル 処
理 施 設  

民 間 処 理 施 設  民 間 事 業 者  －  

乾 電 池 ・ 蛍 光 管 等  
処 理 施 設  

民 間 処 理 施 設  民 間 事 業 者  －  

 
ア  名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー  
 （ ア ） 施 設 の 所 在 地  
   大 山 町 高 田 2651-4 
 （ イ ） 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  

    名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 処 理 能 力 は 次 の と お り で あ り 、 平 時 に  
お い て 処 理 し き れ な い 可 燃 ご み に つ い て は 米 子 市 に 委 託 し て お り 、 災 害
廃 棄 物 を 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー だ け で 処 理 す る こ と は 不 可 能 で あ る 。  

 
表 12 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  

処理能力 
(ｔ/日) 

稼働日数 
(日/年) 

調整 
稼働率 

処理能力 
(ｔ/年) 

年間処理量 
(ｔ/R2 年度) 

災害廃棄物処理可能量 

(ｔ/年) (ｔ/1.7 年) (ｔ/2.7 年) 

8 235 0.96 2,150 

3,074 

0 0 0 米子市へ委託 1,240 

大山町で処理 1,834 

 
（ ウ ） 施 設 に お い て 想 定 さ れ る 震 度  

    名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー に お い て 想 定 さ れ る 震 度 は 、次 の と お り で あ る 。
東 日 本 大 震 災 に お け る 一 般 廃 棄 物 焼 却 処 理 施 設 の 被 災 の 調 査 事 例 に よ  

る と 、 想 定 震 度 が ５ 強 以 下 の 地 域 で は 、 施 設 の 停 止 期 間 が ２ 週 間 程 度 で  
あ る こ と か ら 、 稼 働 停 止 に な る 可 能 性 が あ る 。  

 
表 13 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 想 定 震 度  

断 層 の 名 称  最 大 震 度  名和クリーンセンターにおける震度 

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  ７  ５ 強  

F55 断 層  ６ 強  ６ 弱  

    デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
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イ  米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー  
 （ ア ） 施 設 の 所 在 地  
   米 子 市 河 崎 3280-1 
 （ イ ） 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  
   米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 処 理 能 力 及 び 災 害 廃 棄 物 の 処 理 可 能

量 は 、 次 の と お り で あ る 。  

表 14 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  

処理能力 
(ｔ/日) 

稼働日数 
(日/年) 

調整 
稼働率 

処理能力 
(ｔ/年) 

年間処理量 
(ｔ/H30 年度) 

災害廃棄物処理可能量 

(ｔ/年) (ｔ/1.7 年) (ｔ/2.7 年) 

270※１ 280 0.96 72,500 

55,732 

16,500 28,000 44,500 

米子市 45,110 

日吉津村 1,279 

大山町※２ 1,341 

境港市 8,002 
※ １ 9 0ｔ /日 × 3 炉         デ ー タ 提 供 ： 米 子 市 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画  
※ ２ 旧 中 山 清 掃 セ ン タ ー 処 理 相 当 分  
 

  （ ウ ） 施 設 に お い て 想 定 さ れ る 震 度  
    米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー に お い て 想 定 さ れ る 震 度 は 、 次 の と お り で あ

る 。 東 日 本 大 震 災 に お け る 一 般 廃 棄 物 焼 却 処 理 施 設 の 被 災 の 調 査 事 例 に
よ る と 、 想 定 震 度 が ５ 強 以 下 の 地 域 で は 、 施 設 の 停 止 期 間 が ２ 週 間 程 度
で あ る こ と か ら 、 稼 働 停 止 に よ る 重 大 な 影 響 は な い と 想 定 さ れ る 。  

 

表 15 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー に お け る 想 定 震 度  

断 層 の 名 称  最 大 震 度  米子市クリーンセンターにおける震度 

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  ７  ５ 強  

F55 断 層  ６ 強  ５ 強  

 デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  

ウ  鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 リ サ イ ク ル プ ラ ザ （ 不 燃 ご み ・ 不 燃 粗 大 ご
み 処 理 設 備 ）  

  （ ア ） 施 設 の 所 在 地  
    西 伯 郡 伯 耆 町 口 別 所 630 
  （ イ ） 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  
    リ サ イ ク ル プ ラ ザ （ 不 燃 ご み ・ 不 燃 粗 大 ご み 処 理 設 備 ） に お け る 処 理

能 力 及 び 災 害 廃 棄 物 処 理 可 能 量 は 、 次 の と お り で あ る 。 な お 、 リ サ イ ク
ル プ ラ ザ は 、 不 燃 ご み ・ 不 燃 性 粗 大 ご み を 破 砕 ・ 選 別 し 、 金 属 類 等 を 資
源 化 す る の が 目 的 で あ る た め 、 仮 置 場 に お い て 破 砕 選 別 が 行 わ れ る 場 合
は リ サ イ ク ル プ ラ ザ で の 処 理 量 が 少 な く な る こ と も 想 定 さ れ る 。  

 

表 16 リ サ イ ク ル プ ラ ザ （ 不 燃 ご み ・ 不 燃 粗 大 ご み 処 理 設 備 ）  
処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  

処理能力 
(ｔ/日) 

稼働日数 
(日/年) 

処理能力 
(ｔ/年) 

年間処理量 
(ｔ/R2 年度) 

災害廃棄物処理可能量※ 

(ｔ/年) (ｔ/1.7 年) (ｔ/2.7 年) 

24 .5  23 5  5, 757  
3,141  

2,600  4,400  7,000  
大山町 247  

   ※ 構 成 市 町 村 全 体 の 量  
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エ  処 理 委 託  
   民 間 施 設 に つ い て は 、 災 害 発 生 後 の 施 設 の 被 害 状 況 及 び 受 入 状 況 を 確 認

し 、 い つ か ら 受 入 可 能 か の 調 整 を 行 う 。 ま た 、 施 設 内 で 平 時 に 発 生 し た 町
の 廃 棄 物 を 保 管 し て い る 場 合 は 、 保 管 状 況 に つ い て も 確 認 を 行 う 。  

 
（ ２ ） 産 業 廃 棄 物  
  民 間 の 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 （ 焼 却 施 設 、 が れ き 類 処 理 施 設 、 木 く ず 処 理 施

設 ） は 、 廃 コ ン ク リ ー ト 等 の 破 砕 処 理 に 重 要 な 役 割 を 担 っ て お り 、 災 害 発 生
後 の 施 設 の 被 害 状 況 及 び 受 入 状 況 を 確 認 し 、 い つ か ら 受 入 可 能 か の 調 整 を 行
う 。    

 
（ ３ ） し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥  

本 町 の 平 時 に お け る し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 中 間 処 理 施 設 は 、 次 の と お り で
あ る 。  

表 17 令 和 2 年 度 し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 中 間 処 理 施 設  

施設の種類 施設名 管理者 運転管理体制 

し 尿 処 理 施 設  
鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管
理 組 合 米 子 浄 化 場  

鳥 取 県 西 部 広 域 行 政
管 理 組 合  

直 営  

   
ア  鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 米 子 浄 化 場  
 （ ア ） 施 設 の 所 在 地      

米 子 市 安 倍 213 
  （ イ ） 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量   

 
表 18 米 子 浄 化 場 の 処 理 能 力 及 び 処 理 可 能 量  

処理能力 
(kl/日) 

稼働日数 
(日/年) 

処理能力 
(kl/年) 

年間処理量 
(kl/R2 年度) 

災害分 
処理可能量※ 
（ℓ/日） 

145  365  52,925  米 子 浄 化 場 分  39,865  36,000  

※ 他 市 町 村 分 を 含 む 。  
 （ ウ ） 処 理 対 象 区 域    米 子 市 、 日 吉 津 村 、 大 山 町 、 南 部 町 、 伯 耆 町  
 
 

２  最終処分場  

平 時 に お け る 中 間 処 理 後 の 一 般 廃 棄 物 に つ い て は 、 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管
理 組 合 が 委 託 し て い る 民 間 の 最 終 処 分 場 に お い て 埋 立 処 理 を 行 っ て い る 。  

表 19 最 終 処 分 場  

施設の種類 施設名 管理者 

最 終 処 分 場  
環 境 プ ラ ン ト 工 業  
一 般 廃 棄 物 第 ２ 最 終 処 分 場  

環 境 プ ラ ン ト 工 業 ㈱  

 
ア  環 境 プ ラ ン ト 工 業 一 般 廃 棄 物 第 ２ 最 終 処 分 場  

（ ア ） 施 設 の 所 在 地  
米 子 市 淀 江 町 小 波 地 内  

（ イ ） 計 画 容 量 及 び 埋 立 残 容 量  

表 20 最 終 処 分 場 埋 立 残 容 量 予 測 （ 覆 土 込 ）  

全体計画値（㎥） 令和 2 年度末測量値（㎥） 埋立残容量（令和 2 年度末（㎥） 

489,657 401,099（ 3,994）  88,558 

※ カ ッ コ 内 数 値 は 年 度 埋 立 量 （ 覆 土 込 ）。  
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第４節  災害廃棄物処理方針  

１  災害廃棄物の処理主体と役割  

（ １ ） 災 害 廃 棄 物 の 処 理 主 体  
  災 害 廃 棄 物 は 一 般 廃 棄 物 で あ り 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 ６    
 条 の ２ に お い て 、 市 町 村 は 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に つ い て 統 轄 的 な 責 任 を 有 す る  
 こ と が 定 め ら れ て い る こ と か ら 、 災 害 廃 棄 物 及 び 生 活 ご み 、 避 難 所 ご み ・ し   
 尿 の 処 理 は 本 町 が 主 体 的 に 実 施 す る も の で あ る 。  
  た だ し 、 想 定 す る 最 大 級 の 地 震 災 害 が 発 生 し 、 本 町 の み で の 対 応 が 困 難 な  

場 合 に は 、 必 要 に 応 じ て 鳥 取 県 に 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 を 委 託 す る 。  
 な お 、 次 表 に 掲 げ る も の に つ い て は 、 管 理 者 や 所 有 者 等 が 主 体 と な っ て 処
理 を 行 う も の と す る 。  

表 21 管 理 者 や 所 有 者 等 が 主 体 と な っ て 処 理 を 行 う も の  

種 類  処 理 主 体  

道 路 、河 川 、港 湾 、海 岸 、農 地 に 堆 積 し
て い る 土 砂 、 流 木 、 火 山 堆 積 物  

各 管 理 者 が 復 旧 事 業 の 中 で 処 理 す
る 。 ※ １  

災 害 後 に 事 業 活 動 を 再 開 す る 際 に 発 生
す る 廃 棄 物（ 被 災 し た 事 業 所 の 撤 去 に 伴
う 廃 棄 物 や 敷 地 内 に 流 入 し た 土 砂 や 流
木 等 ）  

事 業 者 責 任 で 処 理 す る 。  

損 壊 家 屋 等 の 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） 原 則 と し て 所 有 者 が 実 施 す る 。 ※ ２  

公 共 施 設 や 大 企 業 の 建 物 の 撤 去  管 理 者 の 責 任 で 実 施 す る 。  

 ※ １ た だ し 、 こ れ ら が 民 地 等 に 堆 積 し 損 壊 家 屋 等 と 混 在 し て い る 場 合 は 、 環 境 省
及 び 鳥 取 県 と 協 議 の 上 、 対 応 方 法 に つ い て 決 定 す る 。  

 ※ ２ 倒 壊 の お そ れ が あ る な ど 二 次 災 害 の 起 因 と な る 損 壊 家 屋 等 に つ い て は 、 町 と
損 壊 家 屋 等 の 所 有 者 が 協 議・調 整 の 上 、町 が 撤 去（ 必 要 に 応 じ て 解 体 ）を 実 施
す る 場 合 が あ る 。  

 出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ） を 基 に 作 成  
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２  災害廃棄物処理の基本方針  

本 町 に お け る 災 害 廃 棄 物 処 理 の 基 本 方 針 は 、 次 の と お り と す る 。  
処 理 に お い て は 、 道 路 障 害 物 や 倒 壊 の 危 険 性 の あ る 損 壊 家 屋 等 の 撤 去 （ 必 要

に 応 じ て 、解 体 ）、有 害 廃 棄 物・危 険 物 の 回 収 、腐 敗 性 廃 棄 物 の 処 理 な ど 緊 急 性
の 高 い も の を 優 先 す る 。  

表 22 処 理 の 基 本 方 針  

基 本 方 針  内 容  

１ ） 公 衆 衛 生 の 確 保  廃 棄 物 処 理 が 滞 る こ と で 感 染 症 等 健 康 被 害 が 発 生 す る
こ と が な い よ う 公 衆 衛 生 の 確 保 を 最 優 先 と す る 。  

２ ）可 能 な 限 り の 自 区
域 内 処 理 の 実 行  

可 能 な 限 り 自 区 域 内 に お い て 災 害 廃 棄 物 処 理 に 努 め る 。
自 区 域 内 で の 処 理 が 困 難 と 判 断 さ れ る 場 合 は 、県 に 支 援
を 要 請 す る 。  

３ ）将 来 に 禍 根 を 残 さ
な い 適 正 な 処 理  

無 計 画 、 無 秩 序 な 災 害 廃 棄 物 の 受 入 、 処 理 に よ り 、 仮 置
場 周 辺 等 の 生 活 環 境 が 将 来 に わ た り 悪 化 す る こ と が な
い よ う 、 モ ニ タ リ ン グ 等 の 対 策 を 含 め 、 計 画 的 な 処 理 を
行 う 。  

４ ）処 理 に 当 た っ て の
再 資 源 化 ・ 減 量 化  

処 理 期 間 、コ ス ト に 留 意 し な が ら 、可 能 な 限 り 再 資 源 化・
減 量 化 が 図 ら れ る よ う 処 理 を 行 う 。  

 参 考 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ）  
 
 

３  災害廃棄物処理の目標期間  

 災 害 廃 棄 物 の 処 理 の 目 標 期 間 に つ い て は 、 災 害 規 模 等 に 応 じ て 、 次 を 最 大 の
期 限 と す る 。 な お 、 発 災 後 、 状 況 に 応 じ て 以 下 の 範 囲 内 で 具 体 的 な 処 理 目 標 期
間 を 設 定 す る も の と す る 。  

表 23 災 害 廃 棄 物 処 理 の 目 標 期 間  

断 層 ・ 河 川 （ 水 系 ） 名  災 害 規 模 等  
目 標  

（ 処 理 上 の 最 大 限 期
限 ）  

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  
最 大 震 度 ６ 弱  
の 地 震  

１ 年  

F55 断 層  
最 大 震 度 ６ 強  
の 地 震  

２ 年  

参 考 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ）  
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第３章  災害廃棄物処理対策  

第１節  平時対応  

 １  組織体制・指揮命令系統  

本 町 の 災 害 対 策 本 部 の う ち 、 災 害 廃 棄 物 及 び 生 活 ご み ・ 避 難 所 ご み ・ し 尿 の
処 理 に つ い て は 、 住 民 対 策 部 民 生 班 が 中 心 的 な 役 割 を 担 う の で 、 予 め 、 役 割 等
を 決 め て お く 。な お 、発 災 時 に は 仮 置 場 の 設 置 、撤 去 、原 状 回 復 な ど に お い て 、
建 設 工 事 を 伴 う 場 合 が あ る こ と か ら 、 設 計 、 積 算 、 現 場 監 督 等 土 木 工 事 の 経 験
を 有 す る 職 員 や 契 約 ・ 補 助 金 事 務 の 担 う 職 員 の 確 保 が 必 要 に な る 。  

そ の た め 、発 災 後 は 被 災 状 況 に 応 じ て 、土 木・建 築 系 。財 務 系 職 員 を 確 保 し 、
速 や か に 業 務 発 注 等 に 対 応 可 能 な 体 制 を 構 築 す る 。  

 

図 3 大 山 町 地 域 防 災 計 画 に お け る 本 部 組 織 図  

出 典 ： 大 山 町 地 域 防 災 計 画  
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図 4 災 害 廃 棄 物 処 理 に 係 る 組 織 体 制  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総務対策部  土木対策部   

住民対策部民生班（災害廃棄物処理）  

大山町災害廃棄物本部  

 

総括責任者   正  住民課長  

       副  住民課課長補佐  

総務担当  正  住民課課長補佐  

     副  住民課  職員 A 

計画担当  正  住民課  職員 A 

副  住民課  職員 B 

経理担当  正  応援職員  

     副  会見年度任用職員  

 

処理担当  正  住民課  職員 B 

     副  住民課  職員 A 

住民窓口担当  正  住民課  職員 C 

       副  住民課  会計年度任用職

員  
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２  自衛隊・警察・消防との連携 協力体制の確立  

 発 災 初 動 期 に お い て は 、 町 は ま ず 人 命 救 助 を 優 先 し な け れ ば な ら な い 。 迅 速
な 人 命 救 助 の た め に 、 本 町 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、 自 衛 隊 や 警 察 、 消 防 と 連 携
し て 道 路 上 の 災 害 廃 棄 物 を 撤 去 等 す る 必 要 が あ る 。  

な お 、人 命 救 助 や ラ イ フ ラ イ ン 復 旧 に は 、自 衛 隊 や 警 察 、消 防 、道 路 部 局 等 、
さ ま ざ ま な 部 局 等 が 関 係 す る た め 、 情 報 の 一 元 化 の 観 点 か ら 町 災 害 対 策 本 部 各
対 策 部 各 班 と 調 整 す る 。 ま た 、 自 衛 隊 等 が 災 害 廃 棄 物 を 被 災 家 屋 等 か ら 搬 出 す
る 場 合 、 分 別 ル ー ル を 双 方 で 確 認 し て お く 。  

事 前 に 調 整 し て お く 自 衛 隊 ・ 警 察 ・ 消 防 と の 連 携 に 当 た っ て の 具 体 的 な 事 項  
【 発 災 初 動 期 の 留 意 事 項 】  

・ 災 害 廃 棄 物 の 撤 去  

・ 思 い 出 の 品 の 保 管  

・ 貴 重 品 の 搬 送 ・ 保 管  

・ 不 法 投 棄 の 防 止  

・ 二 次 災 害 の 防 止  

【 災 害 応 急 時 の 対 応 事 項 】  

 ・ 放 置 車 両 等 に よ り 道 路 が 通 行 で き な い こ と も 想 定 さ れ る た め 、 自 衛 隊 ・
警 察・消 防 等 に 収 集 運 搬 ル ー ト を 示 し 、協 力 が 得 ら れ る 体 制 を 確 保 す る 。 

 ・ 災 害 廃 棄 物 等 を 撤 去 す る 際 に は 、 石 綿 や 硫 酸 な ど の 有 害 物 質 や 危 険 物 質
が 混 在 す る 可 能 性 が あ る た め 、 町 は そ の 旨 を 自 衛 隊 ・ 警 察 ・ 消 防 等 へ 伝
え る と と も に 安 全 確 保 に 努 め る 。  

 ・ 有 害 物 質 の ハ ザ ー ド マ ッ プ を 用 い て 、 関 係 者 へ 有 害 物 質 の 保 管 場 所 を 周
知 す る と と も に 、 優 先 的 な 回 収 ・ 処 理 を 心 が け 、 二 次 災 害 の 防 止 に 努 め
る 。  

【 災 害 復 旧 ・ 復 興 時 の 対 応 事 項 】  

 ・ 廃 棄 物 の 搬 出 に 当 た っ て 、 分 別 ル ー ル を 確 認 し て お く 。  

 出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  

 
 
３  県、国との連携協力体制の確立  

災 害 廃 棄 物 処 理 に 当 た っ て は 、 本 町 が 主 体 と な り 自 区 内 処 理 を 行 う こ と が 基
本 と な る が 、 被 災 状 況 や 災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 に よ り 自 区 内 で の 処 理 が 困 難 な 場
合 が 想 定 さ れ る 。 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 に お い て 、 被 災 市 町 村 で の 処 理 が
困 難 な 場 合 は 、 近 隣 市 町 村 や 民 間 の 既 存 施 設 を 活 用 し て 地 域 間 の 連 携 に よ り 県
内 処 理 を 目 指 す と さ れ て お り 、 そ の 際 は 県 が 主 催 す る 「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協
議 会 」 に お い て 県 が 主 体 と な っ て 受 入 調 整 が 行 わ れ る こ と に な る 。 そ の た め 、
自 区 内 で の 処 理 が 困 難 な 場 合 を 想 定 し 、 鳥 取 県 と の 支 援 体 制 の 構 築 を 図 る 。  

災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議 会  
【 構 成 】  

 県 災 害 廃 棄 物 対 策 チ ー ム （ 事 務 局 ）  

 市 町 村 ・ 事 務 組 合 等 廃 棄 物 担 当 課  

 災 害 廃 棄 物 処 理 協 定 締 結 団 体  

【 役 割 】  

 処 理 体 制 の 構 築 、 役 割 分 担 の 整 理 、 廃 棄 物 の 受 入 調 整  

 
な お 、 県 内 の 地 域 区 分 は 、 平 時 の ご み 処 理 体 制 に 基 づ き 、 次 の 表 に 示 す 。  

表 24 県 内 の 地 域 区 分  

地 域 区 分  構 成 市 町 村  

東 部  鳥 取 市 、 岩 美 町 、 若 桜 町 、 智 頭 町 、 八 頭 町  

中 部  倉 吉 市 、 三 朝 町 、 湯 梨 浜 町 、 琴 浦 町 、 北 栄 町  

西 部  米 子 市 、 境 港 市 、 日 吉 津 村 、 大 山 町 、 南 部 町 、 伯 耆 町 、 日 南 町 、 

日 野 町 、 江 府 町  
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国・他の都道府県

環境省
他の都道府県
廃棄物担当課等

支援
要請

支援
要請

総括責任者
総務担当
・事務受託に関する手続調整
・契約事務
計画担当
・発生量推計・実行計画策定
・処理体制の構築、調整
・外部（国、他団体）との調整
処理担当
・二次仮置場の確保
・解体撤去の総合調整
・仮設処理施設の整備

災害廃棄物対策チーム

情報収集
支援調整

支
援
要
請

対
応
指
示

災害廃棄物処理対策協議会

【構成】※次の責任者
県災害廃棄物対策チーム（事務局）
市町村・事務組合等廃棄物担当課
災害廃棄物処理協定締結団体
【役割】
・処理体制の構築、役割分担の整理、
廃棄物の受入調整

処理に関する
総合調整のため
適宜開催

※中国四国地方環境事務所と随時情報共有し
場合によって協議会への参画を求める

鳥取県
災害対策本部

大山町
災害対策本部

民生班

情報収集
支援調整

（ １ ） 最 大 想 定 時 の 県 内 の 組 織 体 制  
  最 大 想 定 時 の 災 害 廃 棄 物 の 量 は 、 全 半 壊 家 屋 の 解 体 撤 去 に 伴 っ て 発 生 す る

が れ き 等 を 中 心 に 、 通 常 年 間 に 町 が 処 理 す る 一 般 廃 棄 物 の 約 12 倍 に 相 当 す
る 膨 大 な 量 が 発 生 す る こ と が 見 込 ま れ る 。 さ ら に 、 災 害 が れ き 等 は 日 常 、 町
が 処 理 を 行 う こ と が な い 性 質 の 廃 棄 物 で あ り 、 ま た 広 範 囲 に わ た り 発 生 す る
こ と を 踏 ま え 、 迅 速 な 処 理 及 び 復 興 に 向 け 、 県 に 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 を 委
託 す る こ と を 想 定 し た 体 制 づ く り を 基 本 と す る 。  

  な お 、 町 が 県 に 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 を 委 託 す る に は 、 地 方 自 治 法 第 252
条 の 14 の 規 定 に 基 づ き 、 県 及 び 本 町 の そ れ ぞ れ の 議 会 の 議 決 を 得 て 規 約 を
定 め て 行 う 必 要 が あ る 。 事 務 委 託 に 関 す る 事 務 の 円 滑 化 の 観 点 か ら 、 県 災 害
廃 棄 物 処 理 計 画 の 巻 末 資 料 「 災 害 廃 棄 物 処 理 の 事 務 の 委 託 に 関 す る 規 約 」 案
を 参 考 に 、 処 理 体 制 の 整 備 を 図 る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 震 度 ７ 発 生 時 （ 最 大 想 定 時 ） の 県 内 の 組 織 体 制  

出 典 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ） に 加 筆  
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国・他の都道府県

環境省
他の都道府県
廃棄物担当課等

支援
要請

支援
要請

・災害廃棄物処理実行計画の策定
・処理体制構築に向けた各方面と
の調整

県循環型社会推進課

情報収集
支援調整

支
援
要
請

対
応
指
示

災害廃棄物処理対策協議会

【構成】※次の責任者
県災害廃棄物対策チーム（事務局）
市町村・事務組合等廃棄物担当課
災害廃棄物処理協定締結団体
【役割】
・処理体制の構築、役割分担の整理、
廃棄物の受入調整

処理に関する
総合調整のため
適宜開催

※中国四国地方環境事務所と随時情報共有し
場合によって協議会への参画を求める

鳥取県
災害対策本部

大山町
災害対策本部

民生班

情報収集
支援調整

（ ２ ） 最 大 想 定 以 外 の 災 害 時 の 県 内 の 組 織 体 制  
  「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議 会 」 は 最 大 想 定 以 外 の 災 害 時 に お い て も 県 （ 循

環 型 社 会 推 進 課 ） が 事 務 局 機 能 を 担 い 、 運 営 さ れ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 最 大 想 定 時 以 外 の 県 内 の 組 織 体 制  

出 典 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ） に 加 筆  
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（ ３ ） 専 門 家 等 の 協 力 支 援 体 制  
災 害 廃 棄 物 は 、 通 常 時 に 取 扱 う 一 般 廃 棄 物 と は 性 状 や 量 も 異 な る た め 、 通 常

の 一 般 廃 棄 物 処 理 体 制 で は 対 応 が 困 難 と な る 。  
こ の た め 、 専 門 的 な 技 術 ・ 知 見 を 有 す る 者 等 も 含 む 支 援 体 制 の 確 保 に 当 た っ

て は 国 が 構 築 し た 人 的 な 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る D-Waste-Net(災 害 廃 棄 物 処
理 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク )、 災 害 廃 棄 物 処 理 を 経 験 し た 地 方 公 共 団 体 職 員 が 被 災 地
を 支 援 す る 災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 制 度 （ 人 材 バ ン ク 制 度 ） 等 を 鳥 取 県 を 通 じ て 要
請 し 、 活 用 す る 。  

 

 

図 7 D.Waste-Net の 災 害 時 の 支 援 の 仕 組  

出 典 ： 環 境 省  災 害 廃 棄 物 対 策 情 報 サ イ ト  D . W a s t e - N e t  

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
     

 
図 8 人 材 バ ン ク 制 度 の 仕 組 み （ 1）  

出 典 ： 環 境 省  災 害 廃 棄 物 対 策 情 報 サ イ ト  災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 制 度 （ 人 材 バ ン ク ）  
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図 9 人 材 バ ン ク 制 度 の 仕 組 み （ 2）  
 

出 典 ： 環 境 省  災 害 廃 棄 物 対 策 情 報 サ イ ト  災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 制 度 （ 人 材 バ ン ク ）  
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（ ４ ） 県 外 の 広 域 支 援 体 制  
県 内 の 既 存 施 設 で 処 理 で き な い 場 合 は 、 県 外 で 広 域 処 理 を 実 施 す る 。  
災 害 廃 棄 物 対 策 中 国 ブ ロ ッ ク 協 議 会 で は 、 行 動 計 画 に お い て 広 域 連 携 体 制

や 体 制 確 立 の 基 本 的 な 流 れ に つ い て 定 め て い る 。  
ブ ロ ッ ク 内 で の 処 理 に つ い て は 、 町 の 要 請 に 基 づ き 、 県 が 中 国 ブ ロ ッ ク の

広 域 支 援 本 部 と 連 携 を 図 り な が ら 調 整 を 行 う 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 10 中 国 ブ ロ ッ ク 内 に お け る 災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 体 制  

出 典 ： 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画  
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４  他の地方公共団体との連携 協力体制の確立  

大 規 模 災 害 発 生 時 に は 、 基 本 的 に 県 が 「 災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 協 議 会 」 に お い
て 他 の 市 町 村 や 民 間 事 業 者 等 と の 調 整 を 行 う こ と と な る が 、 本 町 で 平 時 に 発 生
す る 一 般 廃 棄 物 の う ち 、 不 燃 ご み や し 尿 等 に つ い て は 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理
組 合 で 処 理 し て い る こ と 、 ま た 、 本 町 の 焼 却 施 設 で あ る 名 和 ク リ ー ン セ ン タ ー
で 焼 却 し き れ な い 可 燃 ご み は 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー で 焼 却 し て い る こ と か ら 、
平 時 よ り 災 害 廃 棄 物 処 理 に つ い て 米 子 市 及 び 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 と 受
け 入 れ に つ い て の 調 整 を す る 。  
（ １ ） 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合  

平 時 に 本 町 が 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 リ サ イ ク ル プ ラ ザ で 処 理 を 行 っ
て い る 一 般 廃 棄 物 の 区 分 は 、 次 の と お り で あ る 。  

表 25 平 時 に リ サ イ ク ル プ ラ ザ で 処 理 を 行 っ て い る 一 般 廃 棄 物  
種 別  分 別 区 分  

不 燃 ・ 不 燃 粗 大 ご み  不 燃 ご み  

不 燃 粗 大 ご み  

資 源 物  

（ 再 生 資 源 ご み ）  

缶 ・ び ん 類  

ペ ッ ト ボ ト ル  

牛 乳 パ ッ ク  

再 利 用 び ん  

古 紙 類  

紙 製 容 器 包 装  

  ま た 、 町 内 で 発 生 す る し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 は 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合
米 子 浄 化 場 で 処 理 し て い る 。  

 
（ ２ ） 米 子 市  

平 時 に 本 町 で 焼 却 し き れ な い 可 燃 ご み を 米 子 市 ク リ ー ン セ ン タ ー に 持 ち 込
ん で い る た め 、 災 害 発 生 時 に は 、 可 燃 ご み の う ち 優 先 処 理 す る 種 類 や 持 込 可
能 量 等 に つ い て 米 子 市 と 協 議 を 行 う 必 要 が あ る 。  

表 26 大 山 町 に お け る 令 和 ２ 年 度 の 可 燃 ご み 発 生 量  
R2 年度処理量（ｔ） 割合（％）※１ 

3,074 100 

内訳 名和クリーン
センター 

1,834 
60 

米子市へ処理
委託 

1,240 
40 

 

 
５  民間事業者との連携  

平 時 か ら 災 害 時 の 協 定 締 結 団 体 等 の 支 援 内 容 を 確 認 し 、 今 後 、 具 体 的 な 支 援
要 請 手 続 等 を 定 め 、 関 係 者 間 で の 共 有 に 努 め る 。 仮 置 場 を は じ め 必 要 資 機 材 及
び オ ペ レ ー タ ー の 確 保 を 図 る た め 、 大 山 町 建 設 業 協 議 会 、 レ ン タ ル 事 業 団 体 等
と 災 害 支 援 協 定 を 締 結 す る 。 ま た 、 町 内 廃 棄 物 収 集 委 託 業 者 と あ ら か じ め 災 害
時 の 収 集 運 搬 車 両 や 収 集 ル ー ト 等 対 応 を 検 討 し て お く 。  
 ま た 、 災 害 廃 棄 物 等 に 関 す る 相 談 窓 口 を 設 置 す る 場 合 も あ る た め 、 派 遣 会 社
等 と も 協 定 を 結 ん で お く 。  

本 町 及 び 米 子 市 の 処 理 能 力 を 超 え る 災 害 （ 震 度 ５ 強 ～ ６ 弱 相 当 以 上 の 災 害 ）
が 発 生 し た 場 合 に 円 滑 に 関 係 業 界 の 支 援 を 得 る た め に は 団 体 と の 調 整 が 必 要 に
な る が 、 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 に お い て 、 県 主 導 で 設 置 さ れ る 「 災 害 廃 棄 物 処
理 対 策 協 議 会 」 に お い て 県 が そ の 調 整 を 行 う こ と と さ れ て い る こ と か ら 、 県 に
対 し て 支 援 要 請 の 確 認 を し て お く 。  
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表 27 災 害 廃 棄 物 処 理 に 関 す る 協 定 一 覧  

協 定 書 名  相 手 方  鳥 取 県  本 町  

大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄
物 の 処 理 等 の 協 力 に 関 す る 協 定  

(一 社 )鳥 取 県 産 業 資
源 循 環 協 会  
旧 (一 社 )鳥 取 県 産 業
廃 棄 物 協 会 ）  

H18.10.27  H27. 7 .8  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 災
害 生 活 ご み の 収 集 運 搬 の 協 力 に
関 す る 協 定  

鳥 取 県 清 掃 事 業 (協 )  
 

H18.10.27   

大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄
物 の 処 理 等 の 協 力 に 関 す る 協 定  

鳥 取 県 清 掃 事 業 (協 )   H27. 7 .8  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 災
害 し 尿 等 の 収 集 運 搬 の 協 力 に 関
す る 協 定  

鳥 取 県 環 境 整 備 事 業
(協 )  

H18.10.27   

大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 し 尿
等 の 収 集 運 搬 の 協 力 に 関 す る 協
定  

鳥 取 県 環 境 整 備 事 業
(協 )  

 H29.7.21  

地 震 等 大 規 模 災 害 時 に お け る 被
災 建 物 の 解 体 撤 去 等 の 協 力 に 関
す る 協 定  

鳥 取 県 解 体 工 事 業
(協 )  

H18.10.27   

大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄
物 の 処 理 等 の 協 力 に 関 す る 協 定  

鳥 取 県 リ サ イ ク ル
(協 )  

H28.3.11   

緊 急 事 態 発 生 時 に お け る 災 害 廃
棄 物 処 理 に 関 す る 協 定  

三 光 株 式 会 社   R2.6.26  

大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄
物 の 処 理 等 の 協 力 に 関 す る 協 定  

山 陰 資 源 適 正 化 処 理
協 議 会  

R3.4.14   

 

 
６  ボランティアとの連携  

災 害 時 に お い て は 、 被 災 家 屋 の 片 づ け や 宅 地 内 に 侵 入 し た 汚 泥 、 土 砂 混 じ り
が れ き 等 の 撤 去 等 に ボ ラ ン テ ィ ア が 関 わ る こ と が 想 定 さ れ る た め 、 ボ ラ ン テ ィ
ア へ の 周 知 事 項 （ 排 出 方 法 や 分 別 ル ー ル 等 ） を 記 載 し た チ ラ シ を 作 成 す る な
ど 、 大 山 町 社 会 福 祉 協 議 会 と 連 携 し て 取 り 組 む 。  
 
 

７  受援体制  

災 害 の 規 模 、 建 物 や 施 設 の 被 災 状 況 、 組 織 体 制 の 人 員 不 足 等 に よ っ て は 国 、  
県 を 始 め 、 関 係 機 関 、 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 、 派 遣 会 社 等 か ら 支 援 を 必 要 と す
る 場 合 も あ る こ と か ら 、 支 援 者 に 対 す る 明 確 な 依 頼 、 指 示 を 行 う 必 要 が あ り 、
そ の 内 容 や 配 慮 事 項 に つ い て 整 理 し て お く 。  
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表 28 災 害 廃 棄 物 処 理 に 関 す る 支 援 内 容 と 受 援 準 備  

支 援 者  支 援 内 容  受 援 準 備  

自 治 体 職 員  

・ 仮 置 場 の 管 理 運 営  
（ 受 付 、 分 別 指 示
等 ）  

・ 分 別 品 目 や 分 別 配 置 を 示 す チ ラ
シ 等  

・ 禁 止 事 項 の 確 認  
・ 廃 棄 物 の 収 集 運 搬  
（ 生 活 ご み 、 災 害 ご

み ）  

・ 収 集 の 分 担 範 囲 決 定 、 ル ー ト 図  
・ 駐 車 場 、 給 油 所 、 洗 車 場  

・ 事 務 処 理 業 務  ・ 依 頼 業 務 の 内 容 を 明 確 に す る 。  

収 集 運 搬 業 者  
・ 廃 棄 物 の 収 集 運 搬  
（ 生 活 ご み 、 災 害 ご

み ）  

・ 収 集 の 分 担 範 囲 決 定 、 ル ー ト 図  
・ 駐 車 場 、 給 油 所 、 洗 車 場  

専 門 家
（ D.Waste-
Net 等 ）  

・ 廃 棄 物 発 生 場 所 や
仮 置 場 の 調 査  ・ 廃 棄 物 発 生 場 所 や 仮 置 場 の 地 図  

・ 仮 置 場 の レ イ ア ウ ト  
・ 仮 置 場 の 管 理 体 制  
 

・ 仮 置 場 の 管 理 運 営
に 関 す る 助 言  

・ 廃 棄 物 発 生 量 推 計
に 関 す る 助 言  

ボ ラ ン テ ィ ア  

・ 被 災 家 屋 等 か ら の
ご み や 土 砂 の 撤 去  

・ 排 出 時 の 分 別 ル ー ル を 示 す チ ラ
シ 等  

・ 仮 置 場 で の 荷 下 ろ
し 、 分 別 の 補 助  

・ 分 別 品 目 や 分 別 配 置 を 示 す チ ラ
シ 等  

出 典 ： 令 和 2 年 度 大 規 模 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 策 定 モ デ ル （ 中 国 地 方 ）

業 務 報 告 書  

 
 

８  職員の教育訓練  

災 害 後 の 初 動 対 応 を 迅 速 か つ 確 実 に 実 施 で き る よ う 、 関 係 部 署 と の 連 携 体
制 の 確 認 を 行 う と と も に 、 町 総 合 防 災 訓 練 等 に お い て 、 災 害 廃 棄 物 対 策 の 訓
練 を 行 う 。 ま た 、 県 、 市 町 村 ・ 関 係 団 体 等 が 参 加 す る 研 修 会 等 に 積 極 的 に 参
加 し 、 災 害 廃 棄 物 の 基 礎 知 識 や 必 要 な 対 応 行 動 を 習 得 す る 。  

 
 

９  し尿処理体制  

災 害 時 の 初 期 段 階 に は 、 断 水 等 に よ り 下 水 道 は 使 用 不 能 に な る こ と や 避 難
所 に 多 く の 避 難 者 が 集 ま り 使 用 可 能 な ト イ レ 数 が 不 足 す る こ と が 想 定 さ れ る
た め 、 最 大 想 定 の 地 震 発 生 時 に 開 設 さ れ る 避 難 所 に お い て 発 生 す る し 尿 の 量
及 び 仮 設 ト イ レ の 必 要 設 置 数 お よ び 備 蓄 状 況 は 、 次 の と お り で あ る 。 な お 、
仮 設 ト イ レ の 設 置 及 び 維 持 管 理 は 大 山 町 地 域 防 災 計 画 に 基 づ き 、 住 民 対 策 部
民 生 班 で 行 う 。  
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表 29 し 尿 発 生 量 及 び 仮 設 ト イ レ 必 要 設 置 基 数  

断 層 の 名 称  し 尿 発 生 量 (ℓ/日 ) 仮 設 ト イ レ 必 要 設 置 数 (基 ) 

鳥 取 県 西 部  39  ＜ 1  

F55 断 層  1,675  13  

  デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  

仮 設 ト イ レ の 備 蓄 状 況 （ 令 和 3 年 3 月 31 日 現 在 ）  

種 類 （ 処 理 方 法 ）  備 蓄 状 況  

仮 設 ト イ レ  県 備 蓄  4 7 基  

   
簡 易 ト イ レ の 備 蓄 状 況 （ 令 和 3 年 4 月 1 日 現 在 ）  

種 類 （ 処 理 方 法 ）  備 蓄 状 況  

簡 易 ト イ レ  

折 畳 式 簡 易 ト イ レ  
（ パ ッ ク 式 セ ッ ト ）  

県 連 携 備 蓄  
ト イ レ 本 体  5 6 8 セ ッ ト  
（ う ち 町 保 管 分 1 6 セ ッ ト ）  
収 集 袋 及 び 凝 固 剤  

142,000 袋 （ う ち 町 保 管 分
1,600 袋 ）  

非 常 用 簡 易 ト イ レ（ 便 を 用 便
箱 へ 収 納（ 凝 固 さ せ な い ））タ
イ プ  

町 独 自 備 蓄  1 台  
ト イ レ 用 便 座  1 0 セ ッ ト  
排 便 収 納 袋  6 セ ッ ト  

 
 
１０  避難所ごみ処理体制  

災 害 発 生 時 に は 、 町 災 害 対 策 本 部 住 民 対 策 部 民 生 班 に お い て 、 避 難 所 の 開 設
状 況 及 び 各 避 難 所 の 避 難 者 数 を 把 握 し た 上 で 発 生 す る ご み の 量 を 推 計 し 、 あ ら
か じ め 処 理 体 制 を 構 築 す る 。  

な お 、 最 大 想 定 の 地 震 発 生 時 に 開 設 さ れ る 避 難 所 へ の 避 難 者 数 及 び 発 生 す る
１ 日 あ た り の ご み の 量 は 次 の と お り で あ る 。  

表 30 避 難 者 数 及 び ご み 発 生 量  

断 層 の 名 称  避 難 者 数 （ 人 ）  避 難 所 ご み 発 生 量 （ t/日 ）  

鳥 取 県 西 部  23  ＜ 1  

F55 断 層  985  1  

デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
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１１  仮置場の選定・確保  

 大 規 模 な 自 然 災 害 が 発 生 し た 時 、 様 々 な 廃 棄 物 が 一 度 に 大 量 発 生 す る 。 家 屋
近 隣 に 膨 大 な 量 の 廃 棄 物 が 置 か れ は じ め 、 悪 臭 、 害 虫 、 粉 塵 の 発 生 等 、 生 活 環
境 の 衛 生 面 が 悪 化 す る 事 態 を 招 く 。 こ の よ う な 事 態 を 避 け 、 生 活 環 境 の 確 保 ・
早 期 復 旧 を 行 う た め に も 、 災 害 廃 棄 物 を 一 時 的 に 集 積 し 、 分 別 ・ 保 管 等 を 行 う
仮 置 場 が 必 要 で あ る 。 本 町 に お い て 、 災 害 廃 棄 物 の 大 量 発 生 が 見 込 ま れ る 場 合
に は 、 速 や か に 仮 置 場 を 設 置 し 、 生 活 環 境 の 確 保 ・ 早 期 復 旧 を 図 っ て い く こ と
と す る 。 ま た 、 災 害 廃 棄 物 だ け で な く 、 道 路 啓 開 や 倒 壊 建 築 物 の 撤 去 等 で 生 じ
た 土 砂 や が れ き 類 の 一 時 保 管 場 所 と し て 、 仮 置 場 の 設 置 が 必 要 と な る 。 そ の た
め 、 平 時 か ら 、 仮 置 場 候 補 地 の 選 定 を 行 い 、 土 地 管 理 者 に 相 談 、 協 議 を 行 い 、
仮 置 場 候 補 地 リ ス ト を 作 成 し て お く 。 作 成 後 は 、 定 期 的 に 情 報 収 集 を 行 い 、 必
要 に 応 じ て 、 仮 置 場 候 補 地 の 選 定 替 え を す る 。  
 
（ １ ） 仮 置 場 の 呼 称 と 定 義  

鳥 取 県 及 び 本 町 で 定 義 す る 仮 置 場 の 呼 称 と 定 義 は 、 次 の と お り で あ る 。  
 

表 31 仮 置 場 の 呼 称 と 定 義  

呼 称  定 義  

住 民 用 仮 置 場  
被 災 し た 住 民 が 片 付 け ご み 等 を 自 己 搬 入 す る 仮 置 場 。 発 災 後
速 や か に 、 被 災 地 に 近 い 公 有 地 等 に 設 置 し 、 数 か 月 間 に 限 定
し て 受 け 入 れ る 。  

一 次 仮 置 場  
被 災 し た 建 物 や 津 波 堆 積 物 等 の 災 害 廃 棄 物 を 搬 入 し 、 粗 選 別
や 、 二 次 仮 置 場 で の 処 理 を 行 う ま で の 間 の 保 管 等 を 行 う 。  

二 次 仮 置 場  
一 次 仮 置 場 で 処 理 し た 災 害 廃 棄 物 を 搬 入 し 、 焼 却 施 設 や 最 終
処 分 場 等 の 受 入 先 に 搬 入 す る た め の 破 砕 ・ 選 別 や 保 管 等 を 行
う 。  

出 典 ： 県 災 害 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月 ）  

 
災 害 の 規 模 や 確 保 可 能 な 面 積 等 に 応 じ て 、 一 次 仮 置 場 の み の 場 合 や 、 住 民

用 仮 置 場 と 一 次 仮 置 場 、 一 次 仮 置 場 と 二 次 仮 置 場 を 一 体 に 運 用 す る な ど 臨 機
応 変 に 対 応 す る 。  

な お 、 仮 置 場 は 処 理 主 体 で あ る 町 が 設 置 す る こ と が 基 本 で あ る が 、 県 へ の
事 務 委 託 が 行 わ れ る 場 合 は 、 県 に お い て 二 次 仮 置 場 を 設 置 ・ 運 営 さ れ る 場 合
が あ る 。  

（ ２ ） 一 次 仮 置 場 の 必 要 面 積 地 震 災 害  
想 定 す る 地 震 災 害 に よ る 一 次 仮 置 場 の 必 要 面 積 は 、 次 の と お り で あ る 。  

 
表 32 一 次 仮 置 場 の 必 要 面 積  

 断 層 の 名 称  

一 次 仮 置 場 の 必 要 面 積 （ 単 位 ： ha）  

最 大 想 定  
１ ラ ン ク 下 の  

場 合  
２ ラ ン ク 下 の  

場 合  

鳥 取 県 西 部 地 震 断 層  0.20 ＜0.20 ＜0.20 

F55 断 層  1.22 0.20 0.20 

デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
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 （ ３ ） 仮 置 場 の 選 定   

仮 置 場 選 定 の ポ イ ン ト は 、 次 の と お り で あ る 。  
 

表 33 仮 置 場 選 定 の ポ イ ン ト  

呼 称  選 定 の ポ イ ン ト  

住 民 用 仮 置 場  

・ 被 災 者 が 避 難 所 生 活 中 の 場 合 に お い て も 、 被 災 家 屋 の 片 付
け を 行 う こ と が 考 え ら れ る こ と か ら 、 速 や か に 設 定 す る 必
要 が あ る 。  

・ 被 災 地 内 の 住 区 基 幹 公 園 や 空 地 等 、 で き る 限 り 被 災 者 の 生
活 場 所 に 近 い 所 に 設 定 す る 。  

・ 一 時 仮 置 場 や 処 理 施 設 へ の 運 搬 を 考 慮 し て 、 パ ッ カ ー 車 や
ダ ン プ ト ラ ッ ク 等 の 出 入 口 の 設 定 を 行 う 必 要 が あ る 。  

・ 住 民 や ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 持 ち 込 み が な さ れ る こ と か ら 、
住 民 用 仮 置 場 の 場 所 や 分 別 方 法 に つ い て は 、 災 害 初 動 時 に
周 知 す る 必 要 が あ る 。  

・ 津 波 ・ 水 害 倒 壊 ご み 、 家 屋 ご み 等 が 発 生 し て い る 地 域 に つ
い て は 、原 則 と し て 一 次 仮 置 場 へ 集 積 す る こ と が 望 ま し い 。
し か し 、一 次 仮 置 場 で の 分 別 や 被 災 地 の 対 応 状 況 に 応 じ て 、
ア ク セ ス を 考 慮 し て 住 民 用 仮 置 場 を 整 備 す る こ と も 検 討 す
る 。  

・ 住 民 用 仮 置 場 で の 分 別 に つ い て は 、 初 期 の 災 害 廃 棄 物 の 撤
去 が 、 被 災 者 や ボ ラ ン テ ィ ア に よ る 作 業 に な る た め 、 分 別
や 排 出 方 法 を わ か り や す く 説 明 し た 「 災 害 廃 棄 物 早 見 表 」
を 配 布 ・ 共 有 し て お く と 良 い 。  

一 次 ・  
二 次 仮 置 場  

・ 二 次 災 害 の 恐 れ の な い 場 所 が 望 ま し い 。  
・ 災 害 廃 棄 物 の 推 計 発 生 量 、 解 体 撤 去 作 業 の 進 行 、 施 設 の 処

理 能 力 等 を 勘 案 し て 、 十 分 な 容 量 を 持 つ 場 所 と す る 。 こ れ
ま で の 大 規 模 災 害 の 事 例 で は 、 復 興 の 関 係 か ら １ 年 程 度 で
全 て の 対 象 廃 棄 物 を 集 め 、 ３ 年 程 度 で 全 て の 処 理 を 終 え る
こ と を 想 定 し て い る 。  

・ 災 害 廃 棄 物 の 発 生 状 況 と 効 率 的 な 搬 入 ル ー ト 、 ア ク セ ス 道
路 （ 搬 入 路 ） の 幅 員 、 処 理 施 設 等 へ の 効 率 的 な 搬 出 ル ー ト
を 想 定 、 考 慮 す る 。 処 理 施 設 や 処 分 場 へ 海 上 輸 送 す る 可 能
性 が あ る 場 合 は 、 積 出 基 地 （ 大 型 船 が つ け ら れ る 岸 壁 ） を
想 定 し 、 近 く に 選 定 し た 方 が 良 い 。  

・ 搬 入 時 の 交 通 、 中 間 処 理 作 業 に よ る 周 辺 住 民 、 環 境 へ の 影
響 が 少 な い 場 所 と す る 。  

・ 集 積 所 の 選 定 に お い て は 、 発 生 量 に 対 応 で き る ス ペ ー ス 以
外 に も 、 所 有 者 ・ 跡 地 利 用 、 関 連 重 機 や 車 両 の ア ク セ ス 性
や ワ ー カ ビ リ テ ィ 、 最 低 限 の 防 火 ・ 消 火 用 水 （ 確 保 で き な
い 場 合 は 散 水 機 械 ）、仮 設 処 理 施 設 の 電 力 確 保 の 可 能 性 等 を
考 慮 す る 。  

・ 選 定 に お い て は 、 公 有 地 の 遊 休 地 、 未 利 用 地 、 公 園 、 駐 車
場 、 埋 立 地 、 埋 立 跡 地 等 を 利 用 で き る の が 望 ま し い 。 都 市
計 画 法 第 ６ 条 に 基 づ く 調 査 で 整 備 さ れ た「 土 地 利 用 状 況 図 」
が 当 該 市 町 村 及 び 都 道 府 県 に 保 管 さ れ て い る の で 、 そ れ を
参 考 に 他 部 局 と の 利 用 調 整 を 図 っ た 上 で 選 定 作 業 を 行 う 。  

・ グ ラ ン ド や 海 水 浴 場 等 を 使 用 し た 場 合 は 、 後 日 ガ ラ ス 片 等
を 取 り 除 く 対 応 が 必 要 な 場 合 が あ る 。 ま た 、 特 に 市 有 地 の
場 合 、 二 次 汚 染 を 防 止 す る た め の 対 策 と 原 状 復 帰 の 時 の 汚
染 確 認 方 法 を 事 前 に 作 成 し て 、 地 権 者 や 住 民 に 提 案 す る こ
と が 望 ま し い 。  

  出 典 ： 災 害 廃 棄 物 分 別 ・ 処 理 実 務 マ ニ ュ ア ル （ 一 般 社 団 法 人 廃 棄 物 資 源 循 環 学 会 ）  
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（ ４ ） 仮 置 場 の 確 保  
  仮 置 場 は 、 町 有 地 を 確 保 す る の が 基 本 で あ る が 、 町 有 地 の み で 必 要 面 積 を

確 保 す る の が 困 難 な 場 合 は 、 次 の も の か ら 検 討 す る 。  
 

表 34 災 害 廃 棄 物 の 仮 置 場 候 補 地 の 対 象 と し て 考 え ら れ る も の  

所 有 者  土 地 ・ 空 地 等 の 種 類  

町  遊 休 地 ・ 造 成 地 、 広 場 ・ 公 園 、 運 動 公 園 等  

県  遊 休 地 ・ 造 成 地 、 広 場 ・ 公 園 、 運 動 公 園 等  

国  未 利 用 国 有 地 情 報 提 供 リ ス ト （ 財 務 局 か ら 提 供 さ れ て い る も の ） 

民 間  ゴ ル フ 場 、 大 規 模 駐 車 場 、 空 地 等  

 出 典 ： 大 規 模 災 害 発 生 時 に お け る 中 国 ブ ロ ッ ク 災 害 廃 棄 物 対 策 行 動 計 画  

（ 平 成 3 0 年 3 月  災 害 廃 棄 物 対 策 中 国 ブ ロ ッ ク 協 議 会 ）  
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（ ５ ） 候 補 地 の 優 先 順 位 付 け  

 ア  仮 置 場 候 補 地 の 優 先 順 位 付 け  
   大 規 模 災 害 が 発 生 し た 時 の 仮 置 場 の 選 定 基 準 は 次 の と お り と す る 。  
 

表 35 仮 置 場 候 補 地 選 定 項 目  

項 目  条 件  理 由  

所 有 者  

・公 有 地（ 市 町 村 有 地 ，県 有 地 ，国 有

地 ） が よ い 。  

・地 域 住 民 と の 関 係 性 が 良 好 で あ る 。 

・（ 民 有 地 の 場 合 ）地 権 者 の 数 が 少 な

い 。  

災 害 時 に は 迅 速 な 仮 置 場 の 確 保 が

必 要 で あ る た め 。  

面 積  
一 次 仮 置 場  ・ 広 い ほ ど よ い 。 （ 3 , 0 0 0㎡ は 必 要 ）  適 正 な 分 別 の た め  

二 次 仮 置 場  ・ 1 0 h a以 上 で あ る 。  仮 設 処 理 施 設 等 を 併 設 す る た め 。  

周 辺 の 土 地 利 用  

・ 住 宅 地 で な い 方 が 良 い 。  

・病 院 ，福 祉 施 設 ，学 校 等 が な い 方 が

良 い 。  

・ 企 業 活 動 や 漁 業 等 の 住 民 の 生 業 の

妨 げ に な ら な い 方 が 良 い 。  

粉 塵 ，騒 音 ，振 動 等 の 影 響 が あ る た

め 。  

土 地 利 用 の 規 制  
・ 法 律 等 に よ り 土 地 の 利 用 が 規 制 さ

れ て い な い 。  

粉 塵 ，騒 音 ，振 動 等 の 影 響 が あ る た

め 。  

前 面 道 路 幅  ･６ ｍ 以 上 が 良 い 。  大 型 ト ラ ッ ク が 通 行 す る た め 。  

輸 送 ル ー ト  

・ 高 速 道 路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ か ら

近 い 方 が 良 い 。  

・ 緊 急 輸 送 路 に 近 い 方 が よ い 。  

・鉄 道 貨 物 駅 ，港 湾 が 近 く に あ る 方 が

良 い 。  

災 害 廃 棄 物 を 搬 送 す る 際 に ， 一 般

道 の 近 隣 住 民 へ の 騒 音 や 粉 塵 等 の

影 響 を 軽 減 さ せ る た め 。  

広 域 搬 送 を 行 う 際 に ， 効 率 的 に 災

害 廃 棄 物 を 搬 送 す る た め 。  

土 地 の 形 状  
・ 起 伏 の な い 平 坦 地 が 望 ま し い 。  

・ 変 則 形 状 で あ る 土 地 を 避 け る 。  

廃 棄 物 の 崩 落 を 防 ぐ た め 。  

車 両 の 切 り 返 し ， レ イ ア ウ ト の 変

更 が 難 し い た め 。  

土 地 の 基 盤 整 備 の

状 況  

・ 地 盤 が 硬 い 方 が 良 い 。  地 盤 沈 下 が 起 こ り や す い た め 。  

・ ア ス フ ァ ル ト 敷 き の 方 が 良 い 。  
土 壌 汚 染 し に く い ， ガ ラ ス が 混 じ

り に く い た め 。  

・暗 渠 排 水 管 が 存 在 し な い 方 が 良 い 。 

災 害 廃 棄 物 の 重 量 に よ り ， 暗 渠 排

水 管 が 破 損 す る 可 能 性 が 高 い た

め 。  

設 備  

・消 火 用 の 水 を 確 保 で き る 方 が 良 い 。 

仮 置 場 で 火 災 が 発 生 す る 可 能 性 が

あ る た め 。  

水 が 確 保 で き れ ば ， 夏 場 は ミ ス ト

に し て 作 業 員 の 熱 中 症 対 策 に も 活

用 可 能 。  

・ 電 力 を 確 保 で き る 方 が 良 い 。  
破 砕 分 別 処 理 の 機 器 に 電 気 が 必 要

で あ る た め 。  

被 災 考 慮  

・ 各 種 災 害 （ 津 波 ， 洪 水 ， 土 石 流 等 ）

の 被 災 エ リ ア で な い 方 が 良 い 。  

迅 速 に 用 地 を 確 保 す る 必 要 が あ る

た め 。  

・ 河 川 敷 は 避 け る べ き で あ る 。  

･水 に つ か り や す い 場 所 は 避 け る 方

が 良 い 。  

梅 雨 に 増 水 の 影 響 を 受 け る た め 。  

災 害 廃 棄 物 に 触 れ た 水 が 河 川 等 へ

流 出 す る こ と を 防 止 す る た め 。  

地 域 防 災 計 画 で の

位 置 付 け 有 無  

・仮 設 住 宅 ，避 難 所 等 に 指 定 さ れ て い

な い 方 が 良 い 。  

当 該 機 能 と し て 利 用 さ れ て い る 時

期 は ， 仮 置 場 と し て 利 用 で き な い

た め 。  

・ 道 路 啓 開 の 優 先 順 位 を 考 慮 す る 。  
早 期 に 復 旧 さ れ る 運 搬 ル ー ト を 活

用 す る た め 。  

   出 典 ： 中 四 国 ブ ロ ッ ク 災 害 廃 棄 物 対 策 協 議 会 資 料 を 基 に 作 成  
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イ  候 補 地 選 定 の 考 え 方  

  前 述 の 選 定 基 準 を 踏 ま え 、 仮 置 場 候 補 地 を 選 定 す る 。 候 補 地 の 選 定 は 、 あ
ら か じ め 、 順 位 付 け を 行 っ て お く 。 順 位 付 け は 、 下 記 の 仮 置 場 選 定 チ ェ ッ ク
リ ス ト を 用 い て 行 う 。仮 置 場 の 候 補 地 選 定 に あ た っ て は 、「 ① 発 災 前 の 留 意 点 」
に 関 し て 、 チ ェ ッ ク を 行 い 、 チ ェ ッ ク 数 が 多 い 仮 置 場 か ら 優 先 順 位 を 付 け て
い く 。  

実 際 に 、 災 害 が 発 生 し た 際 に は 、「 ② 発 災 後 の 留 意 点 」 に つ い て 、 チ ェ ッ
ク を 行 い 、 仮 置 場 の 選 定 を 行 う 。  

 
表 36 仮 置 場 選 定 チ ェ ッ ク リ ス ト  

区 分  項 目  条 件  判 定  

①

発

災

前

の

留

意

点 

立 地 条 件  (1)  河 川 敷 で は な い 。   

前 面 道 路

幅  
(2)  前 面 道 路 幅 が ６ ｍ 以 上 あ る 。   

所 有 者  

(3)  公 有 地 （ 市 町 村 有 地 ， 県 有 地 ， 国 有 地 ） で あ る 。   

(4)  地 域 住 民 と の 関 係 性 が 良 好 な 土 地 で あ る 。   

(5)  （ 民 有 地 の 場 合 ）地 権 者 の 数 が 少 な い 土 地 で あ る 。  

面 積  (6)  面 積 が 十 分 に あ る 。 （ 二 次 仮 置 場 は 1 0 h a以 上 ）   

周 辺 の 土

地 利 用  

(7)  周 辺 が 住 宅 地 で は な い 。   

(8)  周 辺 が 病 院 ， 福 祉 施 設 ， 学 校 等 で は な い 。   

(9)  企 業 活 動 や 漁 業 等 の 住 民 の 生 業 の 妨 げ に な ら な い

場 所 で あ る 。  
 

土 地 利 用

の 規 制  
(10)法 律 等 に よ り 土 地 の 利 用 が 規 制 さ れ て い な い 。   

輸 送 ル ー

ト  

(1 1)高 速 道 路 の イ ン タ ー チ ェ ン ジ か ら 近 い 。   

(1 2)緊 急 輸 送 路 に 近 い 。   

(1 3)鉄 道 貨 物 駅 ， 港 湾 が 近 く に あ る 。   

土 地 の 形

状  

(1 4)起 伏 の な い 平 坦 地 で あ る 。   

(1 5)変 則 形 状 の 土 地 で は な い 。   

土 地 の 基

盤 整 備 の

状 況  

(1 6)地 盤 が 硬 い 。   

(1 7)ア ス フ ァ ル ト 敷 き で あ る 。   

(1 8)暗 渠 排 水 管 が 存 在 し て い な い 。   

設 備  
(1 9)消 火 用 の 水 を 確 保 で き る 場 所 で あ る 。   

(2 0)電 力 を 確 保 で き る 場 所 で あ る 。   

被 災 考 慮  
(2 1)各 種 災 害 （ 津 波 ， 洪 水 ， 土 石 流 等 ） の 被 災 エ リ ア

で は な い 。  
 

地 域 防 災

計 画 で の

位 置 付 け  

(2 2)地 域 防 災 計 画 で 応 急 仮 設 住 宅 ，避 難 所 等 に 指 定 さ

れ て い な い 。  
 

(2 3)道 路 啓 開 の 順 位 が 高 い 。   

②

発

災

後

の

留

意

点 

仮 置 場 の  

配 置  

(2 4)仮 置 場 の 偏 在 を 避 け ， 仮 置 場 を 分 散 し て 配 置 す

る 。  
 

被 災 地 と

の 距 離  
(2 5)被 災 地 の 近 く に あ る 。   

 出 典 ： 中 四 国 ブ ロ ッ ク 災 害 廃 棄 物 対 策 協 議 会 資 料 を 基 に 作 成  
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（ ６ ） 候 補 地 の リ ス ト 作 成  
次 の よ う に 順 位 付 け の 作 業 を 行 い 、 合 計 チ ェ ッ ク 数 を 点 数 化 し 、 点 数 の 高

い 候 補 地 か ら 順 位 を 付 け 。 候 補 地 リ ス ト を 作 成 す る 。  
リ ス ト 作 成 当 初 は 、 土 地 所 有 者 等 と の 協 議 、 調 整 は で き て い な い が 、 内 部

資 料 と し て 取 り ま と め 、 優 先 順 位 の 高 い と こ ろ か ら 、 順 次 土 地 所 有 者 等 と 協
議 ・ 調 整 を 進 め て い く 。  

表 37 一 次 ・ 二 次 仮 置 場 選 定 順 位 付 け 方 法  

候 補 地 名 /

所 在 地  

① 発 災 前 の 留 意 点  

点

数

（

○

の

数

） 

発

災

前

の

優

先

順

位 

② 発 災

後 の 留

意 点  

点

数

（

○

の

数

） 

発

災

後

の

優

先

順

位 

立

地

条

件 

前

面

道

路

幅 

所

有

者 

面

積 

周

辺

の

土

地

利

用 

土

地

利

用

の

規

制 

輸

送

ル

ー

ト 

土

地

の

形

状 

土

地

の

基

盤

整

備

の

状

況 

設

備 

被

災

考

慮 

地

域

防

災

計

画

で

の

位

置

付

け 

仮

置

場

の

配

置 

被

災

地

と

の

距

離 

A 公 園  

/ △ △ 町 ○

丁 目 -○  

 ○      ○       2 E －  －  2 4 

B 広 場  

/××町 ○ 丁

目 -○  

○  ○  ○   ○  ○   ○   ○    7 A ○  －  8 1 

C 総 合 運 動

公 園  

/■ ■ 町 ○

丁 目 -○  

○  ○  ○      ○  ○     5 C ○  ○  7 2 

未 利 用 地 D  

/○ □ 町 ○

丁 目 -○  

   ○          1 E －  －  1 5 

E 公 園  

/△ □ 町 ○

丁 目 -○  

○  ○  ○  ○   ○  ○       6 B －  －  6 3 

 出 典 ： 大 規 模 災 害 発 生 時 に お け る 中 国 ブ ロ ッ ク 災 害 廃 棄 物 対 策 行 動 計 画  

（ 平 成 3 0 年 3 月  災 害 廃 棄 物 対 策 中 国 ブ ロ ッ ク 協 議 会 ）  
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（ ７ ） 条 件 を 満 た す こ と が で き な い 場 合 の 対 応  
  仮 置 場 候 補 地 を 選 定 す る 際 、 上 記 の 条 件 を す べ て 満 た す こ と は 難 し い と 考

え ら れ る 。 そ の 場 合 は 、 で き る だ け 条 件 を 満 た す こ と が 多 い 場 所 か ら 優 先 順
位 を つ け る 。 一 方 、 満 た し て い な い 条 件 に つ い て は 対 応 策 を 講 じ た り 、 制 限
事 項 と し て 留 意 し た り す る こ と で 利 用 で き る 。  

 

（ ８ ） 仮 置 場 開 設 に あ た り 必 要 な 資 機 材 等  
速 や か な 仮 置 場 開 設 に 向 け て 、あ ら か じ め 必 要 と 想 定 さ れ る も の を 抽 出 し 、

調 達 ・ 確 保 の 方 法 等 を 確 認 し て お く 。 ま た 、 仮 置 場 の 管 理 運 営 と た め 、 全 体
管 理 を は じ め と す る 人 員 の 確 保 に つ い て も 検 討 し て お く 。  

 
 

１２  住民等への広報、啓発  

 災 害 廃 棄 物 を 適 正 に 処 理 す る 上 で 、 住 民 や 事 業 者 の 理 解 は 欠 か せ な い も の
で あ り 、 平 時 の 分 別 意 識 が 災 害 時 に も 活 き て く る 。 そ の た め 、 次 の 事 項 に つ い
て 、 住 民 の 理 解 を 得 ら れ る よ う 平 時 か ら 啓 発 等 に 努 め る 。  

 
・ 災 害 時 に 発 生 す る 廃 棄 物  
 
・ 分 別 の 必 要 性 と 分 別 ル ー ル  
 
・ 排 出 ル ー ル と 集 積 場 所  
 
・ 危 険 物 の 取 扱  
 
・ 便 乗 ご み の 排 出 や 混 乱 に 乗 じ た 不 法 投 棄 及 び 野 焼 き 等 の 「 不 適 正 処 理 」  

の 禁 止  
 
 

１３  災害廃棄物処理計画の見直し  

本 町 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 が 有 効 に 活 用 さ れ る よ う 、 地 域 防 災 計 画 等 と 相 互
調 整 を 行 い 、 次 の よ う な 場 合 に 見 直 し を 行 う 。  
 

 ・ 法 令 や 環 境 省 の 関 連 指 針 、 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 、 大 山 町 地 域 防 災 計
画 、 大 山 町 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 等 の 上 位 計 画 な ど に 変 更 が あ り 、 見 直
し が 必 要 に な っ た と き 。  

 
 ・ 想 定 災 害 、 被 害 想 定 の 変 更 が あ っ た と き 。  
  
 ・ 実 際 の 災 害 対 応 や 訓 練 、 ワ ー ク シ ョ ッ プ を 踏 ま え た 検 証 の 結 果 、 改 善 す べ

き 点 が 認 め ら れ た と き 。  
 
 ・ 協 定 先 、 処 理 施 設 、 仮 置 場 候 補 地 等 町 内 の 状 況 変 化 及 び 町 の 組 織 体 制 の 変

更 が あ っ た と き 。  
 
 ・ そ の 他 、 特 に 見 直 し が 必 要 に な っ た と き 。  
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第２節  緊急時対応  

１  災害発生時の初動行動  

 災 害 発 生 時 の 大 き な 流 れ は 、 次 の と お り で あ る 。  

表 38 発 災 後 の 時 期 区 分 と 特 徴  

時 期 区 分  時 期 区 分 の 特 徴  時 間 の 目 安  

緊 急 対

応 時  

初 動 期  人 命 救 助 が 優 先 さ れ る 時 期 （ 体 制 整 備 、 被 害

状 況 の 確 認 、 必 要 資 機 材 の 確 保 等 を 行 う ）  

発 災 後 数 日

間  

応 急 対 応

（ 前 半 ）  

避 難 所 生 活 が 本 格 化 す る 時 期 （ 主 に 優 先 的 な

処 理 が 必 要 な 災 害 廃 棄 物 を 処 理 す る 期 間 ）  

～ 3 週 間 程 度  

応 急 対 応  

（ 後 半 ）  

人 や 物 の 流 れ が 回 復 す る 時 期 （ 災 害 廃 棄 物 の

本 格 的 な 処 理 に 向 け た 準 備 を 行 う 期 間 ）  

～ 3 ヵ 月 程 度  

復 旧 ・ 復 興 時  避 難 所 生 活 が 終 了 す る 時 期 （ 一 般 廃 棄 物 処 理

の 通 常 業 務 化 が 進 み 、 災 害 廃 棄 物 の 本 格 的 な

処 理 の 期 間 ）  

～ 3 年 程 度  

※ 時 間 の 目 安 は 災 害 規 模 や 内 容 に よ っ て 異 な る （ 東 日 本 大 震 災 ク ラ ス の 場 合 を 想 定 ）  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  

 
 本 計 画 に お い て 対 象 と す る 業 務 は 以 下 に 示 す と お り 、 一 般 的 な 廃 棄 物 処 理 業
務 で あ る 収 集 ・ 運 搬 、 再 資 源 化 、 中 間 処 理 、 最 終 処 分 に 加 え 、 災 害 時 特 有 の 業
務 と な る 「 災 害 廃 棄 物 の 仮 置 場 の 管 理 」、「 災 害 廃 棄 物 の 処 理 」、「 災 害 廃 棄 物 に
よ る 二 次 災 害 の 防 止 」 等 を 含 む も の と す る 。 ま た 、 個 人 等 の 損 壊 家 屋 等 の 撤 去
（ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） は 、 原 則 と し て 所 有 者 が 実 施 す る が 、 倒 壊 の お そ れ が あ
る な ど 二 次 災 害 の 起 因 と な る 場 合 は 、 所 有 者 と 協 議 ・ 調 整 の う え 撤 去 （ 必 要 に
応 じ て 解 体 ） を 実 施 す る 場 合 が あ る 。 災 害 発 生 後 、 ４ ８ 時 間 以 内 に 最 低 限 行 う
べ き こ と は 、 次 の と お り で あ る 。  

 
表 39 災 害 発 生 後 、 48 時 間 以 内 に 行 う 行 動  

発 災 直 後 の ９ つ の 行 動  内 容  

１  情 報 収 集 及 び 記 録 を 開   
 始  

・ 職 員 と 委 託 業 者 職 員 の 安 否 情 報 、 参 集 状 況 を 確 認  
・町 内 の 被 害 情 報 、廃 棄 物 処 理 施 設 の 被 害 情 報 を 収 集  
・ 写 真 撮 影 等 の 記 録 作 成  

２  災 害 時 の 廃 棄 物 処 理 に
係 る 民 間 事 業 者 等 と の 協
定 内 容 を 確 認  

・ 民 間 事 業 者 等 と の 連 絡 体 制 の 確 保  
・ 民 間 事 業 者 等 と の 協 定 内 容 の 確 認  

３  仮 設 ト イ レ の 設 置 の 必
要 に つ い て 判 断  

・災 害 時 に 上 下 水 道 が 寸 断 さ れ た 場 合 、避 難 所 に 仮 設
ト イ レ を 設 置  

・ 必 要 に 応 じ て レ ン タ ル 業 者 等 か ら 調 達  

４  し 尿 ・ 生 活 ご み ・ 避 難
所 ご み の 処 理 方 法 を 決 定  

・ し 尿 及 び 避 難 所 ご み の 発 生 量 を 推 計  
・ 収 集 運 搬 や 処 分 の 方 法 を 検 討 ・ 決 定  

５  仮 置 場 を 開 設  ・ 仮 置 場 の 早 急 な 開 設  
・ 仮 置 場 の 管 理 体 制 の 構 築  

６  災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 と
仮 置 場 の 必 要 面 積 を 推 計  

・仮 置 場 の 設 置 や 実 行 計 画 策 定 の た め 、災 害 廃 棄 物 の
発 生 量 を 建 物 の 被 害 棟 数 等 か ら 推 計  

７  災 害 廃 棄 物 の 収 集 運 方  
法 を 決 定  

・ 災 害 廃 棄 物 を 仮 置 場 に 運 搬 す る 方 法 を 検 討 ・ 決 定  

８  住 民 等 へ 周 知  ・災 害 廃 棄 物 の 分 別 や 収 集 、仮 置 場 の 利 用 方 法 等 に つ
い て 、 効 率 的 な 広 報 手 法 に よ り 周 知  

９  外 部 委 託 の 必 要 性 を 検  
 討  

・ 災 害 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 や 処 分 等 に 係 る 外 部 委 託 の
必 要 性 を 検 討  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 処 理 行 政 事 務 の 手 引 き （ 平 成 2 9 年 3 月  環 境 省 東 北 地 方 環 境 事 務 所 ）  
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２  担当組織と役割分担  

住 民 対 策 部 民 生 班（ 災 害 廃 棄 物 処 理 ）の 各 担 当 の 主 な 役 割 は 、概 ね 表 40 の と
お り と す る 。 関 係 機 関 調 整 は 総 務 担 当 が 行 う な ど 、 実 際 に は 各 担 当 間 で 連 携 し
対 応 す る 。 ま た 、 計 画 担 当 は 災 害 廃 棄 物 対 応 の 方 向 性 を 検 討 す る キ ー パ ー ソ ン
に な る の で 、 窓 口 対 応 等 か ら 除 外 す る な ど 業 務 時 間 確 保 に 特 に 配 慮 す る 。  
 な お 、 必 要 に 応 じ 、 契 約 担 当 職 員 及 び 土 木 系 職 員 を 確 保 し 、 契 約 等 事 務 及 び
解 体 撤 去 作 業 を 行 う 。  

表 40 災 害 廃 棄 物 対 策 に お け る 担 当 と 役 割  

担 当  主 な 役 割  

総 括 責 任 者  

職 員 の 安 全 確 保  

町 全 体 の 被 害 情 報 把 握  

災 害 廃 棄 物 対 策 組 織 の 設 置 、 運 営  

災 害 廃 棄 物 処 理 対 策 の 総 括 、進 行 管 理 、全 体 の 状 況 把 握  

人 員 確 保  

総 務 担 当  

関 係 機 関 と の 連 絡 体 制 確 保 、 調 整  

情 報 収 集 、 労 務 管 理  

住 民 等 窓 口 、広 報（ し 尿 、ご み 、災 害 廃 棄 物 、家 屋 撤 去 、

問 い 合 わ せ 、 ボ ラ ン テ ィ ア ）  

計 画 担 当  

廃 棄 物 施 設 関 係 の 被 害 状 況 調 査  

災 害 廃 棄 物 処 理 実 行 計 画 作 成  

仮 設 ト イ レ 計 画 作 成  

生 活 ご み 計 画 作 成  

仮 置 場 選 定  

資 機 材 調 達 、 仮 置 場 の 設 置  

処 理 担 当  

処 理 方 法 検 討  

委 託 業 者 等 へ の 作 業 指 示  

処 理 進 捗 管 理  

仮 置 場 の 運 営  

仮 置 場 で の 搬 入 分 別 指 導  

家 屋 撤 去 事 業 の 運 営  

経 理 担 当  

資 金 管 理  

契 約 事 務  

補 助 金 事 務  

住 民 窓 口 担 当  被 災 者 に 対 す る 災 害 廃 棄 物 に 係 る 啓 発 ・ 広 報  

解 体 撤 去 担 当  
が れ き 等 の 撤 去（ 道 路 蛍 啓 開 、損 壊 家 屋 の 撤 去（ 必 要 に

応 じ て 解 体 ） ）  



   

 

38 

 

３  情報収集・連絡  

（ １ ） 情 報 の 収 集  
  災 害 発 生 時 に は 、 人 命 救 助 を 最 優 先 し つ つ 被 害 状 況 の 把 握 を 行 い 、 次 の 情

報 を 収 集 す る 。 こ れ ら の 情 報 を も と に 、 通 常 の 一 般 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 、 処 分
体 制 が 維 持 で き る の か ど う か の 判 断 を 行 う 。 ま た 、 道 路 啓 開 状 況 等 を 把 握 し
た う え で 、 町 内 収 集 運 搬 委 託 業 者 等 関 係 機 関 と 、 う 回 路 等 収 集 運 搬 ル ー ト の
再 構 築 を 行 う 。（ 後 述 す る 収 集 運 搬 体 制  参 照 ）  

□ 職 員 の 安 否 情 報 、 参 集 （ 見 込 ） 状 況  
□ 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設（ ご み 焼 却 施 設 、し 尿 処 理 施 設 、最 終 処 分 場 等 ）の

被 害 状 況  
□ 収 集 運 搬 車 両 ・ 機 材 の 被 害 状 況  
□ 電 力 、 ガ ス 、 上 下 水 道 等 ラ イ フ ラ イ ン の 供 給 状 況  
□ 道 路 等 の 被 害 状 況  
□ 避 難 所 数 、 避 難 者 数 及 び 仮 設 ト イ レ の 設 置 状 況  
□ 全 半 壊 の 損 壊 家 屋 数  
□ 水 害 又 は 津 波 の 浸 水 範 囲  
□ 一 部 事 務 組 合 や 隣 接 す る 他 市 町 村 の 状 況  

参 考 ： 災 害 廃 棄 物 処 理 行 政 事 務 の 手 引 き （ 平 成 2 9 年 3 月  環 境 省 東 北 地 方 環 境 事 務 所 ）  
 
（ ２ ） 連 絡  

収 集 し た 被 害 情 報 等 は 、 町 災 害 対 策 本 部 総 務 対 策 部 情 報 班 に 報 告 す る と と
も に 、 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 被 害 状 況 報 告 書 に よ り 、 県 循 環 型 社 会 推 進 課 へ 連
絡 す る 。  

 
（ ３ ）  収 集 運 搬 体 制 の 確 保  
  平 時 に 設 定 し た 収 集 ル ー ト を（ 1）で 収 集 し た 情 報 を も と に 町 内 収 集 運 搬 委

託 業 者 と 収 集 ル ー ト の 再 構 築 を 行 う 。  
 
 

４  協力・支援体制の整備  

本 計 画 の 被 災 時 に お け る 外 部 と の 協 力 体 制 は 、 次 の と お り 広 域 的 な 相 互 協 力
を 視 野 に 入 れ た 体 制 と す る 。 単 独 で の 災 害 廃 棄 物 処 理 が 困 難 な 場 合 に は 、 平 時
の 協 力 支 援 体 制 で 定 め た 広 域 支 援 及 び 災 害 協 定 に 基 づ き 、 鳥 取 県 に 具 体 的 な 要
請 を 行 う 。 そ の 場 合 、 県 に 被 災 状 況 を 報 告 す る と と も に 、 県 か ら 情 報 収 集 、 指
導 、 助 言 を 受 け な が ら 、 災 害 廃 棄 物 処 理 を 進 め る 。  
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図 11 災 害 廃 棄 物 処 理 に 係 る 協 力 支 援 体 制  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 応 指 針 （ 環 境 省 ）  

 

 

５  生活ごみ処理  

家 庭 か ら 排 出 さ れ る 生 活 ご み の 平 時 の 収 集 運 搬 は 町 内 収 集 運 搬 委 託 業 者 に よ
り 行 わ れ て い る 。 発 災 後 は 生 活 ご み 等 に 加 え 、 大 量 の 災 害 廃 棄 物 が 発 生 し 、 そ
の 収 集 運 搬 が 遅 延 す る こ と は 、住 民 の 生 活 環 境 に 大 き く 影 響 を 及 ぼ す こ と か ら 、
災 害 発 生 時 に お い て も 着 実 な 収 集 運 搬 が 可 能 な 体 制 を 確 保 す る 。  

そ の た め 、 収 集 車 両 や ご み 処 理 施 設 の 被 災 ・ 受 入 状 況 、 災 害 廃 棄 物 の 発 生 状
況 等 に 応 じ て 収 集 体 制 を 再 構 築 す る こ と と し 、 次 の 目 標 時 期 ま で に 収 集 を 再 開
す る 。  

な お 、 収 集 車 両 、 機 材 が 不 足 す る 場 合 は 、 県 に 要 請 し 、 県 内 市 町 村 間 や 協 定
締 結 団 体 に よ る 支 援 を 受 け る 。  

 
表 41 生 活 ご み の 収 集 開 始 目 標 時 期  

区 分  

目 標 時 期  

直 後  
～ 72 時

間  
 ～ 2 週 間  ～ 1 月  

可 燃 ご み   収 集 再 開   

不 燃 ・ 不 燃 粗 大 ご み    収 集 再 開  

発 泡 ス チ ロ ー ル    収 集 再 開  

缶 ・ び ん    収 集 再 開  

ペ ッ ト ボ ト ル    収 集 再 開  

指 定 び ん    収 集 再 開  

古 紙 類    収 集 再 開  

電 池 、 蛍 光 管 等    収 集 再 開  

小 型 家 電    回 収 再 開  

ま た 、 排 出 方 法 は 通 常 時 と 同 様 と し 、 指 定 ご み 袋 ・ シ ー ル を 使 用 し て 通 常 の
ご み ス テ ー シ ョ ン に 排 出 す る こ と と す る 。 な お 、 通 常 可 燃 ご み や 不 燃 ・ 不 燃 粗
大 ご み に 分 類 さ れ る も の の う ち 、 災 害 で 壊 れ た 家 具 や 食 器 、 ガ ラ ス な ど の 片 付
け ご み は 通 常 の ご み 置 場 で は な く 、 仮 置 場 に 出 す こ と と す る 。 そ の 際 は 指 定 ご
み 袋 ・ シ ー ル は 不 要 と す る 。   

大 山 町  
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６  避難所ごみ処理  

災 害 発 生 時 に は 、 町 災 害 対 策 本 部 住 民 対 策 部 民 生 班 に お い て 、 避 難 所 の 開 設
状 況 及 び 各 避 難 所 の 避 難 者 数 を 把 握 し た 上 で 発 生 す る ご み の 量 を 推 計 し 、 保 管
場 所 を 確 保 し 、 処 理 体 制 を 構 築 す る 。 原 則 と し て 、 町 内 収 集 運 搬 委 託 業 者 に 委
託 す る が 、 収 集 車 両 、 機 材 が 不 足 す る 場 合 は 、 県 に 要 請 し 、 県 内 市 町 村 間 や 協
定 締 結 団 体 に よ る 支 援 を 受 け る 。  

な お 、 最 大 想 定 の 地 震 発 生 時 に 開 設 さ れ る 避 難 所 へ の 避 難 者 数 及 び 発 生 す る
１ 日 あ た り の ご み の 量 は 次 の と お り で あ る 。  

表 42 避 難 者 数 及 び ご み 発 生 量  

断 層 の 名 称  避 難 者 数 （ 人 ）  避 難 所 ご み 発 生 量 （ t/日 ）  

鳥 取 県 西 部     23  ＜ 1  

F55 断 層  985  1  

デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  

 
（ １ ） 避 難 所 ご み の 分 別 方 法  

避 難 所 ご み の 分 別 は 、 生 活 ご み と の 分 別 方 法 の 違 い に よ る 混 乱 を 避 け る 必
要 が あ る た め 、 通 常 の 生 活 ご み と 同 じ 分 類 で 分 別 す る こ と を 基 本 と す る 。  

な お 、 避 難 所 ご み の 管 理 方 法 や 集 積 場 所 等 に つ い て は 、 避 難 所 運 営 ・ 管 理
に あ た る 福 祉 保 健 対 策 部 厚 生 班 と 連 携 し 、 情 報 提 供 等 を 行 う も の と す る 。  

 
（ ２ ） 避 難 所 ご み の 収 集 ・ 処 理  
  避 難 所 ご み の 収 集 は 住 民 対 策 部 民 生 班 が 実 施 す る も の と し 、 次 の 目 標 時 期

ま で に 収 集 を 開 始 で き る よ う 体 制 を 構 築 す る も の と す る 。  
 

表 43 避 難 所 ご み の 収 集 開 始 目 標 時 期  

区 分  

目 標 時 期  

直 後  
～ 72 時

間  
 ～ 2 週 間  ～ 1 月  

可 燃 ご み   収 集 開 始   

不 燃 ・ 不 燃 粗 大 ご み    収 集 再 開  

発 泡 ス チ ロ ー ル    収 集 再 開  

缶 ・ び ん    収 集 再 開  

ペ ッ ト ボ ト ル    収 集 再 開  

指 定 び ん    収 集 再 開  

古 紙 類    収 集 再 開  

電 池    収 集 再 開  

 
（ ３ ） 避 難 所 ご み に お け る 留 意 事 項  
  避 難 所 に お い て は 、 弁 当 や 非 常 食 が 多 量 に 消 費 さ れ る こ と に な る た め 、 そ

の 容 器 等 の ご み が 多 く 発 生 す る ほ か 、 使 用 済 み 衣 類 や 使 用 済 み 便 袋 （ 簡 易 ト
イ レ 収 集 袋 ） 等 、 平 時 の 生 活 ご み と は 質 の 異 な る ご み が 多 く 発 生 す る た め 注
意 が 必 要 で あ る 。 避 難 所 ご み に お け る 留 意 事 項 は 次 の と お り で あ る 。  
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表 44 避 難 所 ご み に お け る 留 意 事 項  

種 類  発 生 源  留 意 事 項  分 別 区 分  

腐 敗 性 廃 棄 物  
（ 生 ご み ）  

残 飯 等  ハ エ 等 の 害 虫 の 発 生
が 懸 念 さ れ る 。袋 に 入
れ て 分 別 保 管 し 、早 急
に 処 理 を 行 う 。  

可 燃 ご み  

ダ ン ボ ー ル  食 料 の 梱 包  分 別 し て 保 管 す る 。新
聞 等 も 分 別 す る 。  

古 紙 類  

ビ ニ ー ル 袋 、  
プ ラ ス チ ッ ク
類  

食 料 、 水 等
の 容 器 包 装  

袋 に 入 れ て 分 別 保 管
す る 。  

可 燃 ご み  

使 用 済 み 便 袋  簡 易 ト イ レ  
携 帯 ト イ レ  

感 染 や 臭 気 の 面 で も
で き る 限 り 密 閉 す る
管 理 が 必 要 で あ る 。  

可 燃 ご み （ 他 の 可 燃 ご
み と は 別 に 保 管 ）  

感 染 性 廃 棄 物  
（ 注 射 針 、血 の
付 着 し た ガ ー
ゼ ）  

医 療 行 為  ・ 保 管 の た め の 専 用
容 器 の 安 全 な 設 置
及 び 管 理  

・ 収 集 方 法 に か か る
医 療 行 為 と の 調 整
（ 回 収 方 法 、処 理 方
法 等 ）  

注 射 針 ・ 注
射 器 ・ 点 滴
回 路  

医 療 機 関
回 収  

ガ ー ゼ ・ チ
ュ ー ブ ・ 軟
プ ラ  

可 燃 ご み  

  出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 1 - 1 2】（ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ） を 基 に 作 成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 12 避 難 所 ご み 等 生 活 ご み 処 理 フ ロ ー  
出 典 ： 愛 媛 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 （ 愛 媛 県 、 平 成 2 8  年 4  月 ）  

 
 
 

発災直後 応急対応（前半） 応急対応（後半）

災害応急対応
復旧・復興時

主
体

被
災
市
町
村

ごみ焼却施設等の災害状況の把握、

安全性の確認

稼働可能炉等の運転、災害廃棄物

緊急受入

補修体制の整備、必要資機材の確保

補修・再稼働の実施

避難所ごみ等生活ごみの保管場所の確保

収集運搬・処理体制の確保

処理施設の稼働状況に合わせた分別

区分の決定

収集運搬・処理の実施・残渣の最終処分

感染性廃棄物への対策
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７  し尿処理  

 大 規 模 な 災 害 時 に は 、 上 下 水 道 の 破 断 や 停 電 に よ り 、 通 常 の く み 取 り 世 帯 だ
け で な く 、 公 共 下 水 道 や 浄 化 槽 使 用 世 帯 に お い て も 仮 設 ト イ レ の 使 用 を 余 儀 な
く さ れ る ほ か 、避 難 所 そ の 他 拠 点 施 設 及 び 仮 設 住 宅 で も 仮 設 ト イ レ が 使 用 さ れ 、
し 尿 収 集 量 が 増 加 す る も の と 予 想 さ れ る こ と か ら 、 仮 設 ト イ レ が 大 量 に 必 要 に
な る 。  
 な お 、 避 難 所 等 で は 、 不 衛 生 に な り が ち な 仮 設 ト イ レ の 利 用 を 敬 遠 し 、 水 分
や 食 品 の 摂 取 を 控 え る 被 災 者 が お り 、 こ れ ら の 被 災 者 は 、 栄 養 状 態 の 悪 化 や 脱
水 症 状 、 静 脈 血 栓 塞 栓 症 （ エ コ ノ ミ ー ク ラ ス 症 候 群 ） 等 の 健 康 被 害 を 引 き 起 こ
す 恐 れ が あ る 。 こ れ ら を 防 止 す る た め 、 ト イ レ の 適 切 な 衛 生 管 理 と し 尿 の 適 時
の 処 理 に 配 慮 す る も の と す る 。  
 
（ １ ） 仮 設 ト イ レ の 設 置 ・ 処 理  

 ア  仮 設 ト イ レ の 設 置  
仮 設 ト イ レ の 設 置 に 当 た っ て は 、 町 災 害 対 策 本 部 民 生 班 と 上 下 水 道 対 策

部 上 下 水 道 班 で 、 上 下 水 道 の 被 害 状 況 、 避 難 所 の 開 設 状 況 及 び 各 避 難 所 の
避 難 者 数 等 を 把 握 し た 上 で 発 生 す る し 尿 の 量 を 推 計 し 、 必 要 設 置 基 数 を 算
出 し 、 県 に 備 蓄 仮 設 ト イ レ の 供 給 を 要 請 す る 。 ま た 、 供 給 を 受 け た 仮 設 ト
イ レ が 必 要 基 数 に 満 た な い 場 合 は 、 協 定 を 締 結 し て い る 事 業 者 等 か ら 仮 設
ト イ レ の 調 達 を 行 う 。 ま た 、 以 下 の 点 に 考 慮 し 、 設 置 す る 。  

 
表 45 仮 設 ト イ レ の 設 置 に 係 る 配 慮 事 項  

配 慮 す べ き 事 項  対   応  

安 全 性  

・ 暗 が り に な ら な い 場 所 に 設 置 す る  
・ 夜 間 照 明 を 個 室 内 及 び ト イ レ ま で の 経 路 に 設 置 す る  
・ 屋 外 ト イ レ の 上 屋 は 、 堅 牢 な も の と す る  
・ ト イ レ の 固 定 、 転 倒 防 止 を 徹 底 す る  
・ 個 室 は 施 錠 可 能 な も の と す る  
・ 手 す り を 設 置 す る  

衛 生  

・ ト イ レ 専 用 の 履 物 を 用 意 す る （ 屋 内 の み ）  
・ 手 洗 い 用 の 水 を 確 保 す る  
・ 手 洗 い 用 の ウ ェ ッ ト テ ィ ッ シ ュ を 用 意 す る  
・ 消 毒 液 を 用 意 す る  
・ 消 臭 剤 や 防 虫 剤 を 用 意 す る  
・ ト イ レ の 掃 除 用 具 を 用 意 す る  

そ の 他  

・ ト イ レ は 男 性 用 ・ 女 性 用 に 分 け る  
・ 生 理 用 品 の 処 分 用 の ゴ ミ 箱 を 用 意 す る  
・ 洋 式 便 器 を 確 保 す る  
・ 使 い 勝 手 の 良 い 場 所 に 設 置 す る  
・ ト イ レ ま で の 動 線 を 確 保 す る 。  

出 典 ： 避 難 所 に お け る ト イ レ の 確 保 ・ 管 理 ガ イ ド ラ イ ン （ 内 閣 府 、 平 成 2 8  年 ４ 月 ） 

 

イ  仮 設 ト イ レ の し 尿 処 理  
   仮 設 ト イ レ の し 尿 収 集 は 米 子 市 内 の し 尿 収 集 業 許 可 業 者 に 委 託 し 、 収 集

し た し 尿 に つ い て は 鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 米 子 浄 化 場 で 処 理 を 行
う こ と を 基 本 と す る が 、 収 集 運 搬 車 両 の 不 足 な ど に よ り 許 可 業 者 が 対 応 で
き な い 場 合 や 浄 化 場 の 運 転 停 止 に よ り 収 集 し た し 尿 を 浄 化 場 へ 搬 入 で き
な い 場 合 は 、 県 に 協 定 締 結 団 体 等 と の 調 整 を 依 頼 し 、 収 集 及 び 処 理 先 を 確
保 す る こ と と す る 。  

 
（ ２ ） 簡 易 ト イ レ の 設 置 ・ 処 理  
  避 難 所 の ト イ レ は 早 急 に 確 保 す る 必 要 が あ る が 、 過 去 の 災 害 に お い て は  

避 難 所 に 仮 設 ト イ レ が 設 置 さ れ る ま で に 一 定 の 日 数 が 必 要 で あ っ た 。 し た が
っ て 、 仮 設 ト イ レ が 設 置 さ れ る ま で は 簡 易 ト イ レ を 使 用 す る こ と と す る 。  
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ア  簡 易 ト イ レ の 設 置  
県 に 対 し 県 及 び 県 内 市 町 村 が 連 携 備 蓄 し て い る 簡 易 ト イ レ の 使 用 調 整

を 要 請 す る 。  

 イ  簡 易 ト イ レ の し 尿 処 理  
吸 水 シ ー ト や 凝 固 剤 を 使 用 し た し 尿 に つ い て は 可 燃 ご み と し て 処 理 す

る こ と と す る 。 使 用 済 み 便 袋 は 口 を 縛 っ た 上 で 、 生 ご み 等 の 可 燃 ご み と は
別 に 保 管 す る 。  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 13 仮 設 ト イ レ 等 し 尿 処 理 へ の 対 応 フ ロ ー  
出 典 ： 愛 媛 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 （ 愛 媛 県 、 平 成 2 8  年 4  月 ）  

 
 

８  各種相談窓口の設置等  

災 害 時 に お い て は 、 被 災 者 か ら 様 々 な 相 談 ・ 問 い 合 わ せ が 寄 せ ら れ る こ と  
が 想 定 さ れ る た め 、 町 は 受 付 体 制 （ 通 信 網 復 旧 後 は 専 用 コ ー ル セ ン タ ー の 設 置
な ど ） 及 び 相 談 内 容 ・ 回 答 内 容 の 整 理 と い っ た 管 理 方 法 を 検 討 す る 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発災直後 応急対応（前半） 応急対応（後半）

主
体

災害応急対応
復旧・復興時

被
災
市
町
村

仮設トイレ（簡易トイレを含む）、消臭剤や脱臭剤等の確保

仮設トイレの設置

し尿の受入施設の確保

（設置翌日からし尿収集運搬開始：処理、保管先の確保

仮設トイレの管理、し尿の収集・処理

仮設トイレの使用方法、維持管理方法等の利

用者への指導（衛生的な使用状況の確保）
避難所の閉鎖、下水道

の復旧等に伴い撤去
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９  排出ルールと広報  

災 害 時 に お い て は 、 生 活 ご み ・ 災 害 廃 棄 物 等 の 排 出 方 法 、 損 壊 家 屋 等 の 解 体
撤 去 に 対 す る 住 民 の 混 乱 が 想 定 さ れ る 。  
 生 活 環 境 の 保 全 や 公 衆 衛 生 の 悪 化 の 防 止 の た め に は 、住 民 等（ 住 民 、事 業 者 、
NPO、 ボ ラ ン テ ィ ア 含 む ） へ 適 切 に 情 報 伝 達 す る こ と が 非 常 に 重 要 で あ る 。  

そ の た め 、 被 災 者 に 対 し 、 総 務 対 策 部 情 報 班 と 連 携 し 、 複 数 の 広 報 媒 体 （ 防
災 行 政 無 線 、 ホ ー ム ペ ー ジ 、 広 報 誌 、 各 種 Ｓ Ｎ Ｓ 、 大 山 チ ャ ン ネ ル 、 チ ラ シ 、
広 報 車 、 自 治 会 放 送 や 回 覧 等 ） を 活 用 し 、 次 の 内 容 に つ い て 必 要 な 啓 発 ・ 広 報
を 行 う 。  
 

表 46 広 報 時 期 と 広 報 内 容  
広 報 時 期  広 報 内 容  

初 動 期  
（ 発 災 後 数 日 間 ）  

・生 活 ご み 、し 尿 の 収 集（ 収 集 日 程 や 方 法 の 変 更 等 ） 
 
・ 片 付 け ご み の 排 出 方 法 （ 仮 置 場 へ の 搬 入 方 法 等 ） 
 
・仮 置 場 の 場 所 、場 内 配 置 、設 置 等（ 場 所 、曜 日 及

び 時 間 、期 間 、持 込 方 法 、分 別 ル ー ル 、持 込 禁 止
物 等 ）  

 
・ 有 害 廃 棄 物 、 危 険 物 の 情 報 （ 取 扱 い の 留 意 事 項 、

排 出 処 理 方 法 等 ）  
 
・ 事 業 系 廃 棄 物 の 取 扱 （ 排 出 補 法 、 処 理 方 法 等 ）  
 
・ 問 い 合 わ せ 窓 口 の 設 置  
 
・ ボ ラ ン テ ィ ア へ の 周 知 事 項  
 
・そ の 他 留 意 事 項（ 便 乗 ご み の 排 出 、不 法 投 棄 、野

焼 き の 禁 止 ）  
応 急 対 応 （ 前 半 ）  
（ ～ ３ 週 間 程 度 ）  

・災 害 廃 棄 物 の 撤 去（ 撤 去 の 申 請 や 実 の 施 時 期 と 方
法 等 ）  

 
・損 壊 家 屋 の 解 体・撤 去（ 撤 去 の 申 請 や 実 施 の 時 期

と 方 法 等 ）  
 
・被 災 自 動 車 等 に 関 す る 情 報（ 保 管 場 所 、保 管 期 間 、

手 続 等 ）  
 
・災 害 廃 棄 物 処 理 の 計 画（ 処 理 工 程 、災 害 廃 棄 物 処

理 実 行 計 画 ）  
応 急 対 応 （ 後 半 ）  
（ ～ ３ ヶ 月 程 度 ）  

・ 上 記 情 報 は 継 続  
 
・災 害 廃 棄 物 処 理 の 進 捗 状 況（ 処 理 の 進 捗 と 今 後 の

工 程 ）  
復 旧 ・ 復 興  
（ ～ ３ 年 程 度 ）  

・災 害 廃 棄 物 処 理 の 進 捗 状 況（ 処 理 の 進 捗 と 今 後 の
工 程 ）  

 
・ 思 い 出 の 品 等 （ 保 管 ･引 渡 し に 関 す る 情 報 ）  
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１０  災害廃棄物 処理実行計画の策定  

本 計 画 を も と に 、 災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 と 廃 棄 物 処 理 施 設 の 被 害 状 況 を 把 握 し
た 上 で 、 速 や か に 「 大 山 町 災 害 廃 棄 物 処 理 実 行 計 画 」 を 作 成 す る 。 発 災 直 後 は
災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 等 を 十 分 に 把 握 で き な い こ と も あ る が 、 災 害 廃 棄 物 の 全 体
像 を 示 す た め に も 実 行 計 画 を 作 成 し 、処 理 の 進 捗 に 応 じ て 段 階 的 な 見 直 し 行 う 。   
災 害 時 の 作 業 や 廃 棄 物 の 流 れ は 、 次 の と お り で あ る 。  

 
（ １ ） 災 害 廃 棄 物 の 処 理 を 担 当 す る 組 織 の 速 や か な 立 ち 上 げ  
  災 害 の 規 模 を 把 握 し 、職 員 の 被 災 状 況 等 を 確 認 し た の ち 、組 織 を 立 ち 上 げ 、

被 害 状 況 の 把 握 、 処 理 施 設 の 被 災 状 況 等 を 把 握 す る 。 そ し て 、 災 害 廃 棄 物 の
発 生 量 の 推 計 、 仮 置 場 開 設 準 備 、 が れ き 撤 去 作 業 部 隊 の 編 成 準 備 等 を 行 う 。  

 
（ ２ ） 実 行 計 画 立 案 作 業 ① （ 処 理 計 画 に 記 載 し た 内 容 の 確 認 と 不 足 時 の 対 応 ）  
  推 計 し た 災 害 廃 棄 物 量 と 処 理 計 画 で の 想 定 量 を 比 較 し 、 規 模 が 想 定 を 上 回

れ ば 、 そ れ に 対 応 す る 追 加 の 措 置 を 検 討 す る 。 ま た 、 仮 置 場 や 必 要 資 機 材 等
は 、 処 理 計 画 で 想 定 し た も の が 確 保 で き な い 場 合 も あ る の で 、 実 行 計 画 立 案
の 最 初 に 、 ど れ だ け 確 保 で き て い る か を 確 認 す る 。 ま た 、 外 部 か ら の 応 援 に
つ い て も 、 あ ら か じ め 策 定 し て い る 受 援 計 画 に 基 づ く 人 材 ・ 資 材 が 期 待 で き
る か を 確 認 す る 。 こ れ ら が 不 足 す る こ と が 予 想 さ れ る 場 合 に は 、 不 足 分 を 補
う 作 業 を 開 始 す る 。  

 
（ ３ ） 実 行 計 画 立 案 作 業 ② （ 発 生 廃 棄 物 量 の 推 計 値 に よ る 処 理 計 画 の 見 直 し ）  
  被 災 状 況 を 踏 ま え た 災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 の 推 計 結 果 と 処 理 計 画 で の 想 定 量

を 比 較 し 、 実 際 の 廃 棄 物 量 に 合 わ せ て 作 業 内 容 等 を 変 更 し 、 災 害 廃 棄 物 処 理
実 行 計 画 を 策 定 す る 。  

 
（ ４ ） 実 行 計 画 の 見 直 し  
  災 害 発 生 当 初 に 推 計 し た 廃 棄 物 量 は 、 処 理 計 画 の デ ー タ 等 を 用 い た も の で

あ り 、 実 際 の 廃 棄 物 量 は 、 仮 置 場 へ の 持 込 量 、 必 要 な 家 屋 解 体 件 数 等 に よ っ
て 異 な っ て く る 。 定 期 的 に 情 報 を 収 集 し て 、 適 宜 廃 棄 物 量 の 見 直 し を 行 い 、
業 務 発 注 量 の 適 正 化 を 図 る 。  

 

災 害 廃 棄 物 処 理 実 行 計 画 の 項 目  

第 １ 章  災 害 廃 棄 物 処 理 実 行 計 画 策 定 の 趣 旨 に つ い て  

１  計 画 の 目 的  

２  計 画 の 位 置 づ け  

第 ２ 章  被 災 の 状 況 と 災 害 廃 棄 物 の 発 生 量  

１  被 災 の 状 況 に つ い て  
（ １ ） 地 震 の 状 況  
（ ２ ） 建 物 被 害 の 状 況  
（ ３ ） 土 砂 災 害 の 状 況  
２  災 害 廃 棄 物 の 発 生 量 に つ い て  

第 ３ 章  災 害 廃 棄 物 処 理 の 基 本 的 事 項  

１  役 割 分 担  
２  基 本 的 な 考 え 方  
３  処 理 期 限  
４  処 理 方 法  
５  処 理 体 制  
６  財 源  

第 ４ 章  災 害 廃 棄 物 の 処 理 フ ロ ー と 処 理 ス ケ ジ ュ ー ル  

１  処 理 フ ロ ー  
２  仮 置 場 の 設 置 及 び 運 営  
３  処 理 ス ケ ジ ュ ー ル  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 分 別 ・ 処 理 実 務 マ ニ ュ ア ル （ 一 般 社 団 法 人 廃 棄 物 資 源 循 環 学 会 ）  
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第３節  復旧・復興時対応  

１  災害廃棄物処理フロー  

 災 害 が 発 生 す る と 、 家 屋 な ど の 構 造 物 が 自 然 倒 壊 し た り 、 人 命 救 助 の た め に
建 屋 を 解 体 し た り す る な ど に よ り 、 多 様 で 多 量 の 廃 棄 物 が 発 生 す る 。 交 通 や 生
活 、 ラ イ フ ラ イ ン を 確 保 し 、 災 害 後 の 復 旧 ・ 復 興 を 行 う た め に は 、 ま ず 、 こ れ
ら の 災 害 廃 棄 物 の 撤 去 を 行 う こ と に な る 。  

し か し 、 こ れ ら の 多 様 で 多 量 の 廃 棄 物 は 、 一 度 に 処 理 施 設 で 処 理 す る こ と は
困 難 な た め 、 撤 去 さ れ た 災 害 廃 棄 物 を 一 次 仮 置 場 で 一 時 的 に 集 積 す る 必 要 が あ
る 。 一 次 仮 置 場 で は 多 様 で 多 量 な 災 害 廃 棄 物 を 減 量 化 す る た め 、 再 生 利 用 が 可
能 な 品 目 は で き る だ け 分 別 し て 集 積 ・ 保 管 す る こ と が 重 要 で あ る 。  

一 次 仮 置 場 で 分 別 さ れ た 災 害 廃 棄 物 は 、 必 要 に 応 じ て 二 次 仮 置 場 で 破 砕 ・ 選
別 な ど の 前 処 理 を 行 っ た 後 、 再 生 利 用 先 や 処 理 ・ 処 分 先 へ と 移 送 さ れ る 。  

最 終 処 分 に つ い て は 、 西 部 地 域 及 び 県 内 で の 処 理 可 能 量 を 上 回 る と 推 計 さ れ
る た め 、 最 終 処 分 量 を 削 減 で き る よ う 仮 置 場 で の 選 別 精 度 の 向 上 に 努 め る と と
も に 、 県 に 対 し 、 県 外 の 民 間 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 又 は 産 業 廃 棄 物 管 理 型 最 終
処 分 場 等 、 処 理 先 を 確 保 の 調 整 を 要 請 す る 。  
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図 14 F55 断 層 の 災 害 廃 棄 物 処 理 フ ロ ー （ 最 大 想 定 ）  
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２  収集運搬体制  

（ １ ） 収 集 ・ 運 搬 車 両 の 確 保  
災 害 時 に お い て 、 優 先 的 に 収 集 す る 災 害 廃 棄 物 の 種 類 、 収 集 ・ 運 搬 方 法 や

ル ー ト 、 必 要 機 材 、 連 絡 体 制 ・ 方 法 に つ い て は 、 次 の こ と に 留 意 し 、 平 時 に
具 体 的 な 検 討 を 行 い 、 推 計 し た 必 要 車 両 台 数 に 基 づ き 、 必 要 な 車 両 を 確 保 す
る 。 優 先 的 に 回 収 す べ き 災 害 廃 棄 物 の 種 類 と し て は 、 道 路 障 害 物 、 仮 設 ト イ
レ 等 の し 尿 、 有 害 廃 棄 物 、 危 険 物 、 腐 敗 性 廃 棄 物 が あ げ ら れ る 。  

本 町 で は 、 平 時 の 一 般 廃 棄 物 の 収 集 ・ 運 搬 の 多 く を 町 内 民 間 業 者 に 委 託 し
て い る 。 そ の た め 、 発 災 時 の 収 集 ・ 運 搬 車 両 の 確 保 に は 収 集 運 搬 委 託 業 者 及
び 許 可 業 者 の 協 力 が 不 可 欠 で あ る 。 発 災 時 の 備 え 、 民 間 業 者 及 び 協 定 締 結 団
体 と の 発 災 後 の 連 絡 体 制 や 調 整 方 法 等 を 協 議 し て お く 必 要 が あ る 。  

な お 、 収 集 車 両 、 機 材 が 不 足 す る 場 合 は 、 県 に 要 請 し 、 県 内 市 町 村 間 や 協
定 締 結 団 体 に よ る 支 援 を 受 け る 。  

表 47 収 集 運 搬 体 制 の 整 備 に 当 た っ て の 検 討 事 項  

 検 討 事 項  

１ ）収 集 運 搬 車 両 の
位 置 付 け  

・ 地 域 防 災 計 画 の 中 に 緊 急 車 両 と し て 位 置 付 け る 。  

２ ）優 先 的 に 回 収 す
る 災 害 廃 棄 物  

・ 有 害 廃 棄 物 ・ 危 険 物 を 優 先 回 収 す る 。  
・ 冬 季 は 着 火 剤 な ど が 多 く 発 生 す る こ と が 想 定 さ れ 、 混 合

状 態 と な る と 爆 発 や 火 災 等 の 事 故 が 懸 念 さ れ る た め 、 こ
れ ら の も の が 発 見 さ れ た 際 は 優 先 的 に 回 収 す る 。  

３ ） 収 集 方 法  ・ 仮 置 場 へ の 搬 入  
・ 排 出 場 所 を 指 定 し て の 収 集  
・ 陸 上 運 搬 （ 鉄 道 運 搬 を 含 む ）、 水 上 運 搬  

（ 道 路 な ど の 被 災 状 況 に よ り 収 集 運 搬 方 法 を 決 定 す
る 。 場 合 に よ っ て は 、 鉄 道 輸 送 や 水 上 運 搬 の 可 能 性 も
調 査 す る 。 例 え ば 被 災 現 場 と 処 理 現 場 を 結 ぶ 経 路 に 鉄
道 や 航 路 が あ り 、 事 業 者 の 協 力 が 得 ら れ 、 こ れ ら を 利
用 す る こ と で 経 済 的 か つ 効 率 的 に 収 集 運 搬 す る こ と が
可 能 で あ る と 判 断 さ れ る 場 合 な ど ）  

４ ） 収 集 運 搬 ル ー
ト・収 集 運 搬 時 間  

・ 地 域 住 民 の 生 活 環 境 へ の 影 響 や 交 通 渋 滞 の 発 生 防 止 な ど
総 合 的 な 観 点 か ら 収 集 運 搬 ル ー ト を 決 定 す る 。  

・ 収 集 運 搬 ル ー ト だ け で な く 、 収 集 運 搬 時 間 に つ い て も 検
討 す る 。  

５ ）必 要 資 機 材（ 重
機・収 集 運 搬 車 両
な ど ）  

・ 水 分 を 含 ん だ 畳 等 の 重 量 の あ る 廃 棄 物 が 発 生 す る 場 合
は 、 積 込 み ・ 積 下 し に 重 機 が 必 要 と な る 。 収 集 運 搬 車 両
に は 平 積 み ダ ン プ 等 を 使 用 す る 。  

６ ）連 絡 体 制・方 法  ・ 収 集 運 搬 車 両 に 無 線 等 を 設 置 す る な ど 、 災 害 時 に お け る
収 集 運 搬 車 両 間 の 連 絡 体 制 を 確 保 す る 。  

７ ）住 民 や ボ ラ ン テ
ィ ア へ の 周 知  

・ 災 害 廃 棄 物 （ 片 付 け ご み ） の 分 別 方 法 や 仮 置 場 の 場 所 、
仮 置 場 へ の 持 込 み 可 能 日 時 な ど を 住 民 、 ボ ラ ン テ ィ ア に
周 知 す る 。  

・ 生 活 ご み 等 の 収 集 日 、 収 集 ル ー ト 、 分 別 方 法 に つ い て 住
民 等 に 周 知 す る 。  

８ ） そ の 他  ・ 収 集 運 搬 車 両 か ら の 落 下 物 防 止 対 策 な ど を 検 討 す る 。  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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（ ２ ） 収 集 運 搬 車 両 の 位 置 付 け  
  町 地 域 防 災 計 画 に お い て 、 災 害 に よ り 、 知 事 又 は 公 安 委 員 会 が 道 路 の 通 行

の 禁 止 又 は 制 限 措 置 を 講 じ た 場 合 に お い て 、「 災 害 対 策 基 本 法 第 50 条 第 2 項
に 定 め る 災 害 応 急 対 策 の 実 施 責 任 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 が 使 用 す る 車 両
で 、 清 掃 、 防 疫 そ の 他 の 保 健 衛 生 に 関 す る 業 務 に 従 事 す る 車 両 」 は 緊 急 通 行
車 両 と し て 通 行 が で き る こ と と し て い る 。 そ の た め 、 災 害 廃 棄 物 の 収 集 運 搬
に 当 た っ て は 、 町 災 害 対 策 本 部 総 務 対 策 部 総 務 班 を 通 じ て 緊 急 通 行 車 両 と し
て 琴 浦 大 山 警 察 署 に 緊 急 通 行 車 両 確 認 申 請 書 を 提 出 の 上 、 緊 急 通 行 車 両 標 章
及 び 緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 の 交 付 を 受 け て 収 集 運 搬 を 実 施 す る も の と す る 。 

   
 
 （ ３ ） 収 集 運 搬 ル ー ト の 確 保  
  発 災 後 の 収 集 運 搬 に 際 し て は 、 運 搬 ル ー ト の 確 保 が 重 要 と な る 。  

地 震 に よ る 道 路 の 陥 没 や 土 砂 崩 れ 、 津 波 に よ る 舗 装 の 破 壊 、 散 乱 が れ き に
よ る 通 行 障 害 、 道 路 の 浸 水 等 を 速 や か に 解 消 し 、 被 災 現 場 か ら 一 次 仮 置 場 や
災 害 廃 棄 物 等 の 処 分 先 ま で の 運 搬 ル ー ト を 確 保 す る 必 要 が あ る た め 、 道 路 管
理 者 と 連 携 し て 優 先 的 に 道 路 啓 開 作 業 を 実 施 し 、 早 期 の 運 搬 ル ー ト 確 保 に 努
め る 。  

ま た 、 鳥 取 県 緊 急 輸 送 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク 図 に よ り 、 耐 震 性 が 確 保 さ れ た 緊
急 輸 送 道 路 が 選 定 さ れ て お り 、 災 害 廃 棄 物 処 理 に お い て も 緊 急 輸 送 道 路 を 用
い る こ と で 、 早 期 の 運 搬 ・ 処 理 が 可 能 と な る が 、 災 害 時 の 初 動 対 応 は 人 命 救
助 や 避 難 者 へ の 支 援 物 資 の 輸 送 等 が 優 先 さ れ る こ と に 留 意 す る 必 要 が あ る 。   

仮 置 場 の 選 定 の 際 に も 、 緊 急 輸 送 道 路 へ の ア ク セ ス が 良 い 場 所 を 選 定 す る
こ と に よ り 、 復 旧 ・ 復 興 時 の 災 害 廃 棄 物 処 理 を 円 滑 に 進 め る 。  

な お 、必 要 に な る 災 害 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 は 、対 応 時 期 に よ っ て 異 な る た め 、
災 害 予 防 、 発 災 時 ・ 初 動 期 、 仮 置 場 ・ 再 資 源 化 施 設 ・ 処 理 処 分 先 等 へ の 運 搬
時 に 分 け て 考 え る 必 要 が あ る 。 時 期 ご と の 収 集 運 搬 車 両 の 確 保 と ル ー ト 計 画
を 検 討 す る に 当 た っ て の 留 意 事 項 は 、 次 の と お り で あ る 。  
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表 48 収 集 運 搬 車 両 の 確 保 と ル ー ト 計 画 に 当 た っ て の 留 意 事 項  

時 期  留 意 事 項  

平 時  ・ 地 元 の 建 設 業 協 会 や 産 業 廃 棄 物 協 会 と 事 前 に 協 力 体 制 及
び 連 絡 体 制 を 確 保 し て お く と と も に 、関 係 団 体 の 所 有 す る 収
集 運 搬 車 両 の リ ス ト を 事 前 に 作 成 し て お く 。  

発 災 時 ・ 初 動 期  災 害 廃 棄 物 全   
般  

・ハ ザ ー ド マ ッ プ 等 に よ り 処 理 施 設 の 被 災
状 況 等 を 事 前 に 想 定 し 、廃 棄 物 の 発 生 場
所 と 発 生 量 か ら 収 集 運 搬 車 両 の 必 要 量
を 推 計 す る 。  

・災 害 初 動 時 以 降 は 、対 策 の 進 行 に よ り 搬
入 が 可 能 な 仮 置 場 が 移 る な ど の 変 化 が
あ る た め 、G P S と 複 数 の 衛 星 デ ー タ 等（ 空
中 写 真 ）を 用 い 、変 化 に 応 じ て 収 集 車 両
の 確 保 と 収 集 、運 搬 ル ー ト が 変 更 修 正 で
き る 計 画 と す る 。  

・災 害 初 動 時 は 廃 棄 物 の 運 搬 車 両 だ け で な
く 、緊 急 物 資 の 輸 送 車 両 等 が 限 ら れ た ル
ー ト を 利 用 す る 場 合 も 想 定 し 、交 通 渋 滞
等 を 考 慮 し た 効 率 的 な ル ー ト 計 画 を 作
成 す る 。  

・ 利 用 で き る 道 路 の 幅 が 狭 い 場 合 が 多 く 、
小 型 の 車 両 し か 使 え な い 場 合 が 想 定 さ
れ る 。こ の 際 の 運 搬 に は ２ ト ン ダ ン プ ト
ラ ッ ク 等 の 小 型 車 両 で 荷 台 が 深 い 車 両
が 必 要 と な る 場 合 も あ る 。  

・ 直 接 、 焼 却 施 設 へ 搬 入 で き る 場 合 で も 、
破 砕 機 が 動 い て い な い こ と も 想 定 さ れ 、
そ の 場 合 、畳 や 家 具 等 を 圧 縮・破 砕 し な
が ら 積 み 込 め る プ レ ス パ ッ カ ー 車（ 圧 縮
板 式 車 ） が 活 躍 し た 例 も あ る 。  

生 活 ご み （ 避

難 所 ご み を 含

む ）  

・ 避 難 所 及 び 被 害 の な か っ た 地 域 か ら の
生 活 ご み を 収 集 す る た め の 車 両 （ パ ッ
カ ー 車 ） の 確 保 が 必 要 と な る 。 そ の た
め に は 、 発 災 直 後 の 混 乱 の 中 で 収 集 車
両 及 び 収 集 ル ー ト 等 の 被 災 状 況 を 把 握
し な け れ ば な ら な い 。  

・ 発 災 直 後 は 粗 大 ご み 等 の 発 生 量 が 増
え 、 通 常 よ り 廃 棄 物 の 収 集 運 搬 量 が 多
く な る た め 、 通 常 時 を 超 え る 収 集 車 両
や 人 員 の 確 保 が 必 要 と な る 。  

仮 置 場 ・ 再 資 源

化 施 設 ・ 処 理 処

分 先 等 へ の 運

搬 時  

・ 災 害 廃 棄 物 の 運 搬 に は １ ０ ト ン ダ ン プ ト ラ ッ ク が 使 用 さ
れ る こ と が 多 い 。 収 集 運 搬 が 必 要 な 災 害 廃 棄 物 量 （ 推 計
値 ） か ら 必 要 な 車 両 台 数 を 計 画 す る 。  

・ 仮 置 場 へ の 搬 入 は 収 集 運 搬 車 両 が 集 中 す る 場 合 が 多 く 、
交 通 渋 滞 に 配 慮 し た ル ー ト 計 画 が 要 求 さ れ る 。 ル ー ト 計
画 の 作 成 に 当 た っ て は 、 で き る だ け 一 方 通 行 で 完 結 で き
る 計 画 と し 、 収 集 運 搬 車 両 が 交 錯 し な い よ う に 配 慮 す
る 。  

・ 災 害 廃 棄 物 の 搬 入 ・ 排 出 量 の 把 握 の た め に は 、 仮 置 場 に
ト ラ ッ ク ス ケ ー ル を 設 置 し た り 、 中 間 処 理 施 設 に お い て
計 量 し た り す る こ と が 考 え ら れ る 。 た だ し 、 そ れ ら の 設
備 が 稼 働 す る ま で の 間 や 保 管 の た め 、 収 集 運 搬 車 両 の 積
載 可 能 量 と 積 載 割 合 、 積 載 物 の 種 類 を 記 録 し て 、 推 定 で
き る よ う に し て お く こ と も 重 要 で あ る 。  

・ 災 害 廃 棄 物 の 運 搬 に は 、 交 通 渋 滞 の 緩 和 等 の た め 、 船 舶
を 利 用 す る こ と も 考 え ら れ る 。  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 1 - 1 3 - 3】（ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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（ ４ ） 必 要 資 機 材 に つ い て  
  発 災 後 は 、 生 活 環 境 の 悪 化 を 防 ぐ た め 、 住 民 用 仮 置 場 に 排 出 さ れ る 片 付 け

ご み を 早 急 に 収 集 す る 必 要 が あ る 。  
  片 付 け ご み を 住 民 用 仮 置 場 か ら 一 時 仮 置 場 ま で 運 搬 す る の に 必 要 な 車 両 台

数 は 、 次 の と お り で あ る 。  

表 49 必 要 車 両 台 数 （ 住 民 用 仮 置 場 か ら 一 次 仮 置 場 ）  

断 層 ・ 水 系  
の 名 称  

片 付 け ご み  
発 生 量  
（ t）  

運 搬 量  
（ t/日 ）  

必 要 車 両 台 数 （ 台 /日 ）  
※5 往復/台・日 

鳥 取 県 西 部  91  23  3  

F55 断 層  657  32  4  

  

な お 、 解 体 家 屋 等 か ら 排 出 さ れ る が れ き 類 の 運 搬 に 必 要 な 車 両 台 数 は 、 次
の と お り で あ る 。 F55 断 層 地 震 が 発 生 し た 場 合 の 被 災 現 場 か ら 仮 置 場 ま で の
運 搬 距 離 が 15km の 場 合 、200 日 以 内 に 被 災 現 場 か ら 災 害 廃 棄 物 を 撤 去 す る た
め に は 、 日 量 約 185 ト ン を 10 ト ン ダ ン プ 10 台 （ １ 台 当 た り １ 日 ４ 往 復 ） で
運 搬 す る こ と が 必 要 と な る 。 な お 、 鳥 取 西 部 地 震 が 発 生 し た 場 合 は 、 100 日
以 内 運 搬 す る 予 定 に し て い る 。  

表 50 必 要 車 両 台 数 （ 解 体 家 屋 か ら 一 次 仮 置 場 ）  

断 層 ・ 水 系  
の 名 称  

撤去等廃棄物
発 生 量  
（ t）  

運 搬 量  
（ t/
日 ）  

運 搬 距 離 別 必 要 車 両 台 数 （ 台 /日 ）  

5km 

※10 往復/台・日 

10km 

※6 往復/台・日 

15km 

※4 往復/台・日 

鳥 取 県 西 部  457  5  1  1  1  

F55 断 層  36,884  185  4  6  10  

デ ー タ 提 供 ： 鳥 取 県  
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３  仮置場の運営管理  

（ １ ） 仮 置 場 で の 災 害 廃 棄 物 の 処 理 の 流 れ 及 び 対 応 内 容  
仮 置 場 に か か る 災 害 廃 棄 物 処 理 の 流 れ は 次 の と お り で あ る 。 こ れ は 、 被  

災 現 場 で 行 う べ き 処 理 工 程 を 示 し た も の で あ る 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※  被 災 現 場 に お い て は 、 住 民 用 仮 置 場 を 指 定 し て 災 害 廃 棄 物 を 集 積 す る 場 合 も あ る 。  

※  再 生 資 材 仮 置 き ヤ ー ド と は 、 復 旧 ・ 復 興 事 業 が 開 始 さ れ 、 再 生 資 材 が 搬 出 さ れ る ま

で の 間 、 仮 の 受 入 先 と し て 一 時 保 管 す る 場 所 の こ と 。  

 

図 15 仮 置 場 で の 処 理 工 程  
出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 1 8 - 1】 (平 成 3 1 年 4 月  環 境 省 )  

                                              

（ ２ ） 運 営 管 理  
仮 置 場 で の 運 営 管 理 に 係 る 対 応 内 容 は 次 の と お り で あ る 。  

 
①  緊 急 対 応 、 道 路 啓 開  

・ 人 命 救 助 が 最 優 先 さ れ る 。 道 路 啓 開 に 伴 っ て 発 生 す る が れ き 等 の 仮 置 場
へ の 搬 入 が 要 請 さ れ る 可 能 性 が あ る こ と か ら 、 緊 急 輸 送 道 路 周 辺 に 仮 置
場 を 確 保 し て お く 。  

②  必 要 な 仮 置 場 の 確 保  
・ が れ き 等 の 発 生 量 に 応 じ て 、 仮 置 場 候 補 地 を 選 定 す る 。  
・ 仮 置 場 候 補 地 に つ い て 、 庁 内 で 調 整 し た 後 、 必 要 な 手 続 き を 行 う 。  

 
③  仮 置 場 運 用 管 理 体 制 の 構 築  

・ 仮 置 場 の 返 還 条 件 に 応 じ て 、 必 要 な 事 前 調 査 (土 壌 分 析 等 )を 行 う 。  
・ 現 状 復 旧 を 効 率 的 に 進 め る た め 、 仮 置 場 供 用 時 の 土 壌 使 用 状 況 を 記 録

(写 真 等 )す る 仮 置 場 の 地 盤 ・ 搬 入 出 路 を 整 備 す る と と も に 、 必 要 な 資 機
材 等 の 調 達 や 分 別 等 の 基 準 策 定 、 整 備 ・ 運 営 管 理 の 監 督 員 の 配 置 等 を 行
い 、 仮 置 場 の 管 理 体 制 を 確 保 す る 。  

④  仮 置 場 運 用 管 理  
・ 仮 置 場 へ の 搬 入 ・ 保 管 ・ 搬 出 の 状 況 (種 類 、 数 量 等 )を 管 理 ・ 把 握 し 、 県

に 報 告 す る 。  
・ 分 別 保 管 の 徹 底 の た め 、 仮 置 場 ご と に 保 管 物 の 種 類 を 看 板 等 で 表 示 し 、

異 な る が れ き 等 の 混 合 を 防 ぐ 。  
⑤  終 了 後 の 現 状 復 旧  

・ 仮 置 場 の 返 還 条 件 に 応 じ て 、 土 壌 汚 染 の 有 無 等 を 確 認 し 、 現 状 復 旧 を 行
う 。  
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（ ３ ） 一 次 仮 置 場 で の 分 別 区 分  
  県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 に 基 づ き 、 次 の 区 分 を 基 本 と し て 種 類 ご と に 保 管 す  

る 。  
  な お 、災 害 の 程 度 、態 様 に よ り そ の 区 分 は 変 わ る が 、平 成 28 年（ 2016 年 ）  

の 鳥 取 県 中 部 地 震 で は 廃 瓦 が 最 も 多 く 排 出 さ れ 、 そ の ほ ぼ 全 量 が リ サ イ ク さ  
れ た こ と を 踏 ま え 、 単 一 素 材 の 排 出 が 見 込 ま れ る 場 合 は 、 極 力 そ の 素 材 ご と  
の 分 別 を 行 う 。  

 
表 51 一 次 仮 置 場 で の 分 別 区 分  

区 分  例  

１ ） コ ン ク リ ー ト 系 混 合 物  解 体 建 物 に 係 る も の  

２ ） 木 質 系 混 合 物  解 体 建 物 に 係 る も の  

３ ） 金 属 系 混 合 物  解 体 建 物 の 鋼 材 、 金 属 系 の 什 器 等  

４ ） 不 燃 系 混 合 物  什 器 等  

５ ） 可 燃 系 混 合 物  木 製 家 具 、 可 燃 系 粗 大 ご み 等  

６ ） 廃 家 電 等  （ 家 電 ４ 品 目 、 小 型 家 電 ）  

７ ） 処 理 困 難 物  寝 具 、 畳 、 石 膏 ボ ー ド 等  

８ ） 危 険 物 ・ 有 害 物  消 火 器 、 高 圧 ボ ン ベ 、 薬 品 等  

  ※ 上 記 の ほ か 、 次 の よ う な 単 一 素 材 の 排 出 が 多 量 に 見 込 ま れ る 場 合 は 、 そ の
区 分 の エ リ ア を 設 置 す る 。  

 

・ 瓦   ・ 土 壁   ・ 石 膏 ボ ー ド   ・ 石 綿 含 有 疑 い の 廃 棄 物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 16 仮 置 場 レ イ ア ウ ト 例  
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（ ４ ） 仮 置 場 で の 運 営 管 理 に 係 る 留 意 事 項  
仮 置 場 で の 運 営 管 理 に 係 る 留 意 事 項 を 示 す 。 な お 、 詳 細 に つ い て は 別 に 定

め る も の と す る 。  
 
ア  が れ き 等 の 分 別  

分 別 等 は 、 分 別 ル ー ル に 従 っ て 、 ご み の 種 類 ご と に 間 隔 を 開 け 、 ご み ど   
う し が 混 じ ら な い よ う に 置 く 。 重 機 や 手 作 業 に よ る 荷 下 ろ し ・ 分 別 等 の 作
業 が 混 在 す る た め 、 安 全 確 保 に 十 分 留 意 す る 。  

 
イ  搬 入 ・ 搬 出 管 理  

が れ き 等 の 作 業 効 率 を 高 め 、 更 に 不 法 投 棄 を 防 止 す る た め に は 、 正 確
で 迅 速 な 搬 入 ・ 搬 出 管 理 が 必 要 で あ る 。 ま た 、 そ の 後 の 処 理 量 や コ ス ト
を 見 積 も る 上 で も 、 量 や 分 別 に 対 す る 状 況 把 握 を 日 々 行 う 。  

 
ウ  野 外 焼 却 の 防 止  

仮 置 場 の 設 定 が 遅 く な る 、 も し く は 周 知 が 徹 底 し な い 場 合 、 野 焼 き を す
る 住 民 が 出 て く る 可 能 性 が あ る 。環 境・人 体 へ の 健 康 上 、「 野 焼 き 禁 止 」を
呼 び か け て お く 必 要 が あ る 。  

 
エ  仮 置 場 の 安 全 管 理  

作 業 員 は 、 通 常 の 安 全 ・ 衛 生 面 に 配 慮 し た 服 装 に 加 え 、 ア ス ベ ス ト の 排
出 に 備 え 、 必 ず 防 じ ん マ ス ク 及 び メ ガ ネ を 着 用 す る 。 靴 に つ い て は 、 破 傷
風 の 原 因 と な る 釘 等 も 多 い た め 、 安 全 長 靴 を は く こ と が 望 ま し い が 、 入 手
困 難 な 場 合 、 長 靴 に 厚 い 中 敷 き を 入 れ る な ど の 工 夫 を す る 。  

 
オ  周 辺 道 路 の 交 通 整 理  

仮 置 場 に が れ き 等 を 搬 入 す る 車 両 で 交 通 渋 滞 を 引 き 起 こ す お そ れ が あ
る こ と か ら 、 仮 置 場 へ の 搬 入 経 路 を 設 定 し た り 、 誘 導 員 を 配 置 す る な ど 、
交 通 整 理 を す る 。  

 
カ  土 壌 汚 染 対 策  

  ・ 舗 装 、 鉄 板 若 し く は 、 シ ー ト の 設 置 又 は 排 水 若 し く は 排 水 処 理 設 備 の 設
置 等 の 検 討 を す る 。  

  ・ 廃 棄 物 の 保 管 等 に よ る 影 響 を 把 握 で き る よ う に す る た め 、 供 用 前 の 土 壌
を サ ン プ リ ン グ し て お き 、 必 要 に 応 じ て 分 析 調 査 を 行 う 。  

  ・ 民 有 地 を 使 用 す る 場 合 に お い て は 、 返 却 時 の 原 状 回 復 の 条 件 等 に つ い
て 、 所 有 者 と 十 分 な 調 整 を し て お く 。  

  ・ 土 壌 に 影 響 が 確 認 さ れ た 場 合 は 、 表 土 を 剥 ぎ 取 る こ と に よ る 原 状 回 復 を
行 う 。  

  ・ 土 壌 環 境 へ の 影 響 が 、 仮 置 き し た 「 土 砂 等 」 の 自 然 由 来 に よ る も の と 判
断 さ れ る 場 合 が あ る た め 、 必 要 に 応 じ て 、 専 門 家 の 意 見 を 聴 取 し て 対
応 を 判 断 す る 。  

 
キ  飛 散 防 止  

  ・ 適 宜 散 水 す る 。  
  ・ 廃 棄 物 の 性 状 等 に 応 じ て 、 飛 散 防 止 ネ ッ ト の 設 置 や フ レ キ シ ブ ル コ ン テ

ナ バ ッ ク で の 保 管 等 の 飛 散 防 止 対 策 を 講 じ る 。  
  ・ 石 綿 （ ア ス ベ ス ト ） を 含 む 廃 材 等 は 保 管 基 準 を 遵 守 し 、 更 に シ ー ト 掛 け

や フ レ キ シ ブ ル コ ン テ ナ バ ッ ク へ の 封 入 な ど 十 分 な 対 策 を 講 じ る 。  
 

ク   悪 臭 及 び 害 虫 発 生 の 防 止  
   災 害 廃 棄 物 の 処 理 に 当 た っ て は 、 腐 敗 性 廃 棄 物 を 優 先 的 に 処 理 し 、 必 要

に 応 じ て 消 石 灰 等 を 散 布 す る な ど 害 虫 の 発 生 を 防 止 す る 。  
   仮 置 場 な ど に お い て 悪 臭 や 害 虫 が 発 生 し た 場 合 に は 、 消 臭 剤 や 脱 臭 剤 、

殺 虫 剤 の 散 布 、 シ ー ト に よ る 被 覆 等 の 対 応 を 検 討 す る 。  
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木くず等 可燃物等

消火活動や延焼防止のため

２m以上
発火や温度上昇を防止するため

５
m
以
下

コ  火 災 予 防  
・ 木 く ず や 可 燃 物 は 、 高 さ  5ｍ 以 上 積 み 上 げ を 行 わ な い 。  
・ 鉛 電 池 (自 動 車 、 オ ー ト バ イ 等 か ら 発 生 )は 火 災 発 生 の 原 因 と な る た

め 、 山 か ら 取 り 除 く 。  
・ 万 が 一 の 火 災 発 生 時 の 消 火 活 動 を 容 易 に し 、 延 焼 を 防 止 す る た め 、 堆

積 物 同 士 の 離 間 距 離 を 2ｍ 以 上 設 け る 。  
 

（ ア ） 火 災 原 因 （ 危 険 物 や 発 火 源 ） の 除 去  

次 の 危 険 物 や 発 火 源 は 、 可 燃 性 廃 棄 物 と は 分 離 保 管 す る こ と と す る 。 ま
た 、 腐 敗 し や す い 畳 や 水 産 系 廃 棄 物 等 の 混 在 を 避 け る 。  

 
表 52 危 険 物 や 発 火 減 の 具 体 例  

区 分  具 体 例  

危 険 物  

ガ ス ボ ン ベ  

ラ イ タ ー  

ガ ソ リ ン  

灯 油  

タ イ ヤ 等 の 油 脂 類  

発 火 源  

バ ッ テ リ ー  

電 池 （ 特 に リ チ ウ ム 電 池 ）  

バ ッ テ リ ー や 電 池 を 搭 載 す る 小 型 家 電 製 品 等  

 
 （ イ ） 堆 積 物 の 離 間 距 離  
   木 く ず や 可 燃 物 は 、 発 火 と 発 熱 防 止 の 観 点 か ら 、 高 さ ５ メ ー ト ル 以 上 積

み 上 げ を 行 わ な い よ う に す る 。 ま た 、 万 が 一 の 火 災 発 生 時 の 消 火 活 動 を
容 易 に し 、 延 焼 を 防 止 す る た め 、 堆 積 物 同 士 の 離 間 距 離 を ２ メ ー ト ル 以
上 設 け る よ う に す る 。  

   

 

 

 

 

 

 

           
図 17 堆 積 物 の 離 間 距 離  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 1 - 1 4 - 5】（ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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（ ５ ） 環 境 対 策  
 災 害 廃 棄 物 処 理 に お け る 生 活 環 境 の 悪 化 防 止 の 観 点 で 、 災 害 廃 棄 物 仮 置 場
等 に お け る 環 境 モ ニ タ リ ン グ を 次 の 表 を 基 本 と し て 適 切 に 実 施 す る も の と す
る 。 な お 、 実 施 に 当 た っ て は 、 県 と 協 力 し な が ら 実 施 す る も の と す る 。  

表 53 環 境 モ ニ タ リ ン グ 項 目  

項 目  実 施 場 所  調 査 項 目  備 考  

大 気 質  仮 置 場  

粉 塵（ 一 般 粉 塵 ）、浮
遊 粒 子 物 質  

作 業 内 容 等 を 勘 案 し て 頻 度 を 設
定  

ア ス ベ ス ト（ 特 定 粉
塵 ）  

堆 積 物 の 性 状 、作 業 内 容 等 を 勘 案
し て 頻 度 を 設 定  

騒 音 ・
振 動  

仮 置 場  
騒 音 レ ベ ル  

振 動 レ ベ ル  

作 業 内 容 等 を 勘 案 し て 頻 度 を 設
定  

土 壌 等  仮 置 場  
土 壌 汚 染 法 対 策 法
の 調 査 の 項 目 等  

災 害 廃 棄 物 撤 去 後 に 実 施  

水 質  
仮 置 場 近 傍 の
公 共 用 水 域  

水 質 汚 濁 防 止 法 の
排 水 基 準 項 目  

公 共 用 水 域 へ の 影 響 が 見 込 ま れ
る 場 合 に 、排 水 量 等 を 勘 案 し て 頻
度 を 設 定 し て 実 施  

臭 気  仮 置 場  
特 定 悪 臭 物 質 濃 度 、
臭 気 指 数 等  

仮 置 場 の 位 置 等 を 勘 案 し て 、測 定
場 所 、 頻 度 を 設 定  

出 典 ： 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 （ 平 成 3 0 年 4 月  鳥 取 県 ）  
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４  がれき撤去、損壊家屋等の解体・撤去  

 損 壊 家 屋 等 の 解 体 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） は 、 原 則 と し て 所 有 者 の 責 任 に
よ っ て 行 う こ と と な る 。 た だ し 、 災 害 の 規 模 や 状 況 に よ り 、 国 が 特 例 措 置 と し
て 、 市 町 村 が 損 壊 家 屋 等 の 解 体 を 実 施 す る 経 費 が 災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業 の 補 助
対 象 と な る 場 合 が あ る た め 、 大 規 模 災 害 発 生 時 に は 、 補 助 対 象 の 有 無 に つ い て
国 ・ 県 と 協 議 を 行 う 。  
 そ こ で 、 国 庫 補 助 の 対 象 と な る 場 合 で あ っ て 、 被 災 地 域 の 生 活 環 境 の 保 全 及
び 二 次 災 害 の 防 止 の た め 、 町 が 災 害 廃 棄 物 と し て 公 費 に よ り 解 体 及 び 撤 去 （ 収
集 、運 搬 及 び 処 分 を 含 む 。）す る こ と が 必 要 で あ る と 認 め る 場 合 、町 が 主 体 と な
っ て 解 体 ・ 撤 去 を 行 う 場 合 が あ る 。  

そ の 場 合 、 す で に 解 体 を 行 っ て し ま っ た 損 壊 家 屋 等 の 解 体 ・ 撤 去 費 用 の 取 り
扱 い は 、 解 体 撤 去 を 行 っ た こ と を 町 が 特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 そ の か か っ た
費 用 を 町 が 費 用 を 負 担 し た 者 に 償 還 す る 場 合 が あ る 。 ま た 、 発 災 後 速 や か に 損
壊 家 屋 等 の 公 費 解 体 に つ い て 、 情 報 発 信 し て い く 。  
 
（ １ ） が れ き の 撤 去 及 び 損 壊 家 屋 等 の 解 体 撤 去 に 当 た っ て の 留 意 事 項  
  が れ き の 撤 去 及 び 損 壊 家 屋 等 の 解 体 撤 去 に 当 た っ て は 、 次 の 事 項 に 留 意 す

る 必 要 が あ る 。  
 
 ・ 町 は 通 行 上 支 障 が あ る が れ き 及 び 倒 壊 の 危 険 性 の あ る 損 壊 家 屋 等 を 優 先 的

に 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） す る 。 こ の 場 合 に お い て も 分 別 を 考 慮 し 、 ミ
ン チ 解 体 は 行 わ な い 。  

 
 ・ 損 壊 家 屋 等 の 優 先 的 な 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） に つ い て は 、 現 地 調 査 に

よ る 危 険 度 判 定 や 所 有 者 の 意 思 を 踏 ま え 決 定 す る 。 損 壊 家 屋 等 の 撤 去 （ 必
要 に 応 じ て 解 体 ） を 実 施 す る 場 合 、 町 は 所 有 者 の 意 思 を 確 認 す る た め 申 請
方 法 を 被 災 者 へ 広 報 し 、 申 請 窓 口 を 設 置 す る 。 申 請 を 受 付 け た 損 壊 家 屋 等
に つ い て は 図 面 等 で 整 理 を 行 い 、 倒 壊 の 危 険 度 や 効 率 的 な 重 機 の 移 動 を 実
現 で き る 順 番 な ど を 勘 案 し 、 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 優 先 順 位 を 検 討
す る 。  

 
 ・損 壊 家 屋 等 の 撤 去（ 必 要 に 応 じ て 解 体 ）を 実 施 す る 場 合 、町 は 申 請 受 付（ 損

壊 家 屋 等 の 所 有 者 の 意 思 確 認 ） と 並 行 し て 、 事 業 の 発 注 を 行 う 。 発 災 直 後
は 、 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 対 象 を 倒 壊 の 危 険 性 の あ る 損 壊 家 屋 等 に
限 定 す る こ と も 考 え ら れ る 。  

 
 ・撤 去（ 必 要 に 応 じ て 解 体 ）す る 損 壊 家 屋 等 の 中 に 家 具・家 財 道 具 、貴 重 品 、

思 い 出 の 品 等 が あ る 場 合 は 、所 有 者 確 認 を 行 っ た 上 で 、原 則 と し て 撤 去（ 必
要 に 応 じ て 解 体 ） 前 に 所 有 者 に 回 収 し て も ら う 。  

 ・ 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） を 行 う 事 業 者 が 決 定 次 第 、 建 設 リ サ イ ク ル 法 に
基 づ く 届 け 出 を 行 っ た 後 に 、 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 優 先 順 位 を 指 示
す る 。 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 着 手 に 当 た っ て は 、 損 壊 家 屋 等 の 所 有
者 の 立 ち 会 い を 求 め 、 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 範 囲 等 の 最 終 確 認 を 行
う 。  

 
 ・ 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） が 完 了 し た 段 階 で 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） を

行 っ た 事 業 者 か ら 報 告 を 受 け 、 物 件 ご と に 現 地 立 会 い （ 申 請 者 、 市 、 撤 去
（ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） 事 業 者 ） を 行 い 、 履 行 を 確 認 す る 。  

 
（ ２ ） ア ス ベ ス ト 対 策  
  が れ き の 撤 去 及 び 損 壊 家 屋 の 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） に 当 た っ て は 、 関  

係 機 関 と 連 携 し 、 撤 去 前 に ア ス ベ ス ト の 事 前 調 査 を 行 い 、 飛 散 性 ア ス ベ ス ト  
（ 廃 石 綿 等 ） ま た は 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト （ 石 綿 含 有 廃 棄 物 ） が 発 見 さ れ た 場  
合 は 、災 害 廃 棄 物 に ア ス ベ ス ト が 混 入 し な い よ う 適 切 に 除 去 を 行 い 、「 ア ス ベ  
ス ト 廃 棄 物 」（ 廃 石 綿 等 ま た は 石 綿 含 有 廃 棄 物 ） と し て 適 正 に 処 分 す る 。  

な お 、 廃 石 綿 等 は 原 則 と し て 仮 置 場 に 持 ち 込 ま な い こ と と す る 。  
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損壊家屋等の危険度
判定・り災証明証

撤去（必要に応じて解体）
申請窓口の設置

申請方法の広報

撤去（必要に応じて解体）
事業の発注

申請の受付

撤去（必要に応じて解体）
を行う事業者の決定

撤去（必要に応じて解体）
対象建物の整理

撤去（必要に応じて解体）
優先順位の検討

撤去（必要に応じて解体）
を行う事業者への
指示・連絡

撤去（必要に応じて解体）
状況の確認

撤去（必要に応じて解体）
損壊家屋等の所有者の
立会（最終確認）

（ ３ ） 太 陽 光 パ ネ ル 、 蓄 電 池 等 へ の 対 応  
  太 陽 光 発 電 設 備 や 家 庭 用 、 業 務 用 の 蓄 電 池 等 の 撤 去 に 当 た っ て は 、 感 電 の

恐 れ が あ る た め 、 取 扱 い に 注 意 す る 。  
  ま た 、 電 気 自 動 車 や ハ イ ブ リ ッ ト 車 等 の 高 電 圧 の 蓄 電 池 を 搭 載 し た 車 両 を

扱 う 場 合 に は 、 感 電 す る 危 険 性 が あ る こ と か ら 、 十 分 に 安 全 性 に 配 慮 し て 作
業 を 行 う 。  

 
（ ４ ） 損 壊 家 屋 等 の 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 手 順  

災 害 発 生 後 に は 、 公 費 に よ る 損 壊 家 屋 等 の 解 体 （ 必 要 に 応 じ て 撤 去 ） を 実
施 す る か 判 断 し 、 実 施 す る 場 合 は 関 係 部 局 と 連 携 し 作 業 を 行 う 。 そ の 際 の 手
順 は 次 の と お り で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 18 損 壊 家 屋 等 の 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） の 手 順 （ 例 ）  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 （ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  
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５  分別・処理・再資源化  

 災 害 廃 棄 物 を 再 資 源 化 す る こ と は 、 最 終 処 分 量 を 減 少 さ せ 、 そ の 結 果 と し て
最 終 処 分 場 の 延 命 化 に 繋 が る 。 ま た 、 処 理 期 間 の 短 縮 な ど に 有 効 で あ る た め 、
廃 棄 物 の 排 出 や 損 壊 家 屋 等 の 撤 去 （ 必 要 に 応 じ て 解 体 ） 段 階 か ら 分 別 す る こ と
を 積 極 的 に 実 施 す る 。 災 害 廃 棄 物 の 処 理 に 当 た っ て は 、 廃 棄 物 の 種 類 に 応 じ て
処 理 の 際 に 留 意 す る 点 な ど が 異 な る 。 こ の た め 、 廃 棄 物 の 種 類 に 応 じ て 適 正 な
処 理 を 実 施 す る 。  

表 54-1 災 害 廃 棄 物 の 種 類 別 処 理 方 法 (1) 

種 類  基 本 的 事 項  

混 合 可 燃 物  ・混 合 可 燃 物 は 、家 屋 系 大 型 木 材 、畳 、家 具 類 や 様 々 な プ ラ ス チ ッ

ク 製 廃 材 な ど 可 燃 系 の 廃 棄 物 が 混 合 し て 発 生 し た も の を い う 。  

・ 木 く ず 、 畳 や 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 な ど は 、 リ サ イ ク ル 可 能 な 物 も

多 い た め 、 仮 置 場 で の 分 別 を 徹 底 す る こ と で 、 焼 却 処 分 量 を 大 幅

に 減 ら す こ と が で き る 。  

・ 混 合 可 燃 物 は 重 量 の 割 に 容 積 が 大 き く 、 大 量 に 発 生 す る 。 保 管

す る 際 に は 、 自 然 発 火 し や す い こ と を 念 頭 に 置 き 、 十 分 な 保 管 ス

ペ ー ス を 確 保 す る と と も に 火 災 防 止 対 策 を 講 じ な け れ ば な ら な

い 。ま た 、季 節 に よ っ て は 腐 敗 し や す い た め 、長 期 間 の 保 管 を 避 け

る 必 要 が あ る 。 特 に 仮 設 焼 却 炉 を 設 置 す る 場 合 は 、 施 設 設 置 ま で

相 当 な 期 間 を 要 す る た め 、 既 設 の 焼 却 炉 と の 連 携 を 図 り 、 速 や か

に 処 理 を 行 う こ と が 求 め ら れ る 。  

海 水 を 被 っ た 木 材

等 （ 塩 分 除 去 ）  

・ 潮 だ ま り に 長 期 間 浸 っ た 砂 ま み れ の 流 木 や 薄 い 合 板 等 の 木 材 は

塩 分 濃 度 が 高 い た め 、 そ の ま ま 焼 却 す る と 塩 化 水 素 や ダ イ オ キ シ

ン 類 の 発 生 が 懸 念 さ れ る 。 仮 置 場 で 一 定 期 間 降 雨 に さ ら し 、 塩 分

を 抜 く 必 要 が あ る 。  

・ 塩 分 が 抜 け た と 判 断 さ れ る 木 材 に つ い て は 、 再 利 用 等 の 可 能 性

も あ る 。 焼 却 処 理 す る 場 合 は 、 十 分 な 排 ガ ス 処 理 機 能 を 有 す る 高

温 焼 却 （ 8 0 0℃ 以 上 ） を 行 う こ と が 理 想 で あ る 。  

・ 塩 分 が 低 下 し 気 温 が 上 昇 す る と 、 カ ビ が 繁 殖 し た り 、 キ ノ コ が

生 え た り す る た め 、 必 要 に 応 じ 消 石 灰 散 布 や 、 塩 分 低 下 後 の 速 や

か な 焼 却 等 の 措 置 を 講 ず る 。  

木 質 系 廃 棄 物  ・ 木 材 は 製 紙 原 料 や パ ー テ ィ ク ル ボ ー ド な ど の マ テ リ ア ル リ サ イ

ク ル や 、 セ メ ン ト 燃 料 、 ボ イ ラ ー 燃 料 な ど の サ ー マ ル リ サ イ ク ル

の 他 に も 堆 肥 と し て 利 用 さ れ る な ど 、 リ サ イ ク ル 用 途 は 多 岐 に 渡

る 。  

・ 木 材 は 目 視 で 判 別 す る こ と が 容 易 な た め 、 分 別 し や す い 品 目 で

あ り 、 ま た 発 生 量 も 多 い こ と か ら 、 早 い 段 階 で 他 の 廃 棄 物 と 混 ぜ

な い よ う に 抜 き だ す 。  

・ リ サ イ ク ル 用 途 に つ い て は 、 搬 出 先 の 受 入 条 件 に 制 限 が あ る 可

能 性 が あ る た め 、 そ れ ら を 踏 ま え 適 正 な 処 理 を 行 う 必 要 が あ る 。

受 入 条 件 の 例 は 「 災 害 廃 棄 物 分 別 ・ 処 理 実 務 マ ニ ュ ア ル － 東 日 本

大 震 災 を 踏 ま え て 」（ 一 般 社 団 法 人 廃 棄 物 資 源 循 環 学 会 ）を 参 照 の

こ と 。  

・ 木 材 を チ ッ プ 化 す る 場 合 は 、 腐 敗 や 火 災 防 止 等 の 観 点 か ら 加 工

の 直 前 に 行 う こ と が 望 ま し い 。   
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表 54-2 災 害 廃 棄 物 の 種 類 別 処 理 方 法 (2) 

種 類  基 本 的 事 項  

コ ン ク リ ー ト 、 ア

ス フ ァ ル ト 類  

・ コ ン ク リ ー ト が ら 及 び ア ス フ ァ ル ト が ら は 、 震 災 に 関 わ ら ず 、

日 常 的 に 建 設 工 事 か ら 大 量 に 発 生 し て お り 、 建 設 廃 棄 物 の 中 で も

最 も リ サ イ ク ル さ れ て い る 品 目 で あ る 。ま た 、単 体 で 分 別・保 管 し

や す い 。  

・ こ れ ら の 再 資 源 化 施 設 は 、 古 く か ら 全 国 的 に 整 備 さ れ 、 コ ン ク

リ ー ト が ら は 再 生 路 盤 材 や 埋 め 戻 し 材 と し て 、 ア ス フ ァ ル ト が ら

は ア ス フ ァ ル ト 原 料 と し て 広 く 再 利 用 さ れ て い る 。  

・ ま た 、 事 業 者 自 ら が 工 事 現 場 内 に 移 動 式 破 砕 機 を 設 置 し て 、 再

利 用 す る ケ ー ス も 多 い 。  

・ 災 害 後 の 復 旧 ・ 復 興 工 事 に お い て は 、 埋 め 戻 し 材 と し て 欠 く こ

と の で き な い 建 設 材 料 で あ り 、 発 生 量 が ほ ぼ 全 量 被 災 地 内 で 再 利

用 さ れ る 可 能 性 が 高 い 。  

・ 運 搬 に 当 た っ て は 、 過 積 載 に な ら な い よ う 適 切 な 量 を 積 み 込 む  

よ う 心 が け る 。  

廃 タ イ ヤ 類  ・ 津 波 災 害 に お い て は 、 流 さ れ た 自 動 車 や 自 動 車 修 理 工 場 ま た は

タ イ ヤ 販 売 店 等 由 来 の タ イ ヤ が 大 量 に 発 生 す る 。  

・ タ イ ヤ は リ サ イ ク ル 専 門 業 者 に よ る リ サ イ ク ル が 進 ん で い る 。  

・ タ イ ヤ は そ の 中 空 構 造 か ら 嵩 張 る た め 、 仮 置 場 で は 十 分 な ス ペ

ー ス を 確 保 し な け れ ば な ら な い 。  

・タ イ ヤ 及 び ホ イ ー ル 自 体 は 、非 常 に 性 状 の 安 定 し た 製 品 で あ り 、

人 体 及 び 環 境 に 対 す る 危 険 性 は 低 い 。 し か し 、 膨 大 な 量 が 発 生 す

る 場 合 、 適 切 な 対 応 が 求 め ら れ る 。  

・ 一 度 燃 え だ す と 消 化 が 困 難 な た め 、 十 分 な 火 災 防 止 整 備 を 備 え

る と と も に 、 た ま っ た 水 が 原 因 で 発 生 す る 蚊 や 悪 臭 の 対 策 を 講 じ

る 必 要 が あ る 。  

家 電 リ サ イ ク ル 法

対 象 製 品  

・ 家 電 リ サ イ ク ル 法 対 象 製 品 （ テ レ ビ 、 エ ア コ ン 、 冷 蔵 庫 ・ 冷 凍

庫 、洗 濯 機・乾 燥 機 ）に つ い て は 、原 則 と し て リ サ イ ク ル 可 能 な も

の は 家 電 リ サ イ ク ル 法 ル ー ト で リ サ イ ク ル を 行 う 。  

・ 分 別 が 可 能 な 場 合 は 、 災 害 廃 棄 物 の 中 か ら 可 能 な 範 囲 で 家 電 リ

サ イ ク ル 法 対 象 品 目 を 分 別 し 、 仮 置 場 に て 保 管 す る 。  

・破 損・腐 食 の 程 度 等 を 勘 案 し 、リ サ イ ク ル 可 能（ 有 用 な 資 源 の 回

収 が 見 込 め る ） か 否 か を 自 治 体 が 判 断 し 、 リ サ イ ク ル が 見 込 め る

場 合 、指 定 取 引 場 所 に 搬 入 す る 。リ サ イ ク ル が 見 込 め な い 場 合 、災

害 廃 棄 物 と し て 他 の 廃 棄 物 と 一 括 で 処 理 す る 。  

そ の 他 の 家 電 製 品  ・想 定 さ れ る 家 電 製 品 と し て は 、P C、携 帯 電 話 、小 型 家 電 に 分 類 さ

れ る も の が ほ と ん ど で 、 有 価 物 と し て の 処 理 が 望 ま し い 。  

廃 自 動 車  ・ 被 災 自 動 車 の 処 分 に は 、 原 則 と し て 所 有 者 の 意 思 確 認 が 必 要 。  

・自 動 車 リ サ イ ク ル 法 に 則 る た め 、被 災 自 動 車 を 撤 去・移 動 し 、所

有 者 も し く は 引 取 業 者（ 自 動 車 販 売 業 者 、解 体 業 者 ）へ 引 き 渡 す ま

で の 仮 置 場 で の 保 管 が 主 た る 業 務 と な る 。  

・ 電 気 自 動 車 や ハ イ ブ リ ッ ド 車 等 の 高 電 圧 の 蓄 電 池 を 搭 載 し た 車

両 を 取 扱 う 場 合 に は 、 感 電 す る 危 険 性 が あ る の で 、 運 搬 に 際 し て

も 作 業 員 に 絶 縁 防 具 や 保 護 具（ マ ス ク 、保 護 め が ね 、絶 縁 手 袋 等 ）

の 着 用 や 高 電 圧 配 線 を 遮 断 す る 等 、安 全 性 に 配 慮 し て 作 業 を 行 う 。 

廃 バ イ ク  ・ 処 分 に は 、 原 則 と し て 所 有 者 の 意 思 確 認 が 必 要 。  

・ ハ ン ド ル 、 車 体 （ フ レ ー ム ）、 ガ ソ リ ン タ ン ク 、 エ ン ジ ン 、 前 後

輪 が 一 体 と な っ て い る も の は 、 二 輪 車 リ サ イ ク ル シ ス テ ム を 利 用

す る こ と が 望 ま し い 。  

・ 二 輪 車 リ サ イ ク ル シ ス テ ム に 則 る た め 、 地 方 公 共 団 体 と し て は

被 災 域 か ら 撤 去 ・ 移 動 し 、所 有 者 又 は 引 取 業 者（ 廃 棄 二 輪 取 扱 店 、

指 定 引 取 窓 口 ） へ 引 き 渡 す ま で の 仮 置 場 で の 保 管 が 主 な 業 務 と な

る 。  
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表 546-3 災 害 廃 棄 物 の 種 類 別 処 理 方 法 (3)  

種 類  基 本 的 事 項  

廃 船 舶  ・ 移 動 可 能 な 船 舶 は 、 必 要 に 応 じ 随 時 、 仮 置 場 に 移 動 し て 差 し 支

え な い 。  

・ 外 形 上 明 ら か に 効 用 を 失 っ た 被 災 船 舶 は 処 理 可 能 と す る 。 効 用

の 有 無 と 判 断 基 準 は 技 術 資 料 1 - 2 0 - 1 0 を 参 照 の こ と 。  

・被 災 船 舶 の 処 理 は 所 有 者 が 行 う こ と が 原 則 で あ る が 、「 災 害 そ の

他 の 事 柄 に よ り 特 に 必 要 と な っ た 廃 棄 物 の 処 理 」 と し て 被 災 市 町

村 が 処 理 を 行 う 場 合 は 国 庫 補 助 対 象 と な る 。  

・ F R P 船 の 場 合 は 、 F R P 船 リ サ イ ク ル シ ス テ ム の 利 用 も 有 用 で あ

る 。  

水 産 廃 棄 物  ・ 水 産 廃 棄 物 に は 、 魚 体 そ の も の あ る い は 水 産 加 工 品 （ 容 器 包 装

さ れ て い る も の ） の 主 に ２ 種 類 が 挙 げ ら れ る 。  

・公 衆 衛 生 の 確 保 を 念 頭 に お き 、処 理・処 分 を 行 う 際 に は 、ま ず 腐

敗 物 へ の 対 応 を 優 先 し 、 町 内 と 往 来 か ら 速 や か に 排 除 、 も し く は

腐 敗 を 遅 ら せ る 措 置 （ 石 灰 散 布 な ど ） を と る 。  

・緊 急 度 に 応 じ て 、し 尿 処 理 施 設 等 へ の 投 入 、焼 却 、環 境 水 で の 洗

浄 、限 定 的 な 海 洋 投 棄 等 の 方 法 を 、関 連 法 令 に 留 意 し 、衛 生 環 境 を

確 保 し な が ら 行 う 。  

農 林 ・ 畜 産 廃 棄 物  ・ 農 林 ・ 畜 産 廃 棄 物 は 発 生 量 と 腐 敗 の 進 行 具 合 に よ っ て は 緊 急 的

な 対 応 が 必 要 と な る 場 合 が あ る 。  

・そ の た め 、優 先 度 に 応 じ て 、し 尿 処 理 施 設 等 へ の 投 入 、焼 却 、埋

立 等 を 関 係 法 令 に 留 意 し 、 衛 生 環 境 を 確 保 し な が ら 行 う 。  

津 波 堆 積 物  ・ 津 波 堆 積 物 は 、 主 成 分 で あ る 砂 泥 の 他 に 、 陸 上 に 存 在 し て い た

様 々 な も の を 巻 き 込 ん で い る 。 そ の た め 、 性 状 や 組 成 が 一 様 で は

な く 、 人 の 健 康 や 生 活 環 境 へ の 影 響 が 懸 念 さ れ る も の が 含 ま れ る

可 能 性 が あ り 、 取 扱 い に は 十 分 注 意 を 払 う 必 要 が あ る 。  

・「 東 日 本 大 震 災 津 波 堆 積 物 処 理 指 針 」（ 平 成 2 3 年 7 月 1 3 日 ） の

基 本 的 な 考 え 方 や 留 意 事 項 を 参 考 に す る 。  

・ 有 機 物 や 泥 状 物 を 含 む 津 波 堆 積 物 は 、 腐 敗 に よ る 臭 気 や 乾 燥 に

よ る 粉 じ ん が 発 生 す る 恐 れ が あ る た め 、迅 速 な 撤 去 が 必 要 で あ る 。

撤 去 が 困 難 な 場 合 は 、 消 石 灰 等 の 薬 剤 を 散 布 ・ 混 合 す る 等 の 応 急

的 対 策 を 講 ず る 。  

石 綿  ・ 地 震 ま た は 津 波 に よ り 被 災 し た 建 物 等 は 、 解 体 ま た は 撤 去 前 に

ア ス ベ ス ト の 事 前 調 査 を 行 い 、飛 散 性 ア ス ベ ス ト（ 廃 石 綿 等 ）ま た

は 非 飛 散 性 ア ス ベ ス ト（ 石 綿 含 有 廃 棄 物 ）が 発 見 さ れ た 場 合 は 、災

害 廃 棄 物 に ア ス ベ ス ト が 混 入 し な い よ う 適 切 に 除 去 を 行 い 、「 ア ス

ベ ス ト 廃 棄 物 」（ 廃 石 綿 ま た は 石 綿 含 有 廃 棄 物 ）と し て 適 正 に 処 分 。 

・ 廃 石 綿 は 原 則 と し て 仮 置 場 に 持 ち 込 ま な い 。  

・ 仮 置 場 で 災 害 廃 棄 物 中 に ア ス ベ ス ト を 含 む 恐 れ が あ る も の が 見

つ か っ た 場 合 は 、分 析 に よ っ て 確 認 す る 。分 析 方 法 と し て 、偏 光 顕

微 鏡 法 や 可 搬 型 の X 線 回 析 と 実 体 顕 微 鏡 と の 組 合 せ に よ る 迅 速 分

析 は 、 現 場 で 短 時 間 に 定 性 分 析 が 可 能 で あ る た め 、 災 害 時 対 応 に

有 用 で あ る 。  

・ 撤 去 ・ 解 体 及 び 仮 置 場 に お け る 破 砕 処 理 現 場 周 辺 作 業 で は 、 ア

ス ベ ス ト 暴 露 防 止 の た め に 適 切 な マ ス ク を 着 用 し 、散 水 等 を 行 う 。 

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 2 4 - 1～ 2 4 - 1 4】（ 平 成 3 1 年 4 月  環 境 省 ） 等 を 基 に 作 成  
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 再 資 源 化 の 方 法 例 は 次 の と お り で あ る 。  

表 55 再 資 源 化 の 方 法 例  

災 害 廃 棄 物  処 理 方 法 （ 最 終 処 分 、 リ サ イ ク ル 方 法 ）  

可

燃

物  

分 別 可 能 な 場 合  ・ 家 屋 解 体 廃 棄 物 、 畳 ・ 家 具 類 は 生 木 、 木 材 等 を 分 別 し 、

塩 分 除 去 を 行 い 木 材 と し て 利 用 。  

・ 塩 化 ビ ニ ル 製 品 は リ サ イ ク ル が 望 ま し い 。  

分 別 不 可 な 場 合  ・ 脱 塩 ・ 破 砕 後 、 焼 却 し 、 埋 立 等 適 正 処 理 を 行 う 。  

コ ン ク リ ー ト が ら  ・ 4 0 ㎜ 以 下 に 破 砕 し 、 路 盤 材 （ 再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン ）、 液 状

化 対 策 材 、 埋 立 材 と し て 利 用 。  

・ 埋 め 戻 し 材 ・ 裏 込 め 材 （ 再 生 ク ラ ッ シ ャ ラ ン ・ 再 生 砂 ）

と し て 利 用 。 最 大 粒 径 は 利 用 目 的 に 応 じ て 適 宜 選 択 し 中 間

処 理 を 行 う 。  

・ 5～ 2 5 ㎜ に 破 砕 し 、 二 次 破 砕 を 複 数 回 行 う こ と で 再 生 粗 骨

材 Ｍ に 利 用 。  

木 く ず  ・ 生 木 等 は で き る だ け 早 い 段 階 で 分 別 ・ 保 管 し 、 製 紙 原 料

と し て 活 用 。  

・ 家 屋 系 廃 木 材 は で き る だ け 早 い 段 階 で 分 別 ・ 保 管 し 、 チ

ッ プ 化 し て 各 種 原 料 や 燃 料 と し て 活 用 。  

金 属 く ず  ・ 有 価 物 と し て 売 却 。  

家

電  

リ サ イ ク ル  

可 能 な 場 合  

・ テ レ ビ 、 エ ア コ ン 、 冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 、 洗 濯 機 ・ 乾 燥 機 等

は 指 定 引 取 場 所 に 搬 入 し て リ サ イ ク ル す る 。  

リ サ イ ク ル  

不 可 能 な 場 合  

・ 災 害 廃 棄 物 と し て 他 の 廃 棄 物 と 一 括 で 処 理 す る 。  

自 動 車  ・ 自 動 車 リ サ イ ク ル 法 に 則 り 、 被 災 域 か ら の 撤 去 ・ 移 動 、

所 有 者 も し く は 処 理 業 者 引 渡 し ま で 一 次 集 積 所 で 保 管 す

る 。  

廃  

タ

イ

ヤ  

使 用 可 能 な  

場 合  

・ 現 物 の ま ま 公 園 等 で 活 用 。  

・ 破 砕 ・ 裁 断 処 理 後 、 タ イ ヤ チ ッ プ （ 商 品 化 ） し 製 紙 会

社 、 セ メ ン ト 会 社 等 へ 売 却 す る 。  

・ 丸 タ イ ヤ の ま ま の 場 合 域 外 に て 破 砕 後 、 適 宜 リ サ イ ク ル

す る 。  

・ 有 価 物 と し て 買 取 業 者 に 引 き 渡 し 後 域 外 に て 適 宜 リ サ イ

ク ル す る 。  

使 用 不 可 な 場 合  ・ 破 砕 後 、 埋 立 ・ 焼 却 を 行 う 。  

木 く ず 混 入 土 砂  ・ 最 終 処 分 を 行 う 。  

・ 異 物 除 去 ・ カ ル シ ア 系 改 質 材 添 加 等 に よ る 処 理 に よ り 、

改 質 土 と し て 有 効 利 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 そ の 場 合 除

去 し た 異 物 や 木 く ず も リ サ イ ク ル を 行 う こ と が 可 能 で あ

る 。  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 1 - 1 8 - 1】（ 平 成 3 0 年 3 月  環 境 省 ）  

 
 

６  最終処分  

 災 害 廃 棄 物 は 仮 置 場 に お い て 選 別 し た 後 、 有 効 利 用 で き な い も の は 、 可 燃 物
は 焼 却 処 理 、 不 燃 物 は 埋 立 て 処 分 す る こ と に な る 。  

最 終 処 分 量 を 削 減 で き る よ う 仮 置 場 で の 選 別 精 度 の 向 上 に 努 め る と と も に 、
鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 が 委 託 し て い る 民 間 の 最 終 処 分 場 （ 環 境 プ ラ ン ト
工 業 一 般 廃 棄 物 第 ２ 最 終 処 分 場 ） で の 処 理 が 見 込 め な い 場 合 は 、 県 と 協 力 し 、
県 内 の 他 の 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 及 び 県 外 の 民 間 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場 又 は 産
業 廃 棄 物 管 理 型 最 終 処 分 場 等 、 処 理 先 を 確 保 す る 必 要 が あ る 。  
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７  有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策  

 有 害 性 ・ 危 険 性 が あ る 廃 棄 物 の 多 く は 、 通 常 で も 町 の 施 設 で 処 理 が で き な い
た め 、 専 門 の 処 理 業 者 や メ ー カ ー 等 に よ る 回 収 ・ 処 分 が 行 わ れ て い る 。  
 こ の よ う な 有 害 ・ 危 険 物 が 地 震 に よ り 流 出 し 、 適 切 な 処 理 が 行 わ れ ず に 放 置
さ れ 、 適 切 に 分 別 さ れ ず 混 合 状 態 の ま ま 仮 置 場 に 排 出 さ れ る と 、 環 境 ・ 健 康 へ
の 長 期 的 影 響 や 災 害 復 旧 の 障 害 を 起 こ す 恐 れ が あ る 。  
 し た が っ て 、 有 害 ・ 危 険 物 の う ち 、 通 常 産 業 廃 棄 物 （ 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 を
含 む ） に 該 当 す る も の は 、 事 業 者 の 責 任 に お い て 処 理 す る こ と を 原 則 と し 、 通
常 一 般 廃 棄 物 に 該 当 す る も の は 、 排 出 に 関 す る 優 先 順 位 や 適 切 な 処 理 方 法 等 に
つ い て 住 民 に 広 報 す る も の と す る 。  
有 害・危 険 物 処 理 フ ロ ー は 、図 21 の と お り で あ る 。ま た 、対 象 と す る 有 害・危
険 製 品 の 収 集 ・ 処 理 方 法 を 表 58 に 示 す 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 19 有 害 ・ 危 険 物 処 理 フ ロ ー  

出 典 ： 出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 1 8 - 1】 (平 成 3 1 年 4 月  環 境 省 )  

 

〇 収 集 先 の 確 認  
・ 発 生 物 の 収 集 ル ー ト が 機 能 し て い る 場 合 に は 、 各 指 定 引 取 先 ま た は 受 入 先

で の 回 収 を 依 頼 し 、 速 や か に 処 理 ・ リ サ イ ク ル を 行 う 。  
・ 発 生 物 の 収 集 ル ー ト が 機 能 し て い な い 場 合 は 、 仮 置 場 で 一 時 保 管 し 指 定 引

取 先 の 復 旧 を 待 つ か 、他 の 指 定 引 取 先 へ 転 送 し 、処 理・リ サ イ ク ル を 行 う 。  
 

〇 仮 置 場 に お け る 保 管  
・ 回 収 ・ 処 分 す る 場 合 、 平 時 の 機 能 が 回 復 す る ま で 、 適 正 に 保 管 す る 。  
・ 仮 置 場 を 新 た な 指 定 引 取 場 所 と し 、 運 搬 ・ 処 理 業 者 と 直 接 や り 取 り す る  

こ とで、速 や か に 処 理 ・ リ サ イ ク ル を 行 う 方 法 も 検 討 す る 。  
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表  56 対 象 と す る 有 害 ・ 危 険 物 の 収 集 処 理 方 法  

区 分  項 目  排 出 方 法  処 理 方 法  

有

害

性

物

質

を

含

む

も

の 

廃 農 薬 、殺 虫 剤 、そ の 他 薬

品（ 家 庭 薬 品 で な い も の ） 購 入 先 や 販 売 店 、専 門 の 業 者 に 回

収 依 頼   

中 和 、 焼 却  

塗 料 、 ペ ン キ  焼 却  

廃

電

池

類 

小 型 充 電 式 電 池 （ ニ

カ ド 電 池 、 ニ ッ ケ ル

水 素 電 池 、 リ チ ウ ム

イ オ ン 電 池 ）  

リ サ イ ク ル 協 力 店（ 電 器 店 等 ）の

リ サ イ ク ル B O X 又 は 公 民 館 に 設

置 し て い る 回 収 B O X へ  

破 砕 、選 別 、リ サ イ

ク ル  ボ タ ン 電 池  通 常 収 集 の「 乾 電 池 」と し て 排 出  

※ ボ タ ン 電 池 回 収 協 力 店（ 家 電 量

販 店・補 聴 器 取 扱 店 等 ）で も 無 料

回 収 し て い る  

カ ー バ ッ テ リ ー  購 入 先 や 販 売 店 、専 門 の 業 者 に 回

収 依 頼  

破 砕 、選 別 、リ サ イ

ク ル （ 金 属 回 収 ）  

廃 蛍 光 管  通 常 収 集 の「 蛍 光 管 」と し て 排 出  破 砕 、選 別 、リ サ イ

ク ル（ カ レ ッ ト 、水

銀 回 収 ）  

危

険

性

が

あ

る

も

の 

灯 油 、ガ ソ リ ン 、エ ン ジ ン

オ イ ル  

購 入 先 や 販 売 店 、専 門 の 業 者 に 回

収 依 頼  
焼 却 、 リ サ イ ク ル  

有 機 溶 剤 （ シ ン ナ ー 等 ）  購 入 先 や 販 売 店 、専 門 の 業 者 に 回

収 依 頼  
焼 却  

ガ ス ボ ン ベ  L P ガ ス 事 業 者 又 は (一 社 ) L P 協 会

に 回 収 依 頼  
再 利 用 、リ サ イ ク ル  

カ セ ッ ト ボ ン ベ ・ ス プ レ

ー 缶  

使 い 切 っ て か ら 排 出 す る 場 合 は 、

穴 を 開 け て 通 常 収 集 の 「 不 燃 ご

み 」 と し て 排 出  

破 砕  

消 火 器  【 問 合 せ 先 】（ 株 ） 消 火 器 リ サ イ

ク ル 推 進 セ ン タ ー  

破 砕 、選 別 、リ サ イ

ク ル  

感

染

性

廃

棄

物 

使 用 済 み 注 射 器 針 、 使 い

捨 て 注 射 器 等  

通 院 中 の 医 療 機 関 や 入 手 先 の 薬

局 等 に 回 収 依 頼  
焼 却 ・ 溶 融 、 埋 立  

※ 以 下 の 品 目 に つ い て は 、 該 当 法 令 に 従 い 厳 重 に 管 理 の う え 処 理 を 行 う 。  

ア ス ベ ス ト 、 P C B  含 有 廃 棄 物 電 気 機 器 、 フ ロ ン ガ ス 封 入 機 器 （ 冷 蔵 庫 、 空 調 機 等 ）  

出 典 ： 出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 2 4 - 1 5】 (令 和 5 年 1 月  環 境 省 )を も と に 作 成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

65 

 

（ １ ） そ の 他 の 処 理 困 難 物  

 そ の 他 、 町 内 で 発 生 す る 可 能 性 の あ る 処 理 困 難 物 と そ れ ら へ の 対 応 方 針 を 表
59 に 整 理 す る 。  

表  57-1 町 内 で 発 生 す る 可 能 性 の あ る 処 理 困 難 物 と そ れ ら へ の 対 応 （ 1）  

処 理 困 難 物  対 応 方 針  

① 畳  発 酵 熱 で 発 火 す る こ と も あ り 、湯 気 の 発 生 が 目 視 で き る
よ う に 人 の 目 線 以 下 の 高 さ で 積 み 上 げ 、通 気 性 の 確 保 の
た め に 隙 間 を あ け て 保 管 す る 。 適 度 に 乾 燥 し て 破 砕 後 、
焼 却 ま た は セ メ ン ト 会 社 の 原 燃 料 等 と し て リ サ イ ク ル
す る 。  

② 流 木 ・ 倒 木  根 茎 に 多 量 の 土 砂 が 付 着 す る 場 合 や 量 が 多 い 場 合 は 、災
害 廃 棄 物 の 仮 置 場 に 持 ち 込 ま ず に 別 途 保 管 す る 。撤 去・
運 搬・保 管 に つ い て は 国 土 交 通 省 の 補 助 金 で 対 応 で き る
場 合 が あ る 。 チ ッ プ 化 し て 燃 料 と し て 再 生 利 用 す る 。  

③ 石 膏 ボ ー ド  石 膏 ボ ー ド は 水 に 濡 れ た 状 態 で 長 時 間 経 つ と 硫 化 水 素
が 発 生 す る 場 合 が あ る 。降 雨 等 に よ り 水 濡 れ し な い よ う
に 屋 根 つ き の 保 管 場 所 や ブ ル ー シ ー ト 等 で 被 覆 し て 保
管 す る 。硫 化 水 素 発 生 を 防 ぐ た め に 土 砂 中 に 長 く 滞 在 さ
せ な い 。石 綿 を 含 む も の は 、石 綿 含 有 物 と し て 適 正 に 処
理 す る 。再 生 石 膏 粉 は 土 質 改 良 剤 等 に リ サ イ ク ル さ れ る
が 、水 濡 れ の 程 度 に よ っ て は リ サ イ ク ル で き な い も の も
あ る 。  

④ Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物  蛍 光 灯 の 安 定 器 や コ ン デ ン サ に は PCB 含 有 の も の が あ
り 、別 途 分 類 し た 上 で 特 別 管 理 産 業 廃 棄 物 の 保 管 基 準 に
則 っ て 保 管 す る 。地 下 浸 透 や 高 温 を 防 ぐ た め に 、コ ン ク
リ ー ト 土 間・屋 根 付 き の 倉 庫 な ど が 望 ま し い 。県 や 環 境
省 中 国 地 方 環 境 事 務 所 と 相 談 の 上 、 適 切 に 処 理 を 行 う 。 

⑤ 太 陽 光 パ ネ ル  仮 置 場 で 保 管 す る 際 は 、発 電・感 電 を 防 ぐ た め に ブ ル ー
シ ー ト を か け る な ど し て 日 光 や 水 濡 れ を 避 け る よ う に
し 、雨 の 日 に は 作 業 し な い よ う に す る 。メ ー カ ー や リ ユ
ー ス 業 者 が 引 き 取 る ケ ー ス も あ る 。  

⑥ 飼 料 、 肥 料  飼 料 や 肥 料 は 腐 敗 性 が 高 い の で 、迅 速 に 被 災 現 場・仮 置
場 か ら 撤 去 し 、処 理 す る 必 要 が あ る 。堆 肥 製 造 業 者（ 堆
肥 化 ）や セ メ ン ト 業 者（ 原 燃 料 ）が 引 き 取 っ て 再 生 利 用
さ れ る ケ ー ス も あ る 。  

⑦ ビ ニ ー ル ハ ウ
ス  

ビ ニ ー ル ハ ウ ス の 撤 去 ・ 運 搬 ・ 集 積 （ 仮 置 場 ）・ 処 理 に
つ い て は 、農 林 水 産 と 環 境 省 の 連 携 事 業 に よ る 補 助 金 の
対 象 に な る 場 合 が あ る 。た だ し 、恒 常 的 な 制 度 で は な い
の で 、 環 境 省 か ら 発 出 さ れ る 事 務 連 絡 に 留 意 す る 。  

⑧ 漁 具 、 漁 網  漁 協 と 連 携 し て 撤 去 、集 積 、処 理 を 行 う 。産 廃 業 者 の 施
設 に お い て 破 砕 後 、焼 却 ま た は 埋 立 処 分 を 行 う 。漁 網 の
お も り に は 鉛 が 使 わ れ て い る こ と が 多 く 、除 去 す る 必 要
が あ る 。 鉛 は リ サ イ ク ル す る 。  

⑨ 死 亡 し た 獣 畜  仮 置 場 で 受 け 入 れ る こ と は し な い 。死 亡 し た 家 畜 は 厚 生
労 働 省「 化 製 場 等 に 関 す る 法 律 」に 基 づ き 、化 製 場 等 で
適 正 に 処 理 す る 。 家 畜 以 外 の 小 動 物 に つ い て は 焼 却 す
る 。  

⑩ 墓 石 、 仏 像  仮 置 場 に 集 積 し た う え で 、（ 場 合 に よ っ て 供 養 を 行 っ た
後 ）処 理 す る 。石 製 品 は 破 砕 後 に 路 盤 材 等 に 再 生 利 用 す
る 。木 製 の も の は 焼 却 処 理 ま た は 燃 料 と し て 再 生 利 用 す
る 。  
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表  57-2 町 内 で 発 生 す る 可 能 性 の あ る 処 理 困 難 物 と そ れ ら へ の 対 応 （ 2）  
処 理 困 難 物  対 応 方 針  

⑪ 稲 わ ら  水 に 濡 れ 、土 砂 が 付 着 し た よ う な 状 態 で 大 量 に 発 生 す る 可
能 性 が あ り 、 腐 敗 性 が 高 い の で 早 期 に 撤 去 す る 必 要 が あ
る 。収 集・運 搬・保 管・処 理 に つ い て は 農 水 省 と 環 境 省 の
連 携 事 業 に お い て 補 助 金 の 対 象 に な っ た 事 例 が あ る 。  

⑫ 収 穫 し た
米 、 野 菜 等   

野 菜 や 浸 水 し た 米 は 時 間 が 経 つ と 腐 敗 す る の で 、早 期 に 撤
去 、処 理 す る 必 要 が あ る 。米 は 、セ メ ン ト 業 者 が 引 き 取 っ
て 原 燃 料 と し て 再 生 利 用 す る 。野 菜 は 、焼 却 処 理 の ほ か に
堆 肥 化 す る 。撤 去 か ら 処 理 に 至 る ま で 、農 林 水 産 省 と 環 境
省 の 連 携 事 業 に よ る 補 助 金 の 対 象 に な る 場 合 が あ る 。た だ
し 、恒 常 的 な 制 度 で は な い の で 、環 境 省 か ら 発 出 さ れ る 事
務 連 絡 に 留 意 す る  

⑬ 腐 敗 性 廃 棄
物  

悪 臭 、病 害 虫 獣 の 発 生 と 感 染 症 拡 大 に よ る 公 衆 衛 生 面 の 問
題 が 懸 念 さ れ る た め 、被 災 現 場 及 び 仮 置 場 か ら 迅 速 に 撤 去
す る 。  

⑥ ⑦ ⑨ ⑪ ⑫ の よ う に 農 家 由 来 の も の は 、 被 災 者 と 農 協 、 農 協 と 行 政 と の 連 携 が
重 要 で あ る 。 ま た 、 ⑧ は 同 様 に 漁 協 と の 連 携 が 必 要 で あ る 。 ま た 、 ⑬ に つ い て
も 水 産 物 や 農 産 物 加 工 品 由 来 の も の も 想 定 さ れ る 。  

こ れ ら に お け る 発 生 源 の 把 握 と 関 係 機 関 の 連 携 に つ い て 、 平 時 か ら 留 意 し 、 具
体 的 な 連 携 先 、 受 入 先 に つ い て 検 討 す る 。  

 
（ ２ ） 有 害 物 質 等 の 保 管 場 所 に つ い て  
  化 学 物 質 排 出 移 動 量 届 出 制 度（ PRTR 制 度 ）の 情 報 に 基 づ く 、町 内 の 第 一 種

指 定 化 学 物 質 に 関 す る 届 出 事 業 所 数 は ８ 事 業 所 （ 平 成 31 年 2 月 現 在 ） で あ
る 。 事 業 所 の 所 在 地 及 び そ の 主 た る 業 種 に つ い て は 次 の と お り で あ る 。  

表  58 大 山 町 内 の PRTR 制 度 の 届 出 事 業 所 （ 平 成 31 年 2 月 現 在 ）  

主 た る 業 種  届 出 数  排 出 量 ・ 移 動 量 （ ㎏ ）  

窯 業 ・ 土 石 製 品 製 造 業  1 7 

燃 料 小 売 業  6 847 

一 般 廃 棄 物 処 理 業 （ごみ処分業に限る。） 1 91 

計  8 945 

出 典 ： 環 境 省 P R T R イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン 広 場  
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８  思い出の品等  

 思 い 出 の 品 や 貴 重 品 に つ い て は 、 建 物 の 解 体 な ど 災 害 廃 棄 物 の 撤 去 時 に 取 り
扱 う 可 能 性 が あ る こ と を 踏 ま え 、 持 ち 主 の 確 認 方 法 、 回 収 方 法 、 保 管 方 法 、 返
却 方 法 等 の 取 り 扱 い の ル ー ル を 定 め る 必 要 が あ る 。  
 な お 、 思 い 出 の 品 の 取 り 扱 い に は 、 次 の こ と に 留 意 す る も の と す る 。  
 

・ が れ き 撤 去 等 で 回 収 さ れ た 際 に 可 能 な 限 り 集 約 し て 別 途 保 管 し 、 閲 覧
や 引 渡 し の 機 会 を 設 け 、 持 ち 主 に 戻 す よ う に す る 。  

 
・ 土 や 泥 が 付 着 し て い る 場 合 は 洗 浄 ・ 乾 燥 し 、 発 見 場 所 や 品 目 等 の 情 報

を 整 理 し て 保 管 ・ 管 理 す る 。  
 
・ 閲 覧 ・ 引 渡 し を 実 施 す る 際 に は 、 広 報 等 で 周 知 し 、 面 会 や 郵 送 （ 本 人

確 認 が 可 能 な 場 合 ） に よ り 持 ち 主 は 引 渡 し を 行 う 。  
 
・ 貴 重 品 に つ い て は 、 遺 失 物 法 に 基 づ き 警 察 に 引 渡 す 。  
 
・ 大 規 模 災 害 時 に は 、 思 い 出 の 品 等 の 回 収 や 洗 浄 等 に つ い て 、 ボ ラ ン テ

ィ ア の 協 力 を 得 る こ と を あ ら か じ め 検 討 し て お く 。  

 

表  59 思 い 出 の 品 等 の 例  

思 い 出 の 品  
写 真 、ア ル バ ム 、卒 業 証 書 、賞 状 、成 績 表 、位 牌 、手 帳 、Ｐ Ｃ 、

Ｈ Ｄ Ｄ 、 携 帯 電 話 、 ビ デ オ 、 デ ジ カ メ  等  

貴 重 品  財 布 、 通 帳 、 印 鑑 、 金 券 、 商 品 券 、 古 銭 、 貴 金 属  等  

 出 典 ： 鳥 取 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 (平 成 3 0 年 4 月  鳥 取 県 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 20 思 い 出 の 品 及 び 貴 重 品 の 取 扱 い フ ロ ー  

出 典 ： 災 害 廃 棄 物 対 策 指 針 【 技 3 1 - 3】（ 令 和 5 年 1 月  環 境 省 ）  
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９  廃棄物処理法の特例制度  

 非 常 災 害 時 に お い て は 、 平 時 か ら 災 害 廃 棄 物 と 同 様 の 廃 棄 物 を 扱 っ て い る 産  
業 廃 棄 物 処 理 業 者 の 経 験 、 能 力 の 活 用 を 検 討 し 、 既 存 の 施 設 で の 対 応 が 困 難 な  
場 合 に は 、廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置・変 更 (廃 棄 物 の 種 類 や 能 力 の 増 強 等 )も 含 め 、  
あ ら ゆ る 手 段 に つ い て 検 討 を 行 う 。 そ の 際 、 許 可 申 請 手 続 き に つ い て 、 下 記 の  
特 例 措 置 の 適 用 を 検 討 す る 。  
 
・ 特 例 措 置 ①  

市 町 村 が 、 災 害 廃 棄 物 を 処 理 す る た め に 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 (仮 設 処 理 施
設 等 )を 設 置 す る 際 の 手 続 き の 簡 素 化 に 関 す る 特 例 。  

 
・ 特 例 措 置 ②  
  産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 に お い て 同 様 の 性 状 の 一 般 廃 棄 物 を 処 理 す る と き の 事

後 届 出 に 関 す る 特 例 。  
 
・特 例措 置 ③  

民間 事業 者が 、災 害廃 棄物 を処 理す るた めに 一般 廃棄 物処 理施 設 (仮設
処理 施設 等 )を設 置 する 際の 手続 きを 簡素 化に 関す る特 例。  

 
 

なお 、大 規模 災害 の発 災時 は、 被災 状況 に応 じて 個別 の通 知や 事務 連絡
等に より 、上 記以 外の 緩和 措置 や特 例措 置が 講じ られ るこ とも ある こと か
ら、 常に 最新 の情 報を 収集 でき るよ うな 体制 を整 備す ると とも に、 柔軟 な
対応 が必 要と なる こと に留 意す る。  

 

 
図 21 廃 棄 物 処理 法 の 特 例制 度  

 

出 典 ： 「 廃 棄 物 処 理 法 第 9  条 の 3  の 3  に 係 る 災 害 廃 棄 物 処 理 の 特 例 措 置 に お け る 自 治 体

の 条 例 制 定 事 例 」 （ 環 境 省 環 境 再 生 ・ 資 源 循 環 局 災 害 廃 棄 物 対 策 室 、 令 和 2  年 3  月 ）  
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１０  国庫補助金  

災害 廃棄 物の 処理 には、多額 の 経費 が 必要 とな り、災害 廃 棄物 の種 類・量・ 
処理 方法 によ り大 きく 変動 する。資金 需要 のタ イミ ング に合 わせ た資 金調 達  
のた め、 国の 補助 事業 の活 用を 含め た資 金管 理計 画が 重要 とな る。  

補助 対象 事業 の範 囲等 の詳 細は 、災 害 の発 生状 況に より 変更 され るこ とが  
ある ため 、発 災後 早期 より 、県 や国 と緊 密な 情報 交換 を行 う。  

補助 金申 請に あた って は、根拠 資料 の 整理 など 多く の事 務作 業や 申請 協議  
が必 要と なる こと に留 意し なが ら活 用を 図る 。  

手続 きの 詳細 は、「 災害 関係 業務 事務 マニ ュア ル (環境 省  令和 3 年 2 月 )」 
等を 参照 する 。  
 
 
（ １ ） 災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業 費 補 助 金  

暴 風 、洪 水 、高 潮 、地 震 、台 風 等 そ の 他 の 異 常 な 天 然 現 象 に よ る 被 災 及 び 海
岸 保 全 区 域 外 の 海 岸 へ の 大 量 の 廃 棄 物 の 漂 着 被 害 に 伴 い 、市 町 村 等 が 実 施 す る
廃 棄 物 の 処 理 に 係 る 費 用 に つ い て の 支 援 制 度 。  
 

表 60 災 害 廃 棄 物 処 理 事 業 の 補 助 制 度  

補 助 対 象 事 業  

暴 風 、 洪 水 、 高 潮 、 地 震 、 台 風 等 そ の 他 の 異 常 な 天 然
現 象 に よ る 被 災 及 び 海 岸 保 全 区 域 外 の 海 岸 へ の 大 量 の
廃 棄 物 の 漂 着 被 害 に 伴 い 、 市 町 村 等 が 実 施 す る 廃 棄 物
の 処 理  

事 業 主 体  市 町 村 等 (一 部 事 務 組 合 、 広 域 連 合 を 含 む ) 

補 助 率  1／ 2(地 方 負 担 分 も 大 部 分 は 特 別 交 付 税 措 置 が あ る ) 

 
 

災害廃棄物  

産業廃棄物管理型最終処分場  

産業廃棄物安定型最終処分場  許可必要  

届出のみ  

一般廃棄物を産業廃棄物処理施設で処理することについて  
廃 棄 物 処 理 法 第 1 5 条 の ２ の ５ の 規 定 に よ り 、 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 者

が 、一 般 廃 棄 物 の う ち 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 で 処 理 さ れ る 産 業 廃 棄 物 と 同 様 の 性
状 を 有 す る も の と し て 環 境 省 令 で 定 め る も の を 処 理 し よ う と す る 場 合 に は 、都
道 府 県 知 事 に 事 前 に 届 出 を す れ ば 、当 該 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設 を 一 般 廃 棄 物 処 理
施 設 と み な し 、一 般 廃 棄 物 を 処 理 す る こ と が で き る こ と と さ れ て い る（ 非 常 災
害 時 は 、 処 理 開 始 後 、 遅 滞 な く 届 け 出 れ ば 足 り る 。）。  

廃 棄 物 処 理 法 施 行 規 則 第 1 2 条 の ７ の 1 6 第 １ 項 に お い て は 、 地 下 水 汚 染 防
止 等 の 措 置 が 講 じ ら れ て い る 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 と 同 様 の 性 状 を 有 す る 管 理
型 最 終 処 分 場 の 設 置 者 に 限 り 、上 記 届 出 に よ り 当 該 施 設 を 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設
と み な す こ と が で き る と さ れ て い る 。  

そ の た め 、災 害 廃 棄 物（ 一 般 廃 棄 物 ）の う ち コ ン ク リ ー ト く ず 等 を 安 定 型 最
終 処 分 場 に お い て 埋 立 処 分 す る 場 合 に は 、通 常 、一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 設 置 に
関 す る 都 道 府 県 知 事 の 許 可 が 必 要 で あ る 。  

 

 

 

 

 

 

し か し 、過 去 の 災 害 に お い て は 、膨 大 な 量 の 災 害 廃 棄 物 の 迅 速 か つ 適 切 な 処
理 の た め 、特 例 省 令 に よ り 、安 定 型 最 終 処 分 場 に お い て も 同 一 性 状 の も の に 限
り 届 出 で 一 般 廃 棄 物 を 処 理 可 能 と し た 例 が あ る た め 、災 害 廃 棄 物 が 既 存 の 一 般
廃 棄 物 最 終 処 分 場 で 処 分 が で き な い 場 合 は 確 認 が 必 要 で あ る 。  
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（ ２ ） 廃 棄 物 処 理 施 設 災 害 復 旧 費 補 助 金  
災 害 に よ り 被 害 を 受 け た 廃 棄 物 処 理 施 設 を 原 形 に 復 旧 す る 事 業 並 び に 応 急 復

旧 事 業 に つ い て の 支 援 制 度 。  
 
表 61  廃 棄 物処 理 施 設 災 害 復旧 事 業 の 補 助 制 度  

補 助 対 象 事 業  

災 害 に よ り 被 害 を 受 け た 廃 棄 物 処 理 施 設 を 原 形 に 復 旧 す
る 事 業 並 び に 応 急 復 旧 事 業  
<対 象 施 設 >  
・ 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 、 産 業 廃 棄 物 処 理 施 設  
・ 広 域 廃 棄 物 埋 立 処 分 場 、 PC B 廃 棄 物 処 理 施 設  
・ 浄 化 槽 (市 町 村 整 備 推 進 事 業 )  

事 業 主 体  
都 道 府 県 、 市 町 村 (一 部 事 務 組 合 、 広 域 連 合 、 PF I  選 定 業
者 を 含 む )、 廃 棄 物 処 理 セ ン タ ー  等  

補 助 率  1／ 2  

 
 
（ ３ ） 災 害 廃 棄 物 等 処 理 の 記 録  
 発 災 後 、 が れ き 等 処 理 に 係 る 国 庫 補 助 金 や 交 付 金 の 申 請 事 務 を 円 滑 に 進 め る
た め が れ き 等 処 理 の 実 施 記 録 や 実 績 デ ー タ を 収 集 整 理 し て お く 。  

 
表 62 災 害 廃 棄 物 処 理 の 記 録 す る 内 容  

項 目  記 録 す る 内 容  

収 集 ・ 運 搬  

・ 被 災 地 か ら の 搬 出 量 （ 搬 出 先 、 品 目 別 ）  
・ 仮 置 場 毎 の 搬 入 量 （ 品 目 別 ）  
・ 仮 置 場 毎 の 搬 出 量 （ 搬 出 先 、 品 目 別 ）  
・ 収 集 ・ 運 搬 に 要 し た 車 両 台 数 及 び 燃 料 量  
・ 収 集 ・ 運 搬 に 係 る 作 業 日 報 （ 写 真 含 む ）  

仮 置 場  

・ 開 設 前 及 び 原 状 復 旧 後 の 各 仮 置 場 の 写 真  
・ 各 仮 置 場 の 図 面 （ 写 真 含 む ）  
・ 各 仮 置 場 で の 1 日 当 た り の 搬 入 出 台 数  
・ 各 仮 置 場 で の 作 業 日 報 （ 写 真 含 む ）  
・ 民 間 事 業 者 と の 契 約 関 係 書 類  

処 理 ・ 処 分  

・ 各 廃 棄 物 処 理 施 設 へ の 搬 入 量 （ 搬 入 元 、 品 目 別 ）  
・ 各 廃 棄 物 処 理 施 設 で の 処 理 量 （ 処 理 方 法 ）  
・ 各 廃 棄 物 処 理 施 設 か ら の 搬 出 量 （ 搬 出 先 、 品 目 別 ）  
・ 各 廃 棄 物 処 理 施 設 で の 作 業 日 報  
・ 民 間 事 業 者 と の 契 約 関 係 書 類  
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１１  緊急時及び復旧・復興時におけるタイムライン  
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 総括責任者 総務 計画 経理 処理 広報（総務）

発災後の時系列 ～6時間 ～24時間 2～3日 ～1週間 ～2週間 ～1ヶ月 ～3ヶ月 ～6ヶ月 ～1年 ～2年 ～3年

状況 平時の取組み

揺れや津波による倒壊・損壊家屋の発
生
津波堆積物の発生
倒壊家屋や津波堆積物が一部道路を閉
塞
避難所の開設

仮設トイレの不足

仮設トイレの不足
余震による倒壊家屋の増加
道路啓開除去物の発生
道路上にごみが多量に出される
生活ごみの収集開始
全半壊以外の家屋から片付け開始
事務委託の検討開始

仮設トイレの不足
ガソリン・燃料の不足
道路上にごみが多量に出される
道路上・一次仮置場の臭気・害虫の発
生
ボランティアによるごみ出し支援

仮置場の不足
仮置場での臭気・害虫発生
ボランティアによるごみ出し支援

仮置場での火災発生リスク
仮置場からの搬出
ボランティアによるごみ出し支援

家屋等の解体に伴う廃棄物の増加

生活圏近傍の廃棄物を仮置場へ移動完
了
仮設住宅への入居開始
避難所の閉鎖
家屋解体のピーク
二次仮置場での本格処理

本格処理
全ての廃棄物
を仮置場へ移
動完了

本格処理
処理の収束・
完了

機関 担当名 業務概要

大山町 指揮調整 体制・方針策定 連絡体制の整備 安否確認、参集、体制の構築
県への事務委託の検討開始
仮置場の人員配置

体制の強化
（土木・建築の技術職や会計事務職等
の確保）

処理方針・目標の設定
（処理量、処理フロー、処理期間）

体制の強化・応援人員の要請
国の政策（公費解体等）に関する方針
の検討・決定

体制の見直し
（縮小）

（住民課） 協力・支援調整 人材育成訓練
周辺自治体・県へ災害廃棄物収集支援
要請

業者等へ一次仮置場運用・管理業務の
協力要請

災害ボランティアセンターへの安全・
分別・運搬先等の説明・調整

資源管理
仮置場の確保
車両・資機材等の確保
通信管理

一次仮置場の追加確保 二次仮置場の確保
一次仮置場の
返却

二次仮置場の
返却

予算・契約
仮設トイレ設置・し尿収集・ごみ収集
に係る民間関係団体との契約

一次仮置場運用・管理業務委託の見直
し

臭気・害虫対策委託
二次仮置場設計・積算
二次仮置場業務委託者の決定

国庫補助関係報告書作成
家電リサイクル業務委託
家電等のフロンの回収業務委託

必要書類の整理
（契約書類、帳票類、日報・出勤簿
等）

災害査定
（12月締め）

災害査定
（12月締め）

災害査定

情報作戦 情報収集
一般廃棄物処理施設の被害状況等の
把握

県と連絡・他市町村の被害状況の把握

県へ災害廃棄物発生状況（推計量等）
連絡
腐敗性廃棄物、危険・有害物等の状況
を把握し県へ連絡
D.Waste-Netなど専門家の支援

危険・有害物等を使用・保管する事業
者との情報共有

国庫補助関係情報収集
家屋解体等に関する情報収集

計画策定
災害廃棄物処理計画
策定

実行計画策定（処理方針）の検討開始
災害廃棄物発生量の推計
仮置場必要面積の推計

処理フローの検討・作成 実行計画の策定・公表 記録整理

相談窓口の設置 マスコミ対応

環境モニタリング結果の公表

事案処理 収集・運搬
災害廃棄物収集の直営部隊、収集業
者、支援者と収集箇所・ルート等の打
合せ

解体廃棄物の収集
二次仮置場への運搬

一次仮置場 仮置場候補地選定
調整済みの一次仮置場の開設に向けた
準備
（資機材や分別配置マップ等）

一次仮置場の開設（分別徹底・生活環
境保全・安全確保）
不足分の仮置場の選定

仮置場搬入車両渋滞への対応 一次仮置場不足の場合に設置
柱角材、金属くず、コンクリートがら
の搬出・再資源化

解体廃棄物の搬入増加・搬出促進
一次仮置場の順次閉鎖

解体廃棄物の搬入増加・搬出促進
一次仮置場の
閉鎖・現状回
復

二次仮置場
（事務委託）

二次仮置場の検討開始
県資源循環協会と処理方法、施設・設
備、県外業者の活用について打合せ

二次仮置場必要面積・場所の決定
二次仮置場の設計・設置・運営業務の
委託先の選考、発注

二次仮置場の開設（分別・破砕・選
別・生活環境保全・安全確保）
不足分の仮置場の選定

二次仮置場の
閉鎖・原状回
復

二次仮置場の施工開始
災害廃棄物処理業務の進捗管理
資源化・処分先の確保・運搬

中間処理 協定の拡充・具体化
県内関係事業協会等への協力要請
（資源循環協会、建設業協会）

処理困難物の処理ルートの確保
処理先（産廃処理業者等）の検討・確
保

優先的に処理する廃棄物の広域処理の
実施

災害廃棄物処
理の完了

最終処分 処分場被害状況の確認・補修・報告 処分場残余容量の確認 最終処分必要量の検討・処分場の確保

処理困難な廃棄物 腐敗性・危険・有害廃棄物の情報収集 専門業者との打合せ、優先的な回収 専門業者との打合せ・引き渡し

環境保全 臭気・害虫発生調査、対策の実施
収集運搬車両や一次仮置場での廃棄物
の飛散・流出の確認
仮置場可燃物の温度・CO濃度の管理

二次仮置場の環境モニタリングの開始

一般廃棄物焼却施設 被害状況の確認・補修・報告 周辺自治体施設への受入れ要請 生活ごみの受入れ
仮設焼却炉の設置及び休止中の既存焼
却施設の再稼働を検討

し尿処理施設
し尿処理施設被害状況の確認・補修・
報告

周辺自治体施設への受入れ要請
下水道への受入れ要請

し尿の受入れ

家屋の解体撤去
緊急解体家屋からのし尿・浄化槽汚泥
の収集要望集約

緊急解体家屋等の撤去 解体業者との打合せ 家屋解体申請の受付 解体家屋等の本格的な運搬

生活ごみの分別、置き場、収集日等の
変更内容の市民への広報

避難所設置状況の把握 避難所ごみの収集開始 通常のごみ収集体制復旧

避難所ごみ置き場の設置・避難者への
分別の広報

ごみ収集の直営部隊、ごみ収集業者、
支援者と収集箇所・ルート等の打合せ

被害状況に応じて生活ごみの収集開始 仮設住宅のごみ収集・処理開始

仮設トイレの調達・設置
し尿収集の直営部隊、し尿収集業者、
支援者と収集箇所・ルート等の打合せ

仮設トイレのし尿の収集開始
収集支援自治体との打合せ

仮設トイレの追加調達・設置 仮設トイレの返却・撤去 仮設住宅の浄化槽汚泥収集・処理開始

し尿収集業者へ協力要請
仮設トイレの衛生管理、備品の管理、
適正使用の指導

広報 住民への広報

問合せ窓口の設置
広報の準備
（分別・収集方法、仮置場設置・搬
入）

分別・収集方法の広報
仮置場設置・搬入の広報
持込禁止物・有害物・危険物等への注
意喚起

仮設トイレの衛生管理・適正使用の広
報

問合せ内容等の集約・庁内共有・対応
改善
追加する仮置場周辺住民への説明

新たに設置した仮置場に関する広報
家屋解体等に関するの受付コールセン
ターの設置

（他部局）

危険物等の緊急措置等の命令・要請

土木・建築等の知識を有する職員の要
請
（仮置場の設置・運用に係る積算）

罹災証明交付手続き・解体手続きの確
認

図22　災害廃棄物処理に関するタイムライン

処理実績に基づく発生量見直
し・実行計画改定

災害対策
本部
（総務課）

情報収集（建物被害状況の把握、避難所・避難者数の把握、停電・断水・下水道等のライフラインの被害状況等の把握、道路・橋梁の被害状況等の把握）

処理進捗状況の公表
視察の受入

地震の種類、規模
被害状況
（人的被害、建物倒壊数等）
災害廃棄物の発生状況

情報収集（道路・橋梁、下水道、建物等の被害状況等の把握）

建設部局 土木・建築等の知識を有する職員の要請
（解体工事発注等）

施設の防災対策
BCP等策定

生活ごみ
避難所ごみ

し尿
仮設トイレ必要数の
把握
協定等の締結

災害時の分別方法

仕様書、設計書ひな
型作成

広報対応

救助活動


